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 この書類は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所（以下「法人」という。）について、地方

自治法第２４３条の３第２項の規定により議会に報告すべき法人の経営状況を説明する資料とし

て、法人の令和７年度計画及び令和６年度決算に係る財務諸表等を提出し、並びに地方独立行政

法人法第２８条第５項の規定により議会に報告すべき法人の令和６年度における業務の実績に関

する評価結果を報告するものである。 

 

 

＜＜参参照照＞＞  

      地地方方自自治治法法（（抄抄））  

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （前略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令で定めるそ

の経営状況を説明する資料を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 

   （以下略） 

 

      地地方方自自治治法法施施行行令令（（抄抄））  

（普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲） 

第１５２条 地方自治法第２２１条第３項に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政

令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 

⑴  当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び 

地方独立行政法人 

  （以下略） 

 

（法人の経営状況等を説明する書類） 

第１７３条の２ 地方自治法第２４３条の３第２項に規定する政令で定めるその経営状況を説明

する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。 

  （以下略） 

 

      地地方方独独立立行行政政法法人人法法（（抄抄））  

（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等） 

第２８条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年

度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けな

ければならない。 

⑴  次号及び第３号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績 

⑵  中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績

及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績 

 



⑶   中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期

間における業務の実績 

  （中略） 

５ 設立団体の長は、第１項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、

その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。 

  （以下略） 
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財 務 諸 表 
 

第 11 期（ 令和 6 年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人 京都市産業技術研究所 

自 令和 6 年 4 月  1 日 

至 令和 7 年 3 月 31 日 

２ 　 令和６ 年度決算に係る 財務諸表等
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Ⅰ Ⅰ 固定負債

1 有形固定資産 資産見返負債（ 注）

建物 3, 371, 195, 327 資産見返運営費交付金 34, 419, 429

減価償却累計額 △ 1, 511, 089, 291 1, 860, 106, 036 資産見返補助金等 243, 946, 463

機械装置 1, 595, 309, 621 資産見返寄附金 20, 474, 361

減価償却累計額 △ 1, 335, 013, 191 260, 296, 430 資産見返物品受贈額 143 298, 840, 396

工具器具備品 394, 867, 896 長期寄附金債務（ 注） 751, 093, 321

減価償却累計額 △ 375, 081, 411 19, 786, 485 退職給付引当金 432, 671, 426

美術品・ 収蔵品 34, 200, 000

固定負債合計 1, 482, 605, 143

有形固定資産合計 2, 174, 388, 951

Ⅱ 流動負債

運営費交付金債務（ 注） 53, 990, 589

2 無形固定資産 前受受託研究費等 3, 688, 920

ソ フ ト ウ ェ ア 3, 695, 446 未払金 79, 681, 871

未払消費税等 5, 370, 300

無形固定資産合計 3, 695, 446 科学研究費助成事業等預り 金 1, 211, 783

預り 金 14, 914, 021

賞与引当金 54, 128, 336

3 投資その他の資産

投資有価証券 1, 203, 910, 016 流動負債合計 212, 985, 820

長期前払費用 2, 511, 658

退職給付引当金見返（ 注） 432, 671, 426 1, 695, 590, 963

（ 純資産の部）

投資その他の資産合計 1, 639, 093, 100 Ⅰ

地方公共団体出資金 3, 310, 000, 000

固定資産合計 3, 817, 177, 497

資本金合計 3, 310, 000, 000

Ⅱ 流動資産 Ⅱ 資本剰余金

現金及び預金 414, 689, 038 資本剰余金 105, 070, 575

未収金 128, 503, 649 その他行政コ ス ト 累計額（ 注） △ 1, 468, 030, 077

未成研究支出金 5, 074, 627 減価償却相当累計額（ △） △ 1, 468, 030, 077

前渡金 349, 664

前払費用 1, 406, 451 資本剰余金合計 △ 1, 362, 959, 502

賞与引当金見返（ 注） 54, 128, 336

Ⅲ 利益剰余金

流動資産合計 604, 151, 765 前中期目標等期間繰越積立金（ 注） 196, 487, 471

目的積立金（ 注） 79, 065, 192

当期未処分利益 54, 327, 138

（ う ち当期総利益） ( 54, 327, 138)

利益剰余金合計 329, 879, 801

Ⅳ 評価・ 換算差額等

その他有価証券評価差額金 448, 818, 000

評価・ 換算差額等合計 448, 818, 000

2, 725, 738, 299

4, 421, 329, 262 4, 421, 329, 262

（ 注） こ れら は、 地方独立行政法人固有の会計処理に伴う 勘定科目です。

（ 負債の部）

固定資産

純資産合計

資産合計 負債純資産合計

負債合計

科目 科目

資本金

（ 資産の部）

貸　 借　 対　 照　 表
（ 令和７ 年３ 月３ １ 日現在）

（ 単位： 円）

資産の部 負債及び純資産の部
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Ⅰ 損益計算書上の費用

業務費 1, 088, 780, 828

一般管理費 197, 347, 669

臨時損失 37, 257, 767

損益計算書上の費用合計 1, 323, 386, 264

Ⅱ その他行政コ スト

減価償却相当額（ 注） 130, 018, 936

その他行政コ スト 合計 130, 018, 936

Ⅲ 行政コ ス ト 1, 453, 405, 200

（ 注） こ れら は、 地方独立行政法人固有の会計処理に伴う 勘定科目です。

行政コ ス ト 計算書
（ 令和６ 年４ 月１ 日～令和７ 年３ 月３ １ 日）

（ 単位： 円）
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経常費用

業務費
業務部門人件費 483, 703, 394
研究・ 技術支援経費 377, 576, 904
受託研究費 159, 580, 292
受託事業費 67, 920, 238 1, 088, 780, 828

一般管理費
役員人件費 49, 573, 252
管理部門人件費 91, 476, 820
減価償却費 12, 136, 363
管理運営費 44, 161, 234 197, 347, 669

経常費用合計 　 1, 286, 128, 497

　
経常収益

運営費交付金収益（ 注） 794, 595, 036
使用料収益

機械装置使用料 3, 626, 830
施設使用料 294, 650 3, 921, 480

手数料収益
試験分析手数料 50, 877, 170
技術指導手数料 5, 360, 520 56, 237, 690

受託研究等収益

国又は地方公共団体から の受託 0
国又は地方公共団体以外の団体から の受託 187, 604, 615 187, 604, 615

受託事業収益

国又は地方公共団体から の受託 75, 404, 532 75, 404, 532
補助金等収益（ 注） 1, 958, 888
寄附金収益（ 注） 12, 577, 034
賞与引当金見返に係る 収益（ 注） 54, 128, 336
退職給付引当金見返に係る 収益（ 注） 37, 155, 093
資産見返負債戻入（ 注）

資産見返運営費交付金戻入 14, 578, 528
資産見返補助金等戻入 70, 704, 963
資産見返寄附金戻入 3, 316, 172
資産見返物品受贈額戻入 391, 620 88, 991, 283

財務収益

受取利息 371, 789
有価証券利息 133, 214 505, 003

雑益
財産売払収益 1, 857, 450  
受講料等収益 6, 987, 350
財産使用料収益 9, 794, 400
会費収益 1, 195, 000
その他雑収益 7, 542, 445 27, 376, 645

経常収益合計 1, 340, 455, 635

経常利益 54, 327, 138
　

臨時損失
退職給付引当金見返に係る 費用 37, 257, 767 37, 257, 767

臨時利益

規程改正に伴う 退職給付引当金戻入益 37, 257, 767 37, 257, 767

当期純利益 54, 327, 138
当期総利益 54, 327, 138

　

（ 注） こ れら は、 地方独立行政法人固有の会計処理に伴う 勘定科目です。

損　 益　 計　 算　 書
（ 令和６ 年４ 月１ 日～令和７ 年３ 月３ １ 日）

（ 単位： 円）
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Ⅰ

△ 402, 373, 436

△ 617, 679, 694

△ 18, 320, 261

876, 341, 000

△ 7, 036, 444

使用料収入 3, 943, 520

56, 125, 680

84, 702, 994

76, 604, 533

寄附金収入 883, 167

補助金等収入 11, 323, 888

27, 601, 392

科学研究費助成事業等預り 金の増減 687, 366

預り 金の増減 △ 1, 032, 761

業務活動によ る キャ ッ シュ ・ フロ ー 91, 770, 944

　

　

Ⅱ

有価証券の取得によ る 支出 △ 19, 056, 064

有形固定資産の取得によ る 支出 △ 143, 246, 159

小計 △ 162, 302, 223

25, 641, 789

投資活動によ る キャ ッ シュ ・ フロ ー △ 136, 660, 434

Ⅲ 資金増加額 △ 44, 889, 490

Ⅳ 459, 578, 528

Ⅴ 414, 689, 038

人件費支出

      キャ ッ シュ ・ フロ ー計算書　 　 　
（ 令和６ 年４ 月１ 日～令和７ 年３ 月３ １ 日）

（ 単位： 円）

業務活動によ る キャ ッ シュ ・ フロ ー

原材料、 商品又はサービスの購入によ る 支出

利息及び配当金の受取額

投資活動によ る キャ ッ シュ ・ フロ ー

資金期首残高

資金期末残高

その他の業務支出

運営費交付金収入

手数料収入

受託研究等収入

受託事業等収入

その他収入

運営費交付金の返還によ る 支出

12



Ⅰ 当期未処分利益 54, 327, 138

当期総利益 54, 327, 138

Ⅱ 利益処分額

54, 327, 138 54, 327, 138

利益の処分に関する 書類

（ 単位： 円）

地方独立行政法人法第４ ０ 条第３ 項によ り 京都市長の承認
を受けよ う と する 額

研究開発及びその研究成果の普及、 活用並びに企業支援
の質の向上と 組織運営改善目的積立金
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注 記 事 項 

 

I .    重要な会計方針 

当該事業年度よ り 、 改訂後の「『 地方独立行政法人会計基準』 及び『 地方独立行政法人会計基準注

解』 ( 令和 4 年 8 月 3１ 日総務省告示第 285 号改訂) 」 及び「『 地方独立行政法人会計基準』 及び『 地方独

立行政法人会計基準注解』 に関する Ｑ ＆Ａ ( 総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会計士協

会 令和 6 年 3 月改訂) 」（ 以下、「 地方独立行政法人会計基準等」 と いう 。） のう ち、 収益認識に係る 改

訂内容を 適用し て、 財務諸表等を作成し ており ま す。  

 

１ .  運営費交付金収益の計上基準 

業務達成基準を採用し ており ま す。 なお、 業務の進行状況と 運営費交付金の対応関係が明確である 活

動を除く 管理部門の活動については期間進行基準を採用し ており ま す。  

 

２ .  減価償却の会計処理方法 

(１ ) 有形固定資産 

定額法を採用し ており ま す。  

耐用年数については、 法人税法の耐用年数を基準と し ており ま すが、 設立団体から 承継し た固定

資産については、 承継時の残存耐用年数を用いていま す。 主な資産の耐用年数は以下のと おり で

す。  

建物            ２ 年～４ ７ 年 

機械装置         ２ 年～ ８ 年 

工具器具備品       ２ 年～ ５ 年 

なお、 受託研究等収入によ り 購入し た償却資産については、 当該受託研究期間を耐用年数と し て

おり ま す。  

ま た、 特定の償却資産（ 地方独立行政法人会計基準第８ ７ ） の減価償却相当額については、 減価

償却相当累計額と し て資本剰余金から 控除し て表示し ており ま す。  

 

(２ ) 無形固定資産 

 定額法を採用し ており ま す。  

 耐用年数は法人税法上の耐用年数を 基準と し 、 法人内利用のソ フ ト ウ ェ アについては、 法人内に

おける 利用可能期間（ ３ 年～５ 年） に基づいて償却し ており ま す。  

  

３ .  賞与引当金の計上基準 

 役職員の賞与の支給に備える ため、 賞与支給見込額のう ち、 当事業年度に負担すべき 金額を 計上し

ており ま す。 なお、 役職員の賞与については、 運営費交付金によ り 財源措置がなさ れる 見込みである

ため、 賞与引当金と 同額を賞与引当金見返と し て計上し ており ま す。  
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４ .  退職給付引当金の計上基準 

 退職一時金については、 期末自己都合要支給額を 退職給付債務と する 方法を用いた簡便法を 適用し

ており ま す。 なお、 退職一時金については、 運営費交付金によ り 財源措置がなさ れる 見込みである た

め、 退職給付引当金と 同額を 退職給付引当金見返と し て計上し ており ま す。  

 

５ .  有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的債券に関し ては、 償却原価法（ 定額法） によ り 評価し ており ま す。  

その他の有価証券に関し ては、 期末日における 時価によ り 評価し 、 その評価差額は純資産の部に計

上し ており ま す。  

 

６ .  棚卸資産の評価基準及び評価方法 

未成研究支出金に関し ては、 個別法によ る 低価法を 採用し ており ま す。  

 

７ .  収益及び費用の計上基準 

(１ ) 手数料に係る 収益 

当該収益は、 主に顧客から の依頼を受けて実施する 試験分析及び技術相談に係る 収益であり 、 顧客と

の契約に基づいて、 サービ ス 等を引き 渡す履行義務を負っており ま す。 当該履行義務は、 サービス 等を

引き 渡す一時点において、 顧客が当該サービス 等に対する 支配を獲得し て充足さ れる と 判断し 、 引渡時

点で収益を認識し ており ま す。  

(２ ) 受託事業に係る 収益 

当該収益は、 主に国又は地方公共団体から 委託を受けて実施する 受託事業に係る 収益であり 、 受託事

業契約等に基づいてサービス 等を引き 渡す履行義務を負っており ます。 当該履行義務は、 サービ ス 等を

引き 渡す一時点において、 顧客が当該サービス 等に対する 支配を獲得し て充足さ れる と 判断し 、 引渡時

点で収益を認識し ており ま す。  

(３ ) 受託研究等に係る 収益 

当該収益は、主に国又は地方公共団体若し く は企業等から 委託を受けて実施する 受託研究又は共同で

実施する 共同研究等に係る 収益であり 、受託研究契約等に基づいてサービス 等を引き 渡す履行義務を負

っており ます。 当該履行義務は、 サービス 等を 引き 渡す一時点において、 顧客が当該サービス 等に対す

る 支配を獲得し て充足さ れる と 判断し 、 引渡時点で収益を認識し ており ま す。  

 

８ .  消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、 税込方式によ っており ま す。  

 

I I .   貸借対照表関係  

その他行政コ ス ト 累計額のう ち、 地方独立行政法人に対する 出資を財源に取得し た資産に係る 金額 

   １ ， ４ ６ ８ ， ０ ３ ０ ， ０ ７ ７ 円 
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I I I .    キャ ッ シュ ・ フ ロ ー計算書関係 

資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳 

現金及び預金     ４ １ ４ ， ６ ８ ９ ， ０ ３ ８ 円 

資金期末残高     ４ １ ４ ， ６ ８ ９ ， ０ ３ ８ 円  

 

I V.   行政コ ス ト 計算書関係 

１ .  地方独立行政法人の業務運営に関し て住民等の負担に帰せら れる コ ス ト  

行政コ ス ト                   １ ， ４ ５ ３ ， ４ ０ ５ ， ２ ０ ０ 円 

自己収入等                   △ ３ ６ ４ ， １ ８ ３ ， １ ７ １ 円 

機会費用                      ３ １ ， １ ７ ４ ， ３ ８ ２ 円 

地方独立行政法人の業務運営に関し て 

住民等の負担に帰せら れる コ ス ト         １ ， １ ２ ０ ， ３ ９ ６ ， ４ １ １ 円 

２ .  機会費用の計上方法 

  ( 1)  地方公共団体出資等から 生ずる 機会費用の計算に使用し た利率 

     １ ０ 年利付国債の令和７ 年３ 月末の利回り を参考に１ ． ４ ８ ５ ％で計算し ており ま す。  

  ( 2)  国又は地方公共団体と 人事交流によ る 出向職員から 生ずる 機会費用の計算方法 

     当該職員が国又は地方公共団体に復帰後退職する 際に支払われる 退職金のう ち、 地方独立行政法人

での勤務期間に対応する 部分について、 地方独立行政法人京都市産業技術研究所職員退職手当支給規

程に定める 退職給付支給基準等を参考に計算し ており ま す。  

 

 

V.   金融商品の時価等に関する 事項 

１ .  金融商品の状況に関する 事項 

当法人は、 資金運用については短期的な預金並びに国債、 地方債及び政府保証債等に限定し ており

ま す。  

未収金に係る 顧客の信用リ ス ク は、 債権管理規程等に沿ってリ ス ク 低減を図っており ま す。 ま た、

投資有価証券のう ちその他有価証券は、 現物寄附によ り 取得し た上場株式を 保有し ており 、 投資有価

証券のう ち満期保有目的の債券は、 地方独立行政法人法第４ ３ 条の規定等に基づき 国債及び地方債を

保有し ており ま す。  

２ .  金融商品の時価等に関する 事項 

期末日における 貸借対照表計上額、 時価及びこ れら の差額については、 次のと おり です。 なお、 現

金は注記を省略し ており 、 預金、 未収金、 未払金は短期間で決済さ れる ため時価が帳簿価額に近似す

る こ と から 、 注記を省略し ており ま す。  

（ 単位： 円）   

 貸借対照表計上額 時  価 差  額  

投資有価証券 1, 203, 910, 016 1, 200, 492, 090 △3, 417, 926 

 ①満期保有目的の債券 143, 710, 016  140, 292, 090  △3, 417, 926 

 ②その他有価証券 1, 060, 200, 000  1, 060, 200, 000  -  

 （ 注） 時価の算定に用いた評価技法及びイ ンプッ ト の説明 

金融商品の時価を 、 時価の算定に用いたイ ンプッ ト の観察可能性及び重要性に応じ て、 以下の
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レ ベル 1 の時価：  同一の資産又は負債の活発な市場における （ 無調整の） 相場価格によ り  

算定し た時価 

レ ベル２ の時価：  レ ベル１ のイ ンプッ ト 以外の直接又は間接的に観察可能なイ ンプッ ト を 

用いて算定し た時価 

レ ベル３ の時価：  重要な観察でき ないイ ンプッ ト を使用し て算定し た時価 

時価の算定に重要な影響を与える イ ンプッ ト を複数使用し ている 場合には、 それら のイ ンプッ

ト がそれぞれに属する レベルのう ち、 時価の算定における 優先順位が最も 低いレベルに時価を分

類し ており ます。  

投資有価証券 

国債及び上場株式は相場価格を用いて評価し ており ま す。 こ れら は活発な市場で取引さ れて

いる ため、 その時価をレベル１ の時価に分類し ており ます。  

地方債は取引先金融機関から 提示さ れた価格を用いて評価し ており ます。 こ れは市場での取引

頻度が低く 、 活発な市場における 相場価格と は認めら れないため、 レ ベル２ の時価に分類し てお

り ま す。  

 

VI .   賃貸等不動産の時価等に関する 事項 

賃貸等不動産については、 総額に重要性が乏し いため、 注記を省略し ており ます。  

 

VI I .   退職給付関係 

１ ． 採用し ている 退職給付制度の概要 

  当法人では、 職員の退職給付に充てる ため、 非積立型の退職一時金制度を採用し ており ます。 当該

制度では、 給与と 勤務期間に基づいた一時金を支給し ており ま す。 なお、 令和 6 年 4 月 1 日付けで、

地方独立行政法人京都市産業技術研究所職員退職手当支給規程及び地方独立行政法人京都市産業技術

研究所職員退職手当支給規程施行細則（ 以下「 退職手当支給規程等」 と いう 。） を改正し ており 、 当

該改正に伴い生じ た退職給付引当金戻入益は、 損益計算書上の臨時利益に計上し ており ま す。  

２ ． 確定給付制度 

 ( 1)  簡便法を適用し た制度の、 退職給付引当金の期首残高と 期末残高の調整表 

   期首における 退職給付引当金      ４ ３ ８ ， ７ ８ ３ ， ５ １ １ 円 

    退職手当支給規程等改正に伴う 戻入額 △３ ７ ， ２ ５ ７ ， ７ ６ ７ 円 

    退職給付費用             ３ ７ ， １ ５ ５ ， ０ ９ ３ 円 

    退職給付の支払額           △６ ， ０ ０ ９ ， ４ １ １ 円 

   期末における 退職給付引当金      ４ ３ ２ ， ６ ７ １ ， ４ ２ ６ 円 

 ( 2)  数理計算上の計算基礎に関する 事項 

   簡便法で計算し た退職給付費用      ３ ７ ， １ ５ ５ ， ０ ９ ３ 円 

 

VI I I .   科学研究費助成事業等 

当期受入額   ９ ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 

当期支出額   ８ ， ５ １ ２ ， ６ ３ ４ 円 
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I X.   収益認識 

当法人は、 以下に記載する 内容を除き 、 地方独立行政法人会計基準第８ ４ における 収益に重要性が乏し

いため、 注記を省略し ており ま す。  

１ ． 収益の分解情報について 

 当法人は、 技術相談、 試験分析、 人材育成、 研究開発その他の事業を実施し ており 、 地方独立行政

法人会計基準第８ ４ を適用する 取引に係る 主なサービス 等の種類と 収益の額は、 試験分析及び有料技

術相談を実施する こ と によ る 手数料収益 56, 237, 690 円、 国等から の委託を受けて実施する こ と によ る

受託事業収益 75, 404, 532 円、 国等や企業等から の委託を受けて、 又は共同で実施する こ と によ る 受託

研究等収益 187, 604, 615 円であり ま す。  

２ ． 収益を理解する ための基礎と なる 情報 

 「 Ⅰ． 重要な会計方針」 の「 ７ ． 収益及び費用の基準」 に記載のと おり です。  

３ ． 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解する ための情報 

 当該事業年度末における 残存履行義務に配分さ れた取引価格の総額は、 3, 688, 920 円であり 、 当法

人は、 当該残存履行義務について、 履行義務の充足につれて、 令和７ 年度から 令和８ 年度ま での間で

収益を 認識する こ と を見込んでおり ま す。  

 

X.   重要な債務負担行為 

該当する 事項はあり ま せん。  

 

XI .   重要な後発事象 

該当する 事項はあり ま せん。  
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附属明細書

長期前払費用

退職給付引当金見返

（注1）　 建物には、建物附属設備を含んでおります。

（注2）　 機械装置の増加額の主な内訳は以下のとおりです。

主な内訳：　炭素・硫黄分析装置　27,489,000円　　分光光度計　24,464,000円　　小型CIP装置　21,560,000円　　高温GPC装置　20,038,865円　　精製用クロマトグラフィーシステム　11,987,360円

２　棚卸資産の明細

- -

計 82,695,632 - - 82,695,632 79,000,186

3,582,825

- -

- - 82,695,632 79,000,186 - -

1,639,093,100計 1,614,150,122 69,142,947 44,199,969 1,639,093,100 - - - -

3,695,446

1,203,910,016投資有価証券 1,173,501,029 30,408,987 － 1,203,910,016

3,695,446

34,200,000

機械装置 1,454,001,696

34,200,000美術品・収蔵品

141,307,925 - 1,595,309,621 1,335,013,191 102,743,212 -

工具器具備品 15,998,191

34,200,000 - -

有形固定資産合計 390,621,026 4,246,870 - 394,867,896 375,081,411

2,174,388,951

- -

1,860,106,036

34,200,000

-

19,786,485

1,753,153,816

-

建物 3,370,910,097 285,230 - 3,371,195,327 1,511,089,291 135,884,546 -

260,296,430

建物　　　　　　　　（注1） 3,310,000,000 - - 3,310,000,000 - -
有形固定資産

(減価償却相当額)

当期償却額 当期減損額

計 3,310,000,000 - - 3,310,000,000 1,468,030,077 130,018,936 - -

有形固定資産
(減価償却費)

機械装置　　　　　（注2） 1,454,001,696

１　固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第87　特定の償却資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91　資産除去債務に係る特定の除去費用等
の会計処理」による減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

（単位：円）

資　産　の　種　類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
減価償却累計額

差引
当期末残高

減損損失累計額

-

- - 34,200,000

- -

260,296,430

- - 19,786,485

- -

298,219,028

1,841,969,923

1,841,969,923

141,307,925 - 1,595,309,621 1,335,013,191 102,743,212

145,840,025 -

- -

5,395,572,844 3,221,183,893 254,625,949 - -

34,200,000 - - - -

非償却資産

1,468,030,077 130,018,936

払出・振替 その他

5,074,627

124,607,013

工具器具備品 390,621,026 4,246,870 - 394,867,896 375,081,411 15,998,191

（単位：円）

- -

計 1,905,532,819 145,840,025 - 2,051,372,844

美術品・収蔵品 34,200,000

計 88,154,764 4,647,241 - 87,727,378 - 5,074,627

投資その他の資産

3,582,825

- -

未成研究支出金 88,154,764 4,647,241 - 87,727,378

種　　類 期首残高
当期増加額 当期減少額

-

無形固定資産

ソフトウェア 82,695,632

期末残高
当期購入
製造・振替

その他

18,136,113建物　　　　　　　　（注1） 60,910,097 285,230 - 61,195,327 43,059,214 5,865,610 - -

摘要

計 5,249,732,819

-

計 34,200,000 - - 34,200,000 -

-

1,865,582

438,783,511

932,791

37,155,093

2,511,658

432,671,426

1,578,867

43,267,178

- -

- -

- -

- -

2,511,658

432,671,426
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３　有価証券の明細

３－１　流動資産として計上した有価証券

３－２　投資その他の資産として計上した有価証券

（単位：円）

（注） 当該有価証券は現物寄附により取得したものであり、寄附日の市場価格を調査して評価した額を取得価額としています。

また、時価は令和7年3月末の市場価格を調査した額を記載しています。

４　長期貸付金の明細

該当事項はありません。

５　長期借入金の明細

該当事項はありません。

６　引当金の明細

（注） 当期減少額のうちその他の項目は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所職員退職手当支給規程改正に伴う減少額です。

７　資産除去債務の明細

該当事項はありません。

計

第358回利付国債（10年） 19,649,800 20,000,000 19,712,164 －

賞与引当金

退職給付引当金

その他有価証券

種類及び銘柄 取得価額 時価

松本油脂製薬株式会社 611,382,000 1,060,200,000

計 611,382,000 1,060,200,000

期首残高 当期増加額区分

37,257,767

摘要

－

－

－

－

当期費用に
含まれた評価差額

その他有価証券
評価差額金

摘要

（注）

貸借対照表計上額合計 1,203,910,016

448,818,000

448,818,000

該当事項はありません。

第18回利付国債（30年） 69,919,200 60,000,000 64,799,616 －

貸借対照表計上額

143,710,016

当期費用に
含まれた評価差額

満期保有目的債券

種類及び銘柄 取得価額

第136回利付国債（20年）

第346回利付国債（10年）

京都市令和3年度第6回公募公債

19,932,000

9,263,200

券面総額 貸借対照表計上額

10,292,102

9,883,464

10,737,200 10,000,000

計

第75回利付国債（30年） 9,874,200 10,000,000

19,955,891

9,272,077

－

－

第157回利付国債（5年） 9,789,000 10,000,000 9,794,702 －

摘要

－ 448,818,000

20,000,000

10,000,000

1,060,200,000

1,060,200,000

期末残高
当期減少額

目的使用 その他

149,164,600 140,000,000

489,657,481 91,283,429 56,883,381 486,799,762

50,873,970

6,009,411

50,873,970

438,783,511

54,128,336

37,155,093

－

37,257,767 （注）

54,128,336

432,671,426
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８　保証債務の明細

９　資本剰余金の明細
（単位：円）

(注) 当期増加額は特定の償却資産を償却したものです。

１０　運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

１０－１　運営費交付金債務の増減の明細
（単位：円）

１０－２　運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

①　運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細
（単位：円）

②　資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細
（単位：円）

資産見返運営費交付金への振替

主な使途

紫外線フェードメーター：33,760

NAS　TeraStation：553,004
Wi-Fiｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ追加工事：285,230

人件費：125,481,641　建物・土地等管理経費：7,119,930
水道光熱費：4,564,123　設備更新等：908,045
その他：14,417,311

－

152,491,050

－費用進行基準による振替額

152,491,050期間進行基準による振替額

合計 871,994 －

法人共通 838,234 －

「技術の実用化、販路開拓、
情報発信等」

－ －

「研究開発」 33,760 －

資本剰余金への振替

主な使途

－－
会計基準第79第5項による

振替額

794,595,036 794,595,036

セグメント
振替額 振替額

計

運営費交付金の主な使途

107,181,818

「研究開発」

「技術の実用化、販路開拓、
情報発信等」

区分

業務達成基準による振替額

107,181,818

主な使途

人件費：318,403,517　建物・土地等管理経費：107,887,699
水道光熱費：61,280,813　機器保守：26,450,428
機器修繕：6,528,467　設備更新等：12,192,006
その他：2,179,238

人件費：96,740,516　建物・土地等管理経費：5,666,582
水道光熱費：3,423,141　設備更新等：681,045
その他：670,534

費用

534,922,168534,922,168

運営費交付金収益

差　　引　　計

期首残高
交付金当期

交付額

当期振替額
引当金見返
との相殺額資本

剰余金
運営費

交付金収益
小計

37,036,444 876,341,000 794,595,036 871,994 －

資産見返
運営費
交付金

設立団体への
返還額

7,036,444

期末残高

53,990,589

70,870,575

34,200,000 34,200,000－－

70,870,575

－

－

－

－△ 130,018,936

795,467,030 56,883,381

当期減少額

－

△ 1,362,959,502

△ 1,468,030,077

105,070,575

該当事項はありません。

期末残高 摘要

105,070,575

△ 1,338,011,141

△ 1,232,940,566

－

当期増加額期首残高区　　分

京都市からの無償譲与

目的積立金

計

減価償却相当累計額 △ 130,018,936 (注)
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１０－３　引当金見返との相殺額の明細
（単位：円）

１０－４　運営費交付金債務残高の明細
（単位：円）

１１　地方公共団体等からの財源措置の明細

１１－１　施設費の明細

１１－２　補助金等の明細

（単位：円）

１２　役員及び職員の給与の明細

（単位：千円）

（注１）　役員に対する報酬等の支給基準について

（注２）　職員に対する給与及び退職手当の支給基準について

（注３）　役員及び職員の報酬または給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しています。

（注４）　支給額には法定福利費で支出した人件費を含んでいません。

左の会計処理内訳
摘要

収益計上

-

-

1,958,888

1,958,888-

資本剰余金

-

-

合　　計

資産見返
補助金等

61,000,000

30,682,333

-

91,682,333

機器整備のための補助金（ＪＫＡ） 30,682,333 -

1,958,888

61,000,000

建設仮勘定
見返補助金等

-

-

93,641,221 -

－ 〇　翌事業年度への繰越額はない。

費用進行基準
を採用した業務に係る分

－

計 53,990,589

研究事業実施のための補助金
（（公財）京都高度技術研究所）

機器整備のための補助金（京都市）

　該当事項はありません。

当期交付額区　　分

-

　　　　　　　地方独立行政法人京都市産業技術研究所役員報酬等規程に基づき支給しています。

　　　　　　　地方独立行政法人京都市産業技術研究所職員給与規程、地方独立行政法人京都市産業技術研究所職員
　　　　　　　退職手当支給規程に基づき支給しています。

セグメント
引当金見返額との相殺

相殺額 主な相殺額の内訳

「研究開発」 37,803,821 賞与引当金見返：33,215,510
退職給付引当金見返：4,588,311

業務達成基準
を採用した業務に係る分

53,990,589

〇　翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりである。
　　  退職手当相当額として交付された運営費交付金債務残高
　　　（令和５年度） 30,000,000
　　　（令和６年度） 23,990,589
　　　翌事業年度以降において設立団体である京都市に返還する予定である。

「技術の実用化、販路開拓、
情報発信等」

8,281,481 賞与引当金見返：8,281,481

法人共通 10,798,079
賞与引当金見返：9,376,979

退職給付引当金見返：1,421,100

合計 56,883,381

運営費交付金債務残高 使用見込み

期間進行基準
を採用した業務に係る分

3 - -

役員

常勤

非常勤 1

600

-

2

-職員

計 62 600 2

計 - -

非常勤 - -

退職手当

支給額 支給人員（人） 支給額 支給人員（人）

合　計

常勤

非常勤

計

報酬または給与

9,367 2

42,075

455,058

2,555

457,613

487,766

11,922

499,688

5

61

区　　分

常勤 32,708

2

-

2

64

3

67

600

-

600
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１ ３ 　 開示すべき セグメ ント 情報
（ 単位： 円）

「 研究開発」
「 技術の実用化、

販路開拓、 情報発信
等」

計 法人共通 合計

Ⅰ　 行政コ ス ト

損益計算書上の費用合計 989, 841, 337 140, 059, 506 1, 129, 900, 843 193, 485, 421 1, 323, 386, 264

その他行政コ ス ト

減価償却相当額 115, 026, 524 6, 425, 370 121, 451, 894 8, 567, 042 130, 018, 936

行政コ ス ト 1, 104, 867, 861 146, 484, 876 1, 251, 352, 737 202, 052, 463 1, 453, 405, 200

769, 268, 802 145, 680, 624 914, 949, 426 205, 446, 985 1, 120, 396, 411

Ⅲ　 事業費用、 事業収益及び事業損益

事業費用

人件費 379, 022, 611 104, 680, 783 483, 703, 394 - 483, 703, 394

研究・ 技術支援経費 355, 153, 636 22, 423, 268 377, 576, 904 - 377, 576, 904

受託研究費 159, 580, 292 - 159, 580, 292 - 159, 580, 292

受託事業費 67, 920, 238 - 67, 920, 238 - 67, 920, 238

一般管理費

人件費 - 7, 948, 051 7, 948, 051 133, 102, 021 141, 050, 072

減価償却費 - - - 12, 136, 363 12, 136, 363

その他の一般管理費 - - - 44, 161, 234 44, 161, 234

計 961, 676, 777 135, 052, 102 1, 096, 728, 879 189, 399, 618 1, 286, 128, 497

事業収益

運営費交付金収益 534, 922, 168 107, 181, 818 642, 103, 986 152, 491, 050 794, 595, 036

使用料収益 3, 921, 480 - 3, 921, 480 - 3, 921, 480

手数料収益 56, 237, 690 - 56, 237, 690 - 56, 237, 690

受託研究等収益 187, 604, 615 - 187, 604, 615 - 187, 604, 615

受託事業収益 75, 404, 532 - 75, 404, 532 - 75, 404, 532

補助金等収益 1, 958, 888 - 1, 958, 888 - 1, 958, 888

寄附金収益 12, 577, 034 - 12, 577, 034 - 12, 577, 034

賞与引当金見返に係る 収益 33, 504, 659 8, 713, 350 42, 218, 009 11, 910, 327 54, 128, 336

退職給付引当金見返に係る 収益 25, 863, 444 7, 174, 968 33, 038, 412 4, 116, 681 37, 155, 093

資産見返負債戻入 76, 854, 920 - 76, 854, 920 12, 136, 363 88, 991, 283

財務収益 - - - 505, 003 505, 003

雑益

財産売払収益 1, 857, 450 - 1, 857, 450 - 1, 857, 450

受講料等収益 6, 987, 350 - 6, 987, 350 - 6, 987, 350

財産使用料収益 9, 794, 400 - 9, 794, 400 - 9, 794, 400

会費収益 1, 195, 000 - 1, 195, 000 - 1, 195, 000

その他雑収益 3, 400, 881 1, 377, 060 4, 777, 941 2, 764, 504 7, 542, 445

計 1, 032, 084, 511 124, 447, 196 1, 156, 531, 707 183, 923, 928 1, 340, 455, 635

事業損益 70, 407, 734 △ 10, 604, 906 59, 802, 828 △ 5, 475, 690 54, 327, 138

Ⅳ　 臨時損益等

臨時損失

退職給付引当金見返に係る 費用 28, 164, 560 5, 007, 404 33, 171, 964 4, 085, 803 37, 257, 767

計 28, 164, 560 5, 007, 404 33, 171, 964 4, 085, 803 37, 257, 767

臨時利益

規程改正に伴う 退職給付引当金戻入益 28, 164, 560 5, 007, 404 33, 171, 964 4, 085, 803 37, 257, 767

計 28, 164, 560 5, 007, 404 33, 171, 964 4, 085, 803 37, 257, 767

当期純損益 70, 407, 734 △ 10, 604, 906 59, 802, 828 △ 5, 475, 690 54, 327, 138

当期総損益 70, 407, 734 △ 10, 604, 906 59, 802, 828 △ 5, 475, 690 54, 327, 138

Ⅱ　 地方独立行政法人の業務運営に関し て
　 　  住民等の負担に帰せら れる コ ス ト
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Ⅴ　 総資産

現金及び預金 - - - 414, 689, 038 414, 689, 038

建物 1, 634, 478, 557 98, 028, 782 1, 732, 507, 339 127, 598, 697 1, 860, 106, 036

機械装置 260, 296, 430 - 260, 296, 430 - 260, 296, 430

投資有価証券 - - - 1, 203, 910, 016 1, 203, 910, 016

退職給付引当金見返 296, 879, 854 86, 997, 592 383, 877, 446 48, 793, 980 432, 671, 426

その他 178, 712, 959 8, 713, 350 187, 426, 309 62, 230, 007 249, 656, 316

計 2, 370, 367, 800 193, 739, 724 2, 564, 107, 524 1, 857, 221, 738 4, 421, 329, 262
⑴ セグメ ン ト 区分の方法

セグメ ン ト 区分は、 中期目標における 一定の事業等のま と ま り ごと の区分に基づいており ま す。

⑵ セグメ ン ト ごと の業務の内容

「 研究開発」

技術相談、 試験分析、 担い手支援（ 伝産研修） 、 研究開発と いった事業を行っており 、 主に産業支援センタ ー、 プロ ジェ ク ト 推進室が行う 事業区分です。
 「 技術の実用化、 販路開拓、 情報発信等」

知恵産業の推進、 研究会活動、 担い手支援（ 担い手） 、 情報発信、 他機関連携強化と いった事業を 行っており 、 主に知恵産業融合センタ ーが行う 事業区分です。

⑶ 事業収益のう ち、 法人共通は配賦不能の収益であり 、 その主なも のは管理部門の運営費交付金収益152, 491千円です。

⑷ 総資産のう ち、 法人共通は各セグメ ント に配賦し なかっ た資産であり 、 その主なも のは現金及び預金414, 689千円です。

１４　科学研究費助成事業等の明細

（単位：円）

当期受入 件数（件）

1,320,000

(4,400,000)

1,440,000

(4,800,000)

2,760,000

(9,200,000)

（注）　間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として（　）内に記載しています。

合計 8

基盤研究（Ｃ） 5

若手研究 3

種目 摘要
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１５　上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

　　現金及び預金の明細 （単位：円）

区    分 期末残高 備　　考

現金 293,832

普通預金 414,395,206 内　研究会預り預金11,657,149
　　 科研費預り預金1,211,783

計 414,689,038

　　未収金の明細 （単位：円）

区    分 期末残高 備　　考

補助金等 91,982,333

受託事業 30,410,476

手数料・使用料 4,522,070

その他 1,588,770

計 128,503,649

　　資産見返運営費交付金の明細 （単位：円）

区    分 期末残高 備　　考

建物附属設備 14,416,436

機械装置 5,139,670

工具器具備品 11,682,127

ソフトウェア 3,181,196

計 34,419,429

　　資産見返補助金等の明細 （単位：円）

区    分 期末残高 備　　考

建物附属設備 2,875,470

機械装置 236,896,489

工具器具備品 4,174,504

計 243,946,463

　　資産見返寄附金の明細 （単位：円）

区    分 期末残高 備　　考

機械装置 17,256,656

工具器具備品 3,217,705

計 20,474,361

　　資産見返物品受贈額の明細 （単位：円）

区    分 期末残高 備　　考

機械装置 108

工具器具備品 35

計 143

　　長期寄附金債務の明細 （単位：円）

区分 期末残高 備　　考

漆科学研究 89,682,173

松本油脂製薬基金 643,558,089

その他 17,853,059

計 751,093,321

　　未払金の明細 （単位：円）

区    分 期末残高 備　　考

資産購入 1,201,266

人件費関係 3,470,905 職員人件費、受託事業人件費他

業務費 48,893,754 業者等支払及び業務に係る旅費

一般管理費 25,245,688

 その他 870,258 ネットワーク等に係る費用他

計 79,681,871
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第 11 期（ 令和 6 年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人 京都市産業技術研究所 

自 令和 6 年 4 月  1 日 

至 令和 7 年 3 月 31 日 
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３  令和６ 年度に係る 中期計画及び年度計画の実施状況並びに業務運営の状況 
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第１  住民に対し て提供する サービス その他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

 

 

第３ 期中期計画記載事項 

１  ６ 本柱を 深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑴ 技術相談 

も のづく り の過程で発生する 様々な技術課題について、 地域企業から 個別に相談を受け付

け、 解決や改善に向けた助言や提案を行う 。  

技術相談の対応に当たっては、 引き 続き 、 ワ ンス ト ッ プで相談に応える 総合相談窓口を設

置する と と も に、 来所以外にも 電話やメ ール、 オンラ イ ンなどの多様な相談機会を提供する

こ と で、 こ れまで産業技術研究所を利用し たこ と がない地域企業やスタ ート アッ プ企業にお

いても 気軽に相談し やすい環境づく り をさ ら に進める 。  

技術相談は、 事業者にと って産業技術研究所が提供する サービスの入り 口と なる 基本のサ

ービスである 。 来所などの「 受け身」 の対応のみなら ず、 積極的に企業訪問や展示会・ 学会

等に参加する など様々な事業者と の接点を強化し 、 そのニーズを引き 出すこ と で、 依頼試験

や共同研究・ 受託研究等の更なる 展開につなげていく 。 ま た、 こ う し た過程で得ら れた技術

課題やニーズを研究開発や研究会活動の企画などにフィ ード バッ ク する 。 産技研を利用さ れ

る 方が気軽に相談でき る よ う 、 技術相談を一元的に受け付ける 総合相談窓口の取組を継続し

て実施する と と も に、 来所相談、 電話相談、 メ ール相談又は研究員を中小企業等の生産現場

へ派遣し て相談に応じ る など多様な相談機会を確保する 。  

相談者に対し ては、 既成事実や知識を単に伝達する だけでなく 、 課題解決の糸口を具体的

に提案し てその解決を図り 、 中小企業等の技術の下支えや新たな事業の展開に結び付く 技術

相談を強化する 。  

◆ 地域企業やス タ ート アッ プ企業が気軽に相談し やすい環境づく り  

○ 来所（ 対面）、 電話、 メ ール、 WEB会議シス テムの活用など 多様な方法によ る 技術相談を実施し た。  

【 技術相談件数】 14, 192 件（ R5： 14, 461 件）  

・ 無料相談（ 来所）  1, 204 件（ R5： 1, 390 件）  

・ 無料相談（ 電話）  4, 137 件（ R5： 4, 337 件）  

・ 無料相談（ メ ール）  5, 886 件（ R5： 5, 509 件）  

・ 有料相談  2, 965 件（ R5： 3, 225 件）  

○ 利用者から の問合せ等にワ ンス ト ッ プで対応する 総合相談窓口を研究室内（ 製品化・ 人材育成支援

グループ） に設置し て様々な技術相談に対応し た。  

【 総合相談窓口利用件数】 1, 518 件（ R5： 1, 367 件）  

・ 電話 713 件（ R5： 632 件）  

・ メ ール 805 件（ R5： 735 件）  

○ 関西広域連合が運営する ポータ ルサイ ト 「 かんさ いラ ボサーチ」 を通じ た技術相談を受け付ける と

と も に、 関西広域連合が令和 3 年 11 月に立ち上げた「 関西広域産業共創プラ ッ ト フォ ーム事業」 に

参画し 、域内公設試と 多様な機関が連携し てシームレ ス に事業者を支援する 取組に向けた体制構築に

向けて連携会議に参加し た。  
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○ オンラ イ ンによ る 技術相談対応、関係機関と の協議、学会への参加等の機会の増加に対応する ため、

WEB会議専用ルームを継続し て運用し 、 効率的な業務環境を整えた。  

○ 令和 4 年 10 月から 、 使用料・ 手数料を経費に見合った適正な料金に改定する と と も に、 一律の料

金体系を見直し 、 企業規模に応じ た料金設定を導入し た。（ 関西広域連合内の小規模企業・ 京都市に

おける 各種認定企業等（ 伝統産業関連事業を含む。） は従来料金を維持）  

【 使用料・ 手数料】 60, 159 千円（ R5： 54, 112 千円）  

◆ 事業者と の接点強化によ る ニーズ把握の徹底と 活用 

○ 事業者の技術支援やマッ チングのニーズなど を丁寧に汲み取り 、積極的な技術支援やマッ チングを

提案する ための「 御用聞き 型企業訪問」 を展開し た。  

【 御用聞き 型企業訪問件数】 165 件（ R5： 103 件）  

○ 技術支援から 金融支援ま での一貫し た支援体制の構築に向けて京都信用保証協会と 包括連携協定

を令和 4 年 6 月に締結し 、 新たに金融・ 経営・ 技術の三位一体の支援体制を構築し た。  

【 包括連携協定によ る 取組事項】  

・ 双方の持つ機能やノ ウ ハウ 等を活かし た金融・ 経営・ 技術支援 

・ 専門家派遣によ る 技術的課題解決に向けた取組 

・ 研究開発から 事業化、 資金面ま でワ ンス ト ッ プ対応 

○ 様々な主体と 連携し た効果的な産業支援を推進する ため、知恵産業融合センタ ー内のアラ イ アンス

推進グループを中心に、 産業支援機関、 経済団体、 金融機関、 公共団体、 大学等と の連携強化や支援

体制の構築に取り 組んだ。  

【 産業支援機関と の連携件数】 62 件（ R5: 57 件）  ※ 京都市・ 大学等と の連携は指標対象外 

・ 京都地域の産業支援機関等と の連携 39 件（ R5： 35 件）  

・ 広域の産業支援機関等と の連携 23 件（ R5： 22 件）  

・ 京都市と の連携   10 件（ R5： 17 件）  

・ 大学等と の連携   16 件（ R5： 14 件）  

【 主な連携先の例】  

京都高度技術研究所、 京都知恵産業創造の森、 京都商工会議所、 京都工業会、 西陣織工業組合、 京都

中央信用金庫、 京都信用保証協会、 関西広域連合、 関経連、 各公設試、 経済産業省・ JSA、 京都伝統産

業ミ ュ ージアム（ 運営会社：（ 株） 京都産業振興センタ ー）、 京の伝統産業わかば会、 ホテルグラ ンヴ

ィ ア京都、 大丸京都店 他 
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第３ 期中期計画記載事項 

１  ６ 本柱を 深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑵ 試験・ 分析、 設備機器の整備及び利用 

地域企業から の依頼に基づき 、 品質・ 性能の試験や成分分析、 試作等を実施する と と も

に、 中小企業が単独で導入する こ と が困難な設備・ 機器を活用し 、 事業者の利用に供する こ

と で、 高性能・ 高機能で付加価値の高いも のづく り の支援、 も のづく り の過程でのコ ス ト ダ

ウ ンや生産性の向上、 事故原因解決等に貢献する 。  

試験・ 分析の実施に当たっては、 迅速・ 正確かつ信頼性の高い結果の提供に努め、 Ｊ Ｉ Ｓ

等に規定さ れていない個別の依頼についても オーダーメ イ ド 型の試験を実施する こ と によ り

対応する など、 事業者のニーズに即し た柔軟な対応を行う 。  

ま た、 設備機器の利用においても 、 機器活用セミ ナーの開催やホームページ等を活用し た

分かり やすい情報発信を行う こ と で、 利活用の拡大を図っていく 。  

こ れら の業務に当たっては、 事業者の抱える 課題やニーズを丁寧に汲み取り 、 研究員の専

門性や知見をいかし た的確なアド バイ ス を併せて提供する こ と で、 単なる 試験の代替や機器

の貸出に留ま ら ない、 よ り 質の高い体験と し て還元し 、 事業者から の信用を勝ち取る こ と を

目指す。  

こ う し て構築し た信頼関係をベースに、 事業者に対し て共同研究や受託研究、 研究会活動

への参加を提案する などによ り 、 産業技術研究所の技術を活用し た事業活動の新たな展開を

積極的に後押し し 、 更なる 成長に寄与し ていく 。  

◆ 多様化する 事業者のニーズに即し た柔軟な対応 

○ 地域企業の依頼に基づき 、 中小企業では単独で導入する こ と が困難な設備・ 機器を活用し て試験・

分析を行う と と も に、 機器・ 設備の利用サービス を提供し た。  

【 有料の技術相談＋試験・ 分析＋設備利用の件数】 17, 894 件（ R5： 15, 065 件）  

・ 有料相談  2, 965 件（ R5： 3, 225 件）  

・ 試験・ 分析         14, 129 件（ R5： 10, 834 件）  

・ 設備利用  800 件（ R5： 1, 006 件）  

○ 事業者のニーズに即し た柔軟な対応に努め、既存の規格等に規定さ れていないオーダーメ イ ド 型の

試験等を実施し た。  

【 オーダーメ イ ド 型試験の件数・ 割合】 オーダーメ イ ド 型試験 276 件／2. 0%（ R5： 239 件／2. 2％）  

○ 技術支援サービス の提供後も 継続し て支援を行う ため、 利用者を積極的にフォ ロ ーアッ プし 、 支援

の成果や新たな課題の捕捉に努めた。  

【 技術支援によ る 成果事例の件数】 40 件（ R5： 40 件）  

【 成果の例（ 概要のみ）】  

・（ 新製品開発） 日本の伝統製法「 和晒」 を 施し たガーゼ生地製品の風合いを客観評価する こ と で商

品開発を支援 

・（ 新製品開発） ジンのボタ ニカルに活用する ため、 酒蔵付き 微生物の取得や培養条件の検討に関す

る 技術支援によ り 独自のジン開発を支援 
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・（ その他） 京都市産技研の研究成果を基にし た「 化粧ブラ シ物性試験機」 が製品化 等  

○ 令和 4 年 10 月から 、 使用料・ 手数料を経費に見合った適正な料金に改定する と と も に、 一律の料

金体系を見直し 、 企業規模に応じ た料金設定を導入し た。（ 再掲）  

◆ 設備機器の整備と 利活用の拡大 

○ 具体的な事例を挙げて試験・ 測定・ 分析等を行う 動画の作成・ 公開に加え、 京都市産技研でどのよ

う な試験や評価ができ る のかをわかり やすく 伝える 、 技術ソ リ ュ ーショ ン集「 依頼試験のト リ セツ 」

を作成し 、 第一弾と し て、「 金属材料分野」 と 「 表面処理分野」 の事例集をホームページで公開し 、 依

頼試験や設備機器の利用促進に努めた。 その他、「 かんさ いラ ボサーチ」（ 運営： 関西広域連合） 及び

「 全国鉱工業公設試験研究機関保有機器・ 研究者情報検索シス テム」（ 運営： 経済産業省） に保有機

器等を登録する などの情報発信を行った。  

【 令和 6 年度中に公開し た関連動画】  5 件 

・ 比表面積測定装置によ る 無機顔料粉末の粒子径評価（ 比表面積測定装置の測定及び活用事例の紹介） 

・ 熱機械分析装置によ る セラ ミ ッ ク ス の焼結挙動評価（ 熱分析装置の測定及び活用事例の紹介）  

 ・ 合成無機粉末の副生成物同定のための XRD活用事例（ X線回折装置（ XRD） の活用事例の紹介）  

 ・ 蛍光 X線分析装置によ る 陶磁器原料（ 坏土） の分析事例（ 蛍光 X線分析（ XRF） 装置の測定及び活 

用事例の紹介）  

・ 透過電子顕微鏡によ る ビーズミ ル粉砕し たフリ ッ ト 中の異物分析事例（ 透過電子顕微鏡装置の測定

及び活用事例の紹介）  

○ も のづく り の様々な場面の課題解決に活用さ れる 評価技術である 材料分析の基礎について体系的

に見て、 学べる「 評価技術講習会」 を、 京都バイ オ計測センタ ーと 連携し て開催し 、 材料分析の基礎

に関する 講習から 測定事例紹介、 実機によ る デモ測定を行った。  

【 評価技術講習会の実施回数】 10 回 

第 1 回： 材料組成分析（ 走査電子顕微鏡観察）       

第 2 回： 材料組成分析（ 蛍光 X線分析法）   

第 3 回： 材料組成分析（ グロ ー放電発光分析法）  

第 4 回： 材料組成分析（ 微小部蛍光 X線膜厚測定）  

第 5 回： 材料物性評価（ KES🄬 🄬（ 風合いの測定））   

第 6 回： 材料物性評価（ 熱分析( TG-DTA、 TMA) 法）   

第 7 回： 材料物性評価（ 薄膜ス ト レ ス 測定）  

第 8 回： 材料物性評価（ フラ ッ シュ 法熱測定）  

第 9 回： 微量分析（ イ オンク ロ マト グラ フ( I C) 法）  

第 10 回： 微量分析（ I CP 発光分析法、 I CP 質量分析法）  

 

○ 機種選定委員会（ 計 14 回開催） において、 事業者のニーズや技術の将来性を踏まえながら 計画的

な機器整備と 保有機器の適正な管理・ 保守・ 校正に努めた。  

【 京都市の施設整備費補助金】 61, 000 千円（ R5： 9, 365 千円）  

<導入機器>5 機器（ R5： １ 機器）  
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・ 精製用ク ロ マト グラ フィ ーシス テム 

・ 小型 CI P 装置（ 京都市 1/3、 JKA2/3 負担）  

・ 炭素・ 硫黄分析装置 

・ 大型染色試験機用ボイ ラ ー 

・ 紫外線フェ ード メ ータ ー 

【 JKAの公設工業試験研究所等における 機械設備拡充補助事業】 30， 683 千円（ R5： 18, 729 千円）  

<導入機器>2 機器（ R5： 1 機器）  

・ 分光光度計（ 松本油脂製薬基金 1/3、 JKA2/3 負担）  

・ 小型 CI P 装置（ 京都市 1/3、 JKA2/3 負担）  

【 松本油脂製薬基金】 12, 885 千円（ R5： 3, 394 千円）  

<導入機器>2 機器（ R5： 1 機器）  

・ 分光光度計（ 松本油脂製薬基金 1/3、 JKA2/3 負担）  

・ 一本曲げ試験機 

【 機器保守費】 29, 236 千円（ R5： 28, 062 千円）  

【 機器修理費】 24, 063 千円（ R5： 25, 637 千円）  
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第３ 期中期計画記載事項 

１  ６ 本柱を 深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑶ も のづく り の担い手育成 

地域企業等の技術者を受け入れて、 その能力向上や製品開発のノ ウ ハウ 習得のためのオー

ダーメ イ ド 型の研修を実施する ほか、 産業技術研究所が保有する 機器の特長や具体的な活用

方法を学ぶ公開セミ ナー等を行い、 も のづく り 現場を担う 人材を育成する 。 ま た、 研究員を

企業の生産現場や研修・ 講習会・ 講演会等に派遣し て技術指導や講演を行い、 産業技術研究

所が保有する 技術や共同研究の成果を着実に移転さ せる こ と で、 地域企業のも のづく り 技術

の底上げと 成長促進に貢献する 。  

以上の取組に加え、 伝統産業分野においては技術や文化を継承・ 発展さ せる ため、 伝統産

業技術後継者育成研修を引き 続き 実施する 。 当該研修においては、 業界の第一線で活躍する

作家や職人を講師に迎える など業界と の緊密な連携を図り つつ、 産業技術研究所の固有技術

をいかし た科学・ 技術・ 技能が三位一体と なった内容と し 、 基礎から 応用ま で系統立った学

修機会を提供する こ と で、 将来の業界において中核を担う 人材を着実に育成し 、 修了生と し

て輩出する 。  

こ う し た担い手育成への取組を通じ て、 産業技術研究所の新たなユーザーの獲得を図り 、

更なる 支援や関係の構築につなげていく 。 と り わけ、 伝統産業の担い手には、 研修修了後も

販路拡大や新商品開発等の息の長い支援に取り 組み、 伝統産業の振興を図る と と も に、 活躍

する 修了生を講師と し て再び研修に招聘する などの好循環を生み出し 、 伝統産業の振興に向

けたつながり を拡大さ せていく 。  

◆ も のづく り 現場を担う 技術者の育成、 研究員の派遣等を通じ た技術や研究成果の移転 

○ 地域企業の技術者の能力向上、 製品開発のノ ウ ハウ 習得のため、 企業から 技術者を受け入れて研修

を行う ORT（ On t he Resear ch Trai ni ng） 事業を実施し た。  

【 受入件数】 4 件（ R5： 1 件）  【 収入実績】 393 千円（ R5： 52 千円）  

○ 研究員が要請に応じ て企業の生産現場等に出向き 、 技術指導や講演を行ったほか、 講習会や研修の

実施、 展示会やイ ベント への出展などを積極的に実施する こ と を通じ て、 担い手の育成に努めた。  

【 研修＋セミ ナー等＋派遣指導（ 技術指導） の修了・ 受講者数】 389 人（ R5： 390 人）  

○ も のづく り の様々な場面の課題解決に活用さ れる 評価技術である 材料分析の基礎について体系的

に見て、 学べる「 評価技術講習会」 を、 京都バイ オ計測センタ ーと 連携し て開催し 、 材料分析の基礎

に関する 講習から 測定事例紹介、 実機によ る デモ測定を行った。（ 再掲）  

○ 京都バイ オ計測センタ ーにおいて、 企業の技術者や大学・ 公設機関の研究者の分析技術の高度化を

目的と し て、 高度分析機器を活用し た分析技術講習会を開催し 、 人材育成を図っ た。 ま た、 講習会で

配信し た概要動画を事後に期間限定で配信し た。  

【 分析技術講習会の実施回数】 8 回 

第 1 回： バイ オイ ンフ ォ マティ ク ス 講習会「 基礎編」  

第 2 回： 水を含む試料の直接誘導体化によ る 脂肪酸分析 ～食品や血液を対象と し た GC 講習会～  

第 3 回： 今さ ら 聞けない、 MALDI -TOF/MS の基礎と 分析のコ ツ ～ そのサンプル、 MALDI  でやってみ
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ま せんか？～  

第 4 回： 機能性物質単離・ 解析講習会 ～計測センタ ーCyt i va 祭り -ver . 2024-～  

第 5 回： 液体ク ロ マト グラ フ 質量分析装置（ LCMS） 講習会  

第 6 回： 液体ク ロ マト グラ フ 質量分析装置（ LCMS） 講習会  

第 7 回： ガス ク ロ マト グラ フ 質量分析装置（ GCMS） 講習会（ 応用実習）   

第 8 回： 顕微レ ーザーラ マン分光装置講習会  

◆ 伝統産業分野の後継者育成と 担い手に対する 息の長い支援 

○ 伝統産業を支える 技術者を育成する ため、 陶磁器、 釉薬、 漆工、 西陣織、 染色、 京友禅の各分野に

おける 業界と 連携し た実践的な研修（ 伝統産業技術後継者育成研修） を実施し た。  

【 陶磁器コ ース 】  

・ 概要  原料から 製品製作ま での一貫工程における 陶磁器製造技術を修得する 。  

・ 修了者  8 名（ 受講者 10 名）  

・ 研修期間  令和 6 年 4 月 12 日～令和 7 年 3 月 14 日（ 1, 137 時間、 延べ約 189. 5 日）  

・ その他  釉薬発表展（ R7. 3. 7）、 修了作品展（ R7. 2. 26～3. 2）  

【 選択履修コ ース （ 陶磁器）】  

・ 概要  陶磁器コ ース のカリ キュ ラ ムを科目ごと に選択し 受講する 。  

・ 修了者  11 名（ 受講者 12 名）  

・ 研修期間  各コ ース によ る  

【 釉薬実務者コ ース 】  

・ 概要  釉薬に特化し た実習を 行う 。  

・ 修了者  8 名（ 受講者 8 名）  

・ 研修期間  令和 6 年 4 月 9 日～令和 7 年 3 月 18 日（ 184 時間、 延べ 46 日）  

【 漆工応用コ ース 】  ※漆工コ ース は漆工応用コ ース と 隔年開催のため、 令和 6 年度開講なし  

・ 概要        漆工に関する 基礎的な知識・ 技術を有する 方を対象に金蒔絵、 青貝・ 螺鈿等 

の加飾技法を修得する 。  

・ 修了者  4 名（ 受講者 4 名）  

・ 研修期間  令和 6 年 4 月 12 日～令和 7 年 3 月 14 日（ 654 時間、 延べ 109 日）  

・ その他  修了作品展（ R7. 3. 5～3. 8）  

【 西陣織コ ース 】（「 総合課程」、「 講義課程」）  

・ 概要  西陣織に関する 総合的な知識と 技術を修得する 。（ 夜間開催）  

・ 修了者  総合課程 9 名（ 受講者 10 名）  

           講義課程 1 名（ 受講者 1 名）  

・ 研修期間  令和 6 年 8 月 1 日～令和 7 年 1 月 30 日 

（「 総合課程」 138 時間、 延べ 46 日、「 講義課程」 54 時間、 延べ 18 日）  

【 染色基礎コ ース 】  

・ 概要  染色に関する 総合的な知識と 技術を修得する 。（ 夜間開催）  

・ 修了者  9 名（ 受講者 9 名）  

・ 研修期間  令和 6 年 9 月 17 日～令和 6 年 11 月 22 日（ 45 時間、 延べ 16 日）  

【 京友禅（ 手描） プロ 養成コ ース ［ 本科・ 専科］ 後期／プロ 養成図案コ ース 】  
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・ 概要 き も のや染帯のデザイ ン及び手描友禅工程の技術修得を目指し 、工房実習を

はじ めと し たよ り 実践的な実習と 就労支援を行う 。本科は各工程の必須技術

を盛り 込んだ「 課題作品」 と 各自がデザイ ンする「 染帯」 を制作し 、 専科は

各自がデザイ ンする 訪問着を制作。 プロ 養成図案コ ースについては、 振袖や

訪問着の原寸大草稿作成及び墨打ちま でと する 。（ 前期のみ）（ 夜間開催）  

・ 修了者  ［ 本科・ 専科］ 後期  5 名（ 受講者 6 名） ※令和 5年度の前期と 合わせて修了と なる 。  

・ 研修期間  ［ 前期］ 隔年開催のため、 令和 6 年度は開講し ていない。  

［ 後期］ 令和 6 年 4 月 4 日～令和 7 年 3 月 25 日（ 約 280 時間、延べ約 88 日）  

 ・ その他   修了作品展（ R7. 3. 20～3. 23）  

 【 京友禅（ 手描） 専門コ ース 】  ※京友禅（ 手描） 基礎コ ース は隔年開催のため令和 6 年度開講なし  

・ 概要 手描友禅染に関連する 様々な技法について焦点を当て、若手従事者を中心と

し た短期間の実習を通じ て、高齢化する 高度な技術保持者の技術移転を目指

す。 令和 6 年度については、「 ろう 絞り ＆レ ーザー加工機を用いた頭ずり 技

法」 の研修を実施し た。（ 夜間開催）  

・ 修了者  27 名（ 受講者 27 名）  

・ 研修期間  令和 6 年 11 月 7 日～12 月 20 日（ 約 28. 5 時間、 延べ 10 日）  

 

〇 京都伝統産業ミ ュ ージアムを 運営する 株式会社京都産業振興センタ ーと の連携協定に基づく 取組

の一環と し て、 みやこ めっせ地下１ 階の展示ス ペース 「 イ ース ト ス ク ウ ェ ア」 を「 京乃 TANA サテラ

イ ト ギャ ラ リ ー」 と し て、 京都市産技研の伝統産業分野における 研究成果等を展示し た。  

【 京乃 TANAサテラ イ ト ギャ ラ リ ー展示】  

・ 京都酵母の取り 組みを展示（ R6. 3. 4～6. 2）  

・ 文化財修復事業の取り 組みを展示（ R6. 6. 3～9. 10）  

・ 潮 桂子展（ 陶磁器 R6. 9. 11～12. 2）  

・ 並川昌夫展（ 陶磁器 R6. 12. 4～R7. 3. 2）  

・ 岡山高大展（ 陶磁器 R7. 3. 4～R7. 6. 1）  

○ 京都の伝統産業製品（ 京も の） の製造に携わる 若手担い手を支援する ポータ ルサイ ト 「 京も の担い

手プラ ッ ト フ ォ ーム」（ 平成 31 年 3 月開設） を活用し 、 情報の一元的な発信、 PRやプロ モーショ ンの

支援、 企業等と のマッ チングを行う など、 製品開発から 販路開拓ま で幅広い支援に取り 組んだ。  

【 具体的な取組の例】  

・ 伝統工芸品やハンド メ イ ド 作品の体験イ ベント 「 京ま ちなか市」 への研修修了生のマッ チング 

・ 永楽屋や貴船コ スメ ティ ッ ク ＆ギャ ラ リ ーにおける 実店舗での展示販売 

・ 京都伝統産業ミ ュ ージアムのオンラ イ ンショ ッ プ「 New Tradi t i on Kyot o」 における 製品販売 

・「 染―Next  Chapt er―」（ R6 実施） で京都市産技研が育成支援する 若手担い手の作品を展示 
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第３ 期中期計画記載事項 

１  ６ 本柱を 深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑷ 研究開発の推進 

ア 戦略的な研究開発の推進 

産業技術研究所が実施する あら ゆる 業務を通じ て得た地域企業のニーズや市場の動向、 技

術の将来性等の情報を的確に調査・ 分析し 、 ある べき 社会の将来像（ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の達成さ れた

持続可能な社会など） から 、 バッ ク キャ ス ティ ングで取り 組むべき 社会課題を見出し 、 地域

企業やス タ ート アッ プがその解決に企業活動を通じ て取り 組むに当たり 必要と なる 技術の研

究開発（ 課題オリ エンテッ ド の研究開発） に取り 組む。  

研究開発委員会等を中心に、 研究テーマの検討や進捗管理、 成果検証等を行い、 ラ イ フサ

イ エンス や環境エネルギー、 材料分野等の成長産業分野の未来の新技術を生み出す研究開発

や、 伝統産業分野における Ｄ Ｘ の推進などの有望なテーマを重点分野と 位置付け、 限ら れた

研究資源を重点的に配分する などによ り 、 効果的・ 効率的に研究開発を推進する 。  

ま た、 積極的に国や公的機関の競争的資金をはじ めと する 外部資金の獲得に努める こ と で

研究開発に必要な財源を確保する と と も に、 研究の充実を図る 。  

こ れら の取組に当たっては、 課題解決の最適解と なる よ う 、 分野横断型の研究体制を柔軟

に構築する と と も に、 他の関係機関と も 積極的に連携を図り 、 自他のシーズや技術・ 知見を

掛け合わせる オープンイ ノ ベーショ ンの取組を積極的に進める 。  

イ  共同研究、 受託研究 

産業技術研究所と 企業や大学が保有する 技術や知識、 ノ ウ ハウ 等を融合し 、 新たな技術開

発や製品化に向けた研究を行う 共同研究や、 地域企業等から の依頼に基づき 課題を研究する

受託研究を行う こ と で、 単独では解決が困難な技術課題に挑戦し 、 地域企業の技術力・ 競争

力の強化に資する 成果の獲得を図る 。 ま た、 よ り 地域企業の実情に応じ て利用し やすい形で

実施でき る よ う 、 受託研究のあり 方の検討を進め、 早期に刷新を図る 。  

ウ  研究成果の普及 

研究開発によ り 得ら れた成果は、 学会発表や学術誌への投稿、 講習会での発表、 展示会へ

の出展、 企業訪問や派遣指導など多様な方法によ り 広く 普及を図る と と も に、 保有する 知見

や技術等のシーズの体系化と 適切な情報公開を行い、 地域企業に適切に技術移転する こ と

で、 事業者によ る 技術の実用化・ 製品化（ 技術の産業化） につなげていく 。  

ま た、 研究開発や技術支援の新たに得ら れた技術やノ ウ ハウ 等の知見は、 地域企業におけ

る 活用の見込み等を勘案し ながら 、 技術移転を念頭に置いた適切な権利化、 保護を図る と と

も に、 積極的に広報し 、 ラ イ センスを行う 。  

研究員においては、 常に技術の産業化や知財化など研究成果の普及・ 技術移転を意識し な

がら 研究開発に取り 組み、 ま た、 専門の枠を超えて議論を行う 演習の実施や知的財産に関す

る 研修等を通じ て、 その能力の向上を図る 。  
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◆ 社会課題の解決に資する 研究開発の推進と 最適・ 柔軟な研究体制の構築 

○ 研究開発委員会において、 研究成果の報告・ 検証や新たな研究テーマの検討、 進捗管理等を行い、

効果的・ 効率的な研究体制の構築を推進し た。  

【 研究開発委員会】  

開催時期 開催回数 内容 

令和 6 年 7 月 24 日、 8 月 5 日～6 日 1 回 研究報告 

令和 6 年 12 月 12 日～13 日 1 回 研究テーマの検討 

○ 他の研究機関や地域企業と も 連携し ながら 、国や公的機関の競争的資金をはじ めと する 外部資金を

積極的に獲得し 、 社会実装を見据えた研究開発を推進し た。  

【 外部資金を活用し た研究・ 事業等】 ※ 公開不可のも のは記載し ていない。  

補助制度・ 事業名等 研究テーマ・ 事業内容 実施期間 

（ 文部科学省）  

令和 4 年度科学研究費助成事業 

「 若手研究」  

ナノ 混相組織の微視的な偏り を 利用し

たアノ ード 酸化によ る 複合型多孔質電

極材料の創製 

R4～R6 

（ 3 年間）  

（ 文部科学省）  

令和 4 年度科学研究費助成事業 

「 若手研究」  

無電解めっ き 法を用いたアンモニア分

解用金属微粒子触媒のナノ プロ セッ シ

ング 

R4～R6 

（ 3 年間）  

（ 文部科学省）  

令和 5 年度科学研究費助成事業 

「 基盤研究（ C）」  

1 次元ラ マ ン バ ーコ ード を 用い た

COVI D-19 およ び真菌感染症の迅速診

断 

R5～R7 

（ 3 年間）  

（ 経済産業省）  

令和 5 年度成長型中小企業等研

究開発支援事業 

環境配慮型の難燃性軽量低コ ス ト 壁面

装飾建材を 実現する ３ D プリ ンタ ー成

形用粉体材料の開発 

R5～R7 

（ 3 年間）  

（ 経済産業省） 令和 5 年度成長

型中小企業等研究開発支援事

業 

B 型肝炎治療ワ ク チンで利用する C抗

原の製造技術の開発 
R5～R7（ 3 年間） 

（ 文部科学省）  

令和 6 年度科学研究費助成事業 

「 基盤研究（ C）」  

セルロ ース ナノ フ ァ イ バーと 金属粉体

の複合焼結メ タ ラ ジーの構築 

R6～R8 

（ 3 年間）  

（ 文部科学省）  

令和 6 年度科学研究費助成事業 

「 基盤研究（ C）」  

核生成-成長プロ セス 制御によ る 磁性

金属ナノ 粒子への欠陥導入と 物性発現

機構の解明 

R6～R8 

（ 3 年間）  

（ 文部科学省）  

令和 6 年度科学研究費助成事業 

「 基盤研究（ C）」  

次世代パワ ー半導体用イ ンバー合金メ

タ ラ イ ズ膜の化学的析出反応の解明と

高効率化 

R6～R8 

（ 3 年間）  

（ 文部科学省）  

令和 6 年度科学研究費助成事業 

「 基盤研究（ C）」  

茜染めにおける 金属錯体形成と 耐光性

に関する 研究 

R6～R8 

（ 3 年間）  

（ 文部科学省）  

令和 6 年度科学研究費助成事業 

「 若手研究」  

材料中の微細結晶構造の経時的分布変

化を 可視化する 新規 X線回折イ メ ージ

ング法の確立 

R6～R8 

（ 3 年間）  

（ 中小企業庁）  

中小企業の イ ノ ベーショ ン 創出を 支

援する「 イ ノ ベーショ ン･プロ デュ ーサー」 に

よ る 活動支援実証事業 

令和 6 年度「 中小企業のイ ノ ベーショ

ン創出を支援する イ ノ ベーショ ン・ プ

ロ デュ ーサー」  

R6 
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（ 環境省） 令和６ 年度脱炭素革

新素材セルロ ース ナノ フ ァ イ

バー普及のた めの課題解決支

援事業委託業務 

CNF 活用製品等の社会実装の促進 R6 

京染会団体等助成事業 

令和 6 年度京都市産業技術研究所伝統

産業技術後継者育成研修京友禅（ 手描）

コ ース  

R6 

電気鍍金研究会 次世代めっ き

技術連携開発プロ ジェ ク ト 第 7 

期 

鉄系めっき 膜の陽極酸化によ る 酸化膜

の形成およ び機能性電極材料への応用 
R5～6 

○ 地域企業のニーズ・ 課題を抽出し て分析する と と も に、 分野を横断し た複数のメ ンバーによ る 研究

体制の構築を推奨する こ と で、 地域企業が抱える 多様で複雑な社会課題の解決に向けた「 課題オリ エ

ンテッ ド の研究開発」 を構築・ 推進し た。  

【 課題オリ エンテッ ド 研究開発課題】 10 テーマ 

＜実証研究（ 可能性検証） ＞2 テーマ 

１ （ 継続） 文化財における 高度分析技術の導入と 文化財の活用に関する 検証 

２ （ 継続） 西陣織産地の持続可能性を高める 革新織機及び電子ジャ カード に関する 要素技術開発 

＜基盤研究（ 調査・ 探索） ＞8 テーマ 

３ （ 新規） タ ンパク 質の結晶構造変化を利用し た絹繊維品の形状固定化技術確立の検証 

４ （ 新規） 無電解めっき によ る 黒色/白色アルマイ ト 皮膜の開発 

５ （ 新規） 京都陶磁器業界における 炭酸リ チウ ム代替原料に関する 研究 

６ （ 新規） 京都酵母のブラ ンド 化に寄与する 異分野への活用可能性の検証研究 

７ （ 新規） 乳酸菌を用いた未利用食品資源の機能性（ 保存性） 向上に関する 調査及び検討 

８ （ 新規） 用途に応じ たセルロ ース ナノ ファ イ バー複合バイ オポリ エチレンの試作 

９ （ 新規） データ 修正作業を軽減する 機械学習を用いた紗張り 型紙デジタ ルデータ 化 

  補助ツールの開発検討 

10（ 新規） 毛髪の総合評価のための客観・ 主観評価に関する 調査 

◆ 事業者の課題・ ス テージに応じ た共同研究・ 受託研究の実施 

○ 高度化する 企業のも のづく り における 技術課題の解決に向けて、互いの技術やノ ウ ハウ を活用し て

行う 共同研究及び地域企業等から 依頼を受けて実施する 受託研究を実施し た。  

【 共同研究】 28 件（ R5： 32 件）  【 受託研究】 1 件（ R5： 1 件）  

○ 利用者の要望等も 踏ま え、 受託研究のう ち、 比較的簡易で短期間で実施する も のについて、 従来の

手続き を簡素化し た「 簡易受託研究制度」 を令和 5 年 12 月に新設し た。 こ の制度によ り 、 高度な試

験・ 分析や本格的な研究に進む判断材料を 得る ための短期間の研究を、 簡易・ 迅速に実施でき る よ う

になり 、 利便性が向上し た。【 簡易受託研究】 6 件（ R5： 1 件）  

○ 技術支援サービス の提供後も 継続し て支援を行う ため、 利用者を積極的にフォ ロ ーアッ プし 、 支援

の成果や新たな課題の捕捉に努めた。（ 再掲）  

 

40



第１  住民に対し て提供する サービス その他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

 

◆ 技術の実用化・ 製品化（ 技術の産業化） に向けた成果の普及と 技術移転 

○ 様々な主体と 連携し た効果的な産業支援を推進する ため、知恵産業融合センタ ー内のアラ イ アンス

推進グループを中心に、 産業支援機関、 経済団体、 金融機関、 公共団体、 大学等と の連携強化や支援

体制の構築に取り 組んだ。（ 再掲）  

○ 学会発表、 学術誌への投稿、 講演、 研究報告のオンラ イ ンでの発表、 経済団体の会員企業に向けた

シーズ技術の紹介等を通じ て研究成果の普及に努めた他、社会実装さ れた技術や研究成果の見える 化

を進めた。 ま た、 研究会活動を通じ て業界に向けた技術移転を進めた。  

【 学会、 協会等における 研究成果の発表】 27 件 

【 研究論文の掲載（ 公開）】 4 件 

【 専門誌への寄稿・ 執筆】 13 件 

【 講演会等での発表や展示】 98 件（ 発表 69 件 展示 29 件）  

【 研究報告への掲載】 15 件 

【 研究会における 活動の事例】  

 ・ 京都陶磁器研究会 陶磁器専門講座「 京都陶磁器研究会創立 70 周年技術資料集」 における 銅釉の 

 解説について 

・ 京都セラ ミ ッ ク ス フ ォ ーラ ム セラ ミ ッ ク ス 技術セミ ナー「 フ ァ イ ンセラ ミ ッ ク ス 成形プロ セス の

基礎と 応用」  

・ 京都先端技術研究会 定例技術会議「 接合・ 溶接技術セミ ナー ～マテリ アル接合 DAY 2025～」  

○ 他の研究機関や地域企業と も 連携し ながら 、国や公的機関の競争的資金をはじ めと する 外部資金を

積極的に獲得し 、 社会実装を見据えた研究開発を推進し た。（ 再掲）  

○ 研究員が要請に応じ て企業の生産現場等に出向き 、 技術指導や講演を行ったほか、 講習会や研修の

実施、展示会やイ ベント への出展などを積極的に実施する こ と を通じ て、担い手の育成に努めた。（ 再

掲）  

◆ 技術移転を念頭に置いた技術や知的財産の適切な権利化、 保護及び活用 

○ 職務発明等に関する 要綱に基づき 理事長を会長と する 職務発明審査会を 開催し 、特許出願等の案件

審議を通じ て知的財産の権利化、 運用、 有効活用等について検討・ 協議を行った。  

【 産業技術研究所が承継し た職務発明】 2 件（ R5： 3 件）  

○ 経済団体の会員企業に向けたシーズ技術の紹介、 ホームページを通じ た保有知的財産の発信、 研究

報告のオンラ イ ンでの発表など 、 研究成果や保有技術の情報発信に努めた。  

○ 標準化活用支援パート ナーシッ プ制度のパート ナー機関と し て登録し 、企業の標準化戦略のサポー

ト に（ 一財） 日本規格協会と 連携し て対応でき る 体制を構築し ており 、 京都市産技研の独自技術「 化

粧用ブラ シの力学特性測定技術」 について、 事業者と 連携し て日本産業規格（ JI S 規格化） に向けた

「 新市場創造型標準化制度」 に採択さ れた。 令和 6 年度は、 規格原案開発を進める ため、 化粧品メ ー

カーや京都市産技研も 参加する 原案作成委員会が設置さ れ、 規格化に向けた調査や議論を行った。  
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第３ 期中期計画記載事項 

１  ６ 本柱を 深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑸ 知恵産業の推進 

産業技術研究所によ る 技術支援を、 製品化・ 商品化、 ある いは販路の拡大や新たな市場開

拓などの具体的な「 出口」 につなげる 取組を後押し する こ と で、「 知恵ビジネス 」 に取り 組む

地域企業の「 稼ぐ 力」 の向上に貢献し 、 知恵産業によ る 京都経済の活性化に貢献する 。  

具体的には、 産業技術研究所の保有する 技術や知見によ り 、 京都の伝統技術や先進技術の

知恵をいかし た付加価値の高い新技術・ 新製品の開発を支援する と と も に、 研究会に参画す

る 事業者をはじ めと する 地域企業が持つ技術やシーズの橋渡し を行い、 新たなビジネス を創

出する 企業マッ チングを促進する こ と で、 京都の地域特性と それぞれの事業者の強みをいか

し た新たな顧客創造（ 知恵ビジネス） の取組を力強く 支援する 。 ま た、 こ う し た取組内容や

成果を広く 他の地域企業に伝えていく こ と で、 知恵ビジネスの普及を図る 。  

その他、 伝統産業技術後継者育成研修の修了生をはじ めと する 「 京も の」 の製造に携わる

担い手に対する 情報提供を行う と と も に、 プロ モーショ ンや製品開発、 販路開拓等の幅広い

支援に引き 続き 取り 組む。  

◆ 付加価値の高い新技術・ 新製品の開発や市場開拓など産技研の支援を「 出口」 につなげる 事業者の支

援 

○ 京都市産技研が技術支援等を行い、 製品化・ 事業化等につなげたり 、 研究開発によ っ て知恵産業の

推進に大き く 寄与し た企業等を「 知恵創出“ 目の輝き ” 企業」 と し て認定し ている 他、 社会実装さ れ

た技術や研究成果を成果事例と し て、 京都市産技研 1 階に設置し ている ショ ールーム「 京乃 TANA」 や

ホームページ、 広報誌等で積極的に紹介し た。  

R6 認定企業： 大原パラ ヂウ ム化学㈱、 ( 同) COCOO、 ㈱佐藤喜代松商店、 ㈱ツ ー・ ナイ ン・ ジャ パン 

【 知恵創出“ 目の輝き ” 認定企業】 のべ 47 社（ R6 末時点）  

【 成果事例の見える 化の取組例】  

・ 産業技術支援フェ ア i n Kansai 2024 など各種展示会への出展 

・ 展示イ ベント 「 染―Next  Chapt er―」 の開催 

○ 技術支援サービス の提供後も 継続し て支援を行う ため、 利用者を積極的にフォ ロ ーアッ プし 、 支援

の成果や新たな課題の捕捉に努めた。（ 再掲）  

○ 他の研究機関や地域企業と も 連携し ながら 、国や公的機関の競争的資金をはじ めと する 外部資金を

積極的に獲得し 、 社会実装を見据えた研究開発を推進し た。（ 再掲）  

◆ 地域企業の技術やシーズの橋渡し によ る ビジネス 創出、プロ モーショ ンや販路開拓の支援などによ る

事業者の「 稼ぐ 力」 の向上 

○ 様々な主体と 連携し た効果的な産業支援を推進する ため、知恵産業融合センタ ー内のアラ イ アンス

推進グループを中心に、 産業支援機関、 経済団体、 金融機関、 公共団体、 大学等と の連携強化や支援

体制の構築に取り 組んだ。（ 再掲）  
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○ I CT を活用し 、「 伝統産業技術後継者育成研修 修了作品展（ 陶磁器コ ース 、 漆工コ ース 、 京友禅

（ 手描） プロ 養成コ ース ）」 のバーチャ ル展示会を作成し 、京都市産技研ホームページにて公開し た。  

○ 京都の伝統産業製品（ 京も の） の製造に携わる 若手担い手を支援する ポータ ルサイ ト 「 京も の担い

手プラ ッ ト フ ォ ーム」（ 平成 31 年 3 月開設） を活用し 、 情報の一元的な発信、 PRやプロ モーショ ンの

支援、 企業等と のマッ チングを行う など 、 製品開発から 販路開拓ま で幅広い支援に取り 組んだ。（ 再

掲）  

 

第３ 期中期計画記載事項 

１  ６ 本柱を 深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑹ 研究会活動 

伝統産業から 先進産業までの各技術分野で設置さ れた研究会は、 会員企業と 産業技術研究

所が互いに胸襟を開いて課題解決や事業の推進に取り 組む研鑽と 交流の場であり 、 引き 続

き 、 その活動を通じ て業界における 課題の解決、 会員企業の技術力向上や人材育成、 産業技

術研究所の研究成果等の技術移転を促進する 。 また、 複数の研究会が参画し て試作や共同開

発、 異業種間の交流などに取り 組む横断的活動を支援する こ と で、 技術の融合によ る イ ノ ベ

ーショ ンの創出、 京都産業の活性化を図る 。  

一方で、 研究会活動においては会員企業の減少が続いており 、 新たな会員の獲得が課題と

なっている 。 そのため、 会員企業に対し てオンラ イ ンを含む個別ヒ アリ ングを実施し 、 相互

のコ ミ ュ ニケーショ ンを通じ てニーズを引き 出し 、 課題に応じ た適切なサービスを提供する

技術面の伴走支援を展開する 。 こ う し て、 研究会に参画する メ リ ッ ト を具体化し 、 さ ら にそ

の成果を「 見える 化」 する こ と で、 新たな会員の獲得や会員企業の研究会活動に対する モチ

ベーショ ンの向上につなげ、 交流の機会拡大と 活性化を推進する 。  

◆ 研究会参画のメ リ ッ ト と 成果の「 見える 化」  

○ 伝統産業から 先進産業ま での各技術分野で設置さ れた 10 の研究会において、 それぞれ、 研究会の

会員が求める 技術情報の提供や見学会の開催等を実施する と と も に、 会員相互の情報交流を図った。 

※ 研究会等： 京都染色研究会、 京都工芸研究会、 京都合成樹脂研究会、 京都酒造工業研究会、 京都陶

磁器研究会、 西陣織物研究会、 鍍秀会、 京都セラ ミ ッ ク フォ ーラ ム、 京都先端技術研究

会、 京染・ 精練染色研究会 

【 新規会員獲得数】 79 件（ R5： 20 件）  

【 取組例】  

・ 京都合成樹脂研究会 技術セミ ナー「 自然界に学ぶバイ オイ ンス パイ アード マテリ アルの最前線」 

・ 京都先端技術研究会「「 から く り 」 から 始ま る 日本のも のづく り 」  

・ 京都陶磁器研究会「 初代諏訪蘇山の技術―明治期における 蘇山の独自性と 革新性―」  

  ・ 京都工芸研究会「 こ う げい組体操」 キッ ク オフミ ーティ ング 

○ 事業者の技術支援やマッ チングのニーズなど を丁寧に汲み取り 、積極的な技術支援やマッ チングを

提案する ための「 御用聞き 型企業訪問」 を展開し た。（ 再掲）  
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○ 学会発表、 学術誌への投稿、 講演、 研究報告のオンラ イ ンでの発表、 経済団体の会員企業に向けた

シーズ技術の紹介等を通じ て研究成果の普及に努めた他、社会実装さ れた技術や研究成果の見える 化

を進めた。 ま た、 研究会活動を通じ て業界に向けた技術移転を進めた。（ 再掲）  

◆ 異業種間の横断的活動の支援を 通じ たイ ノ ベーショ ンの創出 

○ 各研究会が実施する 講演・ 講習会や見学会等の取組において、 テーマ設定に工夫を凝ら し 、 複数の

研究会会員が分野横断的に参加でき る 事業を展開し 、 異業種間の交流を促進し た。  

【 横断的活動の取組例】  

・ 技術セミ ナー「 ラ イ フ サイ ク ルアセス メ ント の概要と 動向、 そし て課題」（ 京都合成樹脂研究会、

京都染色研究会、 京都先端技術研究会）  

・ 研究例会「 繊維用撥水剤の過去・ 現在・ 未来―繊維への機能付加と し ての役割を考える ―」（ 京都

染色研究会、 京染・ 精練染色研究会、 西陣織物研究会）  

・ 研究例会「 われわれは進化し た AI と ど のよ う に付き 合う べき か」（ 京都染色研究会、 京染・ 精練染

色研究会、 西陣織物研究会）  

○ 京都市産技研が各業界のネッ ト ワ ーク をつなぐ ハブと なり 、分野を横断し た連携によ って新し い発

想を創出でき る 環境を形成し 、 地域産業の振興に寄与し ていく ために設立し た、「 京都市産業技術研

究所ユーザーズコ ミ ュ ニティ （ 産技研 UC）」 の活動を本格化し 、 異業種交流の活性化につなげる 取組

を推進し た。  

【 令和 6 年度に実施し たイ ベント 等】  

・ キッ ク オフ ミ ーティ ング（ R6. 7. 30 参加者約 140 名）  

・ 産技研 UC創造フォ ーラ ム（ R6. 11. 5 参加者約 280 名）  

・ 新春講演会（ R7. 1. 29 参加者約 150 名）  

・ 企画委員会開催 4 回 

産技研 UC創造フォ ーラ ムにおける イ ベント 実施 

「 京都のも のづく り 文化のリ レー/リ レ ーショ ン」（ 参加者 45 名）  

「 集まれ！若手技術者！未来を考える 仲間づく り の場」（ 参加者 26 名）  
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第３ 期中期計画記載事項 

２  情報発信と ニーズ把握の徹底 

京都市の厳し い財政状況の下にあって、 産業技術研究所が地域企業に頼ら れる 試験研究機

関と し て存続し ていく ためには、 前項に掲げる ６ 本柱の業務を着実に遂行する こ と で顧客企

業の信用を勝ち取る のみなら ず、 設置者である 京都市及び京都市民、 こ れま で産業技術研究

所を利用し たこ と がない事業者並びに産業支援機関や経済団体等の関係機関から 、 京都の産

業界にと って不可欠である と の信頼を得る こ と が重要である 。  

こ う し た認識のう えで、 市民、 地域企業、 行政、 大学、 関係機関、 研究会等の産業技術研

究所を取り 巻く 様々な主体をステーク ホルダーと 捉えて、 産業や地域への貢献や成果、 強み

や弱み、 期待さ れる 役割など内外の情報を集約・ 整理する と と も に、 徹底的な到達主義の情

報発信によ り 産業技術研究所の「 見える 化」 を進める こ と で、 双方向のコ ミ ュ ニケーショ ン

を図り 良好な関係を構築し 、 組織の活性化や持続可能性を高める Ｐ Ｒ 戦略を推進する 。  

ま た、 限ら れた人員や予算の中で重点的かつ柔軟な研究開発や技術支援を行う ためには、

様々な知見や情報を収集し 、 的確に分析する と と も に適切に活用する 必要がある 。 そのた

め、 研究員一人ひと り が主体的に発信の役割を担う と と も に、 あら ゆる 業務において業界や

地域企業等のニーズ把握に努める こ と で、 よ り 良いス テーク ホルダーと の関係構築に貢献す

る こ と を目指す。  

なお、 Ｐ Ｒ 戦略の推進に当たっては、 産業技術研究所の将来を担う 若手職員によ り 、 令和

３ 年１ １ 月に立ち上げた「 リ ブラ ンディ ングプロ ジェ ク ト チーム」 を中心と し 、 所を挙げた

プロ ジェ ク ト と し て取り 組むも のと する 。  

◆ 研究員一人ひと り が主役の情報発信によ る 産技研の「 見える 化」 を推進し 、 同時に組織の活性化等に

つなげる PR戦略の展開 

○ ステーク ホルダーを意識し た戦略的な広報活動を展開する ため、リ ブラ ンディ ングプロ ジェ ク ト チ

ームを 中心に策定し た広報媒体の再編方針に基づき リ ニュ ーアルし たホームページやパンフ レ ッ ト

等を活用し 、 各種イ ベント 等の機会を通じ て、 京都市産技研の PR を促進する と と も に、 令和 5 年度

に創刊し た広報誌「 京都市産業技術研究所 magazi ne」 を年 3 回発行し 、 京都市産技研の周知を進め

た。  

 〇 京都市産技研の概要をさ ら にわかり やすく 、ま た新たな京都市産技研の活用の可能性についてお伝

えする PR動画を作成、 ホームページで公開し た。  

○ 様々な主体と 連携し た効果的な産業支援を推進する ため、知恵産業融合センタ ー内のアラ イ アンス

推進グループを中心に、 産業支援機関、 経済団体、 金融機関、 公共団体、 大学等と の連携強化や支援

体制の構築に取り 組んだ。（ 再掲）  

○ 京都市産技研が技術支援等を行い、 製品化・ 事業化等につなげたり 、 研究開発によ っ て知恵産業の

推進に大き く 寄与し た企業等を「 知恵創出“ 目の輝き ” 企業」 と し て認定し ている 他、 社会実装さ れ

た技術や研究成果を成果事例と し て、 京都市産技研 1 階に設置し ている ショ ールーム「 京乃 TANA」 や

ホームページ、 広報誌等で積極的に紹介し た。（ 再掲）  
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○ 研究員が現場から 直接 Facebook に投稿する 等によ り 日々の活動や事業等を紹介し た他、 SNS 等も

活用し ながら 多角的な情報発信に努めた。  

【 新聞やテレ ビ等のメ ディ アへの露出件数】 98 件（ R5： 60 件）  

【 公式 Facebook への投稿件数】 194 件（ R5： 263 件）  

○ 学会発表、 学術誌への投稿、 講演、 研究報告のオンラ イ ンでの発表、 経済団体の会員企業に向けた

シーズ技術の紹介等を通じ て研究成果の普及に努めた他、社会実装さ れた技術や研究成果の見える 化

を進めた。 ま た、 研究会活動を通じ て業界に向けた技術移転を進めた。（ 再掲）  

○ 技術支援サービス の提供後も 継続し て支援を行う ため、 利用者を積極的にフォ ロ ーアッ プし 、 支援

の成果や新たな課題の捕捉に努めた。（ 再掲）  

○ 事業者の技術支援やマッ チングのニーズなど を丁寧に汲み取り 、積極的な技術支援やマッ チングを

提案する ための「 御用聞き 型企業訪問」 を展開し た。（ 再掲）  

○ 利用者へのアンケート については、 細やかなコ ミ ュ ニケーショ ンを図れる よ う に、 2 ヶ 月毎に年 6

回実施し 、82％以上の方から「 期待以上の結果を得ら れた」「 十分目的を 達し た」 と の回答があっ た。  

○ 京都市産技研の将来を 担う 若手職員を 中心と し て組織し たリ ブラ ン ディ ン グプロ ジェ ク ト チーム

を中心に、 全所を 巻き 込みながら 時代やス テーク ホルダーの要請に応じ た「 見える 化」 や「 連携」 を

進める ための取組を実施し た。  

【 主な活動】  

・ 研究員相互の活発な情報共有や意見交換を行う ためのコ ミ ュ ニケーショ ンス ペース「 Pl at 」 の運用 

・「 Pl at 」 を活用し た好事例を共有する ための所内イ ベント 「 Good Pr act i ce! 」 の開催 

・ ニュ ース レ タ ーの発行 

・ 産業支援の推進に向けた現状分析のため、 職員や他の公設試験研究機関への調査を実施 

・ 京都市の産業構造に関する 勉強会（ 研修） の提案・ 実施 
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第３ 期中期計画記載事項 

３  連携の充実・ 強化 

ス タ ート アッ プ・ エコ シス テムの構築・ 推進やベンチャ ー企業の創出・ 支援、 社会課題や

地域課題の解決と ビジネス を両立さ せる ソ ーシャ ルビジネスの振興、 ２ ０ ５ ０ 年ま での二酸

化炭素排出量実質ゼロ を目指す脱炭素社会に向けた取組、 文化と 経済の融合によ る 好循環の

創出等、 京都産業の活性化や地域企業の持続的発展を目指す京都市の各種の施策において、

産業技術研究所がも のづく り 技術で貢献する こ と を目指す。  

そのために、 京都市をはじ めと する 自治体、 近畿経済産業局や令和４ 年度に京都への本格

移転を予定し ている 文化庁等の国の機関、（ 公財） 京都高度技術研究所や（ 一社） 京都知恵産

業創造の森などの産業支援機関、 京都商工会議所や（ 公社） 京都工業会などの経済団体、（ 国

研） 産業技術総合研究所や他の公設試験研究機関、 学術団体や大学・ 学校、 金融機関など、

様々な主体と と も に支援ネッ ト ワ ーク を構築・ 強化し 、 さ ら に令和３ 年１ ０ 月に産業技術研

究所内に移設し た京都バイ オ計測センタ ーのユーザーネッ ト ワ ーク も 積極的に活用し なが

ら 、 それぞれの強みをいかし た効果的な産業支援を実施する 。  

ま た、 産業技術研究所のユーザーや活動に賛同いただける 企業等を中心と し たコ ミ ュ ニテ

ィ を形成し 、 業種の壁を越えた情報交換や交流を通じ て新たな事業の展開等につなげる 「 異

業種交流のハブ化」 を目指す。  

そし て、 前項に掲げる 「 見える 化」 を進める こ と で産業技術研究所の認知度を向上さ せ、

様々なつながり を拡大さ せていく 中で技術の橋渡し を行う と と も に、 保有する 技術やノ ウ ハ

ウ 、 シーズを核と する 産学公連携を推進し 、 京都における オープンイ ノ ベーショ ン拠点の一

つと し てス タ ート アッ プや第二創業、 地域企業によ る 新たな分野への進出等を技術面から 支

援する 。  

◆ 企業支援のネッ ト ワ ーク を構築・ 強化し 、 互いの強みをいかし た総合的な産業支援 

○ 設置団体である 京都市と 連携を密にし て情報交換・ 意見交換等を行ったほか、 ( 公財) 京都高度技術

研究所（ ASTEM） や( 一社) 京都知恵産業創造の森など 、 京都市が設立に関与し た産業支援機関等によ

る 事業者支援のネッ ト ワ ーク に積極的に参画し 、 ま た、 地域経済を支える 経済団体等と の連携を 強化

する こ と によ り 、 京都地域の企業に対する 総合的な支援を展開し た。  

【 連携事例】  

・「 第 2 回 ASTEM・ 産技研支援企業交流会」 の実施（ 京都高度技術研究所）  

・ も のづく り イ ノ ベーショ ンネッ ト ワ ーク への参画、 研修等への出講（ 京都工業会）  

・ 中信ビジネス フェ ア 2024 に出展（ 京都中央信用金庫）  

・ 京都知恵産業フェ アへの参画、「 知恵―１ グラ ンプリ 」 への協力（ 京都商工会議所）  

・ 京都産学公連携プラ ッ ト フ ォ ーム会議、京都ス タ ート アッ プ・ エコ シス テム推進協議会への参画（ 京

都知恵産業創造の森）  

・ KRP フェ ス 2024 への参加（ 京都リ サーチパーク ）  

○ ( 国研) 産業技術総合研究所が組織する 産業技術連携推進会議の各部会や地域会議に参加する ほか、

産官学でバイ オ分野における 広域連携を進める バイ オコ ミ ュ ニティ 関西（ Bi ocK） へ連携機関と し て

登録及び「 分析・ 計測分科会」 の立上げ・ 参画、 関西広域連合の「 関西広域産業共創プラ ッ ト フ ォ ー
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ム事業」 への参加等、 広域的な連携によ る 支援体制の強化等に努めた。  

【 連携事例】  

・ 産業技術連携推進会議の各部会、 近畿地域産業技術連携推進会議への参加（ 産業技術総合研究所） 

・ 産業技術支援フェ ア i n KANSAI への参画・ 出展（ 産業技術総合研究所 他）  

・ バイ オコ ミ ュ ニティ 関西（ Bi ocK） への参画（ 関経連、 各大学 他）  

・ 関西広域産業共創プラ ッ ト フォ ーム事業への参加、 域内企業への割増料金減免（ 関西広域連合）  

・ 標準化支援パート ナーシッ プ制度へのパート ナー機関登録（ 日本規格協会、 経済産業省）  

○ 研究員によ る 講義への出講、 共同研究の実施、 研究交流会の共同開催、 博士課程の人材のキャ リ ア

パス 形成を支援する ためのイ ベント の開催など、 アカデミ アと の連携強化を図った。  

【 大学と の連携協定締結状況】  

・ 国立大学法人京都工芸繊維大学（ 包括連携協定、 H22～）  

・ 公立大学法人京都市立芸術大学（ 包括連携協定、 H25～）  

・ 京都府公立大学法人京都府立大学（ 包括連携協定、 H26～）  

・ 京都産業大学大学院（ 連携協定、 R4～）  

〇 京都市教育委員会と 締結し た包括連携協定に基づき 、 教育及び研究の分野において、 生徒の育成及

びキャ リ ア意識の涵養を図る と と も に、京都なら ではの伝統産業と 先進技術を活用し た活動及び産業

振興に資する 研究開発に向けて連携協力を推進し た。（ 京都市立工学院高校イ ンタ ーン受入等）  

〇 京都伝統産業ミ ュ ージアムを 運営する 株式会社京都産業振興センタ ーと の連携協定に基づく 取組

の一環と し て、 みやこ めっせ地下１ 階の展示ス ペース 「 イ ース ト ス ク ウ ェ ア」 を「 京乃 TANA サテラ

イ ト ギャ ラ リ ー」 と し て、 京都市産技研の伝統産業分野における 研究成果等を展示し た。（ 再掲）  

○ 様々な主体と 連携し た効果的な産業支援を推進する ため、知恵産業融合センタ ー内のアラ イ アンス

推進グループを中心に、 産業支援機関、 経済団体、 金融機関、 公共団体、 大学等と の連携強化や支援

体制の構築に取り 組んだ。（ 再掲）  

○ 企業や公的産業支援機関が集積する KRP の立地及びネッ ト ワ ーク を活用し て総合的な企業支援を

実施する と と も に、 KRP フェ ス 2024 などイ ベント にも 積極的に参加する こ と で、 京都市産技研の見

える 化と 顧客獲得に努めた。  

【 連携事例】  

・ KRP 六者会への参画 

・ KRP フェ ス 2024 への参加 

・ 産技研 UC新春講演会を KRP35 周年の冠事業と し て実施 

○ 学会発表、 学術誌への投稿、 講演、 研究報告のオンラ イ ンでの発表、 経済団体の会員企業に向けた

シーズ技術の紹介等を通じ て研究成果の普及に努めた他、社会実装さ れた技術や研究成果の見える 化

を進めた。 ま た、 研究会活動を通じ て業界に向けた技術移転を進めた。（ 再掲）  

◆ 異業種交流のハブ、オープンイ ノ ベーショ ン拠点の一つと し て地域企業の新たな分野への進出を技術

面から 支援 

〇 京都市産技研が各業界のネッ ト ワ ーク をつなぐ ハブと なり 、分野を横断し た連携によ って新し い発
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想を創出でき る 環境を形成し 、 地域産業の振興に寄与し ていく ために設立し た、「 京都市産業技術研

究所ユーザーズコ ミ ュ ニティ （ 産技研 UC）」 の活動を本格化し 、 異業種交流の活性化につなげる 取組

を推進し た。（ 再掲）  

○ 令和 3 年 10 月に京都市産技研内に移設し た京都バイ オ計測センタ ーを適切に運営する と と も に、

同センタ ーの高度分析機器を活用し た共同研究、 講習会やシンポジウ ムの開催、 センタ ーのユーザー

ネッ ト ワ ーク を活用し た産学公連携の拠点のひと つと し て研究開発を 進めた。  

【 主な取組】  

・ 京都バイ オ計測センタ ー研究交流発表会の開催 

・ 京都バイ オ計測センタ ー令和 6 年度人材育成事業（ 分析技術講習会） の実施（ 全 8 回）  

・ バイ オコ ミ ュ ニティ 関西（ Bi ocK） への参画 

○ 事業者の技術支援やマッ チングのニーズなど を丁寧に汲み取り 、積極的な技術支援やマッ チングを

提案する ための「 御用聞き 型企業訪問」 を展開し た。（ 再掲）  

○ 地域企業のニーズ・ 課題を抽出し て分析する と と も に、 分野を横断し た複数のメ ンバーによ る 研究

体制の構築を推奨する こ と で、 地域企業が抱える 多様で複雑な社会課題の解決に向けた「 課題オリ エ

ンテッ ド の研究開発」 を構築・ 推進し た。（ 再掲）  

○ 各研究会が実施する 講演・ 講習会や見学会等の取組において、 テーマ設定に工夫を凝ら し 、 複数の

研究会会員が分野横断的に参加でき る 事業を展開し 、 異業種間の交流を促進し た。（ 再掲）  
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⑴ 財務に関する 情報 

項目 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

予算額（ 千円）  1, 340, 178 1, 191, 543 1, 188, 088 1, 492, 847 

決算額（ 千円）  

（ う ち人件費）  

1, 232, 133 

 ( 566, 818)  

1, 124, 426 

( 571, 142)  

1, 123, 892 

( 561, 720)  

1, 203, 735 

( 591, 500)  

経常費用（ 千円）  1, 179, 311 1, 206, 124 1, 180, 906 1, 286, 128 

経常収益（ 千円）  1, 213, 948 1, 229, 007 1, 236, 989 1, 340, 455 

行政サービス 実施コ ス ト （ 千円）  1, 122, 460 - - - 

行政コ ス ト 計算書（ 千円）  - 1, 794, 886 1, 310, 925 1, 453, 405 

※ 退職金含む。  

※ 予算額、 決算額は支出額を記載 

⑵ 人員に関する 情報 

職種 区分 
職員数 

R4 年 3 月 30 日 R5 年 3 月 30 日 R6 年 3 月 30 日 R7 年 3 月 30 日 

研究職 

常勤職員 51 名 50 名 48 名 47 名 

常勤再雇用職員 2 名 1 名 1 名 1 名 

非常勤再雇用職員 1 名 1 名 1 名 1 名 

常勤嘱託職員 0 名 1 名 1 名 1 名 

非常勤嘱託職員 2 名 2 名 2 名 1 名 

小計  56 名 55 名 53 名 51 名 

事務職 

常勤職員 6 名 7 名 11 名 11 名 

常勤再雇用職員 0 名 0 名 0 名 0 名 

非常勤再雇用職員 0 名 0 名 0 名 0 名 

任期付職員 6 名 5 名 2 名 2 名 

常勤嘱託職員 4 名 4 名 1 名 3 名 

非常勤嘱託職員 0 名 0 名 0 名 0 名 

小計  16 名 16 名 14 名 16 名 

合計  72 名 71 名 67 名 67 名 

※ 派遣契約職員を除く 。  

※ 役員を除く 。ただし 、常勤職員を兼ねる 役員（ 研究室長） は、表中の研究職の常勤職員に含む。  

職種 区分 
職員数 

R4 年 3 月 30 日 R5 年 3 月 30 日 R6 年 3 月 30 日 R7 年 3 月 30 日 

理事長 非常勤 1 名 1 名 1 名 1 名 

副理事長 常勤 1 名 1 名 1 名 1 名 

理事 常勤又は非常勤 2 名 2 名 2 名 3 名 

監事 非常勤 1 名 1 名 1 名 1 名 
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１  組織体制の強化 

⑴ 柔軟性・ 機動力の高い組織体制の構築 

限ら れた経営資源と 京都市の厳し い財政状況の下にあって、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ やＳ ｏ ｃ ｉ ｅ ｔ ｙ

５ ． ０ と いった社会経済状況や業界等のニーズの変化に柔軟に対応し ながら 地域企業の期待

に応えていく ため、 経営企画室、 研究室及び知恵産業融合センタ ーがそれぞれの機能を向上

さ せる と と も に、 緊密な連携を図る こ と で機動性を強化する 。 また、 中長期的な視点に立っ

た戦略的な組織編制を行う と と も に、 緊急性や重要度の高い課題には分野横断的にプロ ジェ

ク ト チームを編成する など、 し なやかで持続可能な組織体制を構築する 。  

◆ 各所属の機能向上、 緊密な連携と 分野を横断する 柔軟な組織の構築・ 運営 

○ プロ ジェ ク ト 推進室に副室長を配置する など 、分野横断的な柔軟な研究開発プロ ジェ ク ト の編成や

個別の研究課題の進捗管理体制等を強化し ている 。  

○ 経営戦略会議・ 企画調整会議・ 運営会議・ 研究室会議等を通じ て円滑な情報共有と 連携を図り 、 機

動的に各課題に対応する こ と に加え、 個別の業務改革・ 課題解決に向けてワ ーキンググループを 横断

的に組織し 、 柔軟に課題解決や新たな検討に取り 組む環境を整備し ている 。 さ ら に、 運営会議におい

ては引き 続き 京都市の担当所属が参加する など、 設置団体と の連携強化を図った。  

○ 研究開発委員会において、 研究成果の報告・ 検証や新たな研究テーマの検討、 進捗管理等を行い、

効果的・ 効率的な研究体制の構築を推進し た。（ 再掲）  

○ 地域企業のニーズ・ 課題を抽出し て分析する と と も に、 分野を横断し た複数のメ ンバーによ る 研究

体制の構築を推奨する こ と で、 地域企業が抱える 多様で複雑な社会課題の解決に向けた「 課題オリ エ

ンテッ ド の研究開発」 を構築・ 推進し た。（ 再掲）  

○ テレ ワ ーク 環境の導入・ 整備を実施し 、 外勤・ 出張時およ び在宅勤務時においても 、 職場出勤時と

同等の PC 環境で業務を 遂行する こ と が可能と なった。 こ れによ り 、 日常業務で使用する データ やソ

フト ウ ェ アへのアク セス が容易と なる など、 業務効率の向上と 多様な働き 方への対応に寄与し た。  

 ま た、 通話シス テムの円滑な運用を目的と し て、 所内ネッ ト ワ ーク 環境の強化を図り 、 通信状況が

不安定であった実験室内に Wi -Fi ルータ を新たに設置し た。 こ れによ り 職員間の連絡体制が改善さ

れ、 問い合わせ対応等においても 、 よ り 迅速かつ的確な対応が可能と なった。  

○ 所属長の裁量で執行可能な所属運営費を措置する こ と で、所属長によ る マネジメ ント 強化を図った。 

○ 高度化・ 多様化する 産業界のニーズに迅速・ 柔軟に応える ため、 京都市産技研が強みを持つ技術分

野を大括り にし たグループを設置する と と も に、 グループ内にユニッ ト を組織する こ と で、 組織のフ

ラ ッ ト 化、 縦割り を排し た技術分野の連携と 機動性の向上を図った。  

○ 持続可能な運営体制の維持向上などの観点から 、 事務部門の人材確保を推進し た。 ま ず、 令和 7 年

4 月 1 日付で正規事務職員 1 名の採用を決定し たほか、 既存の任期付契約職員 1 名の正規職員への転

任試験を実施する など、正職員化を順次進めている 。あわせて、新たに任期付契約職員も 1 名採用し 、
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中長期的な視野で法人運営を担う 人材を確保し た。  

さ ら に、令和 2 年度よ り 凍結し ていた研究職員の採用を再開し 、京都市産技研の事業環境を踏

ま えて必要な専門分野を精査し 、採用活動に取り 組んだ結果、令和７ 年度よ り 研究職員１ 名の採

用が決定し た。  

○ 京都市産技研の将来を 担う 若手職員を 中心と し て組織し たリ ブラ ン ディ ン グプロ ジェ ク ト チーム

を中心に、 全所を 巻き 込みながら 時代やス テーク ホルダーの要請に応じ た「 見える 化」 や「 連携」 を

進める ための取組を実施し た。（ 再掲）  

 

第３ 期中期計画記載事項 

１  組織体制の強化 

⑵ 人材育成 

地域企業をも のづく り 技術で支える 産業技術研究所において、 最大の資源は高度な専門性

と 技術を有する 現場の研究員であり 、 法人運営を支える 事務職員である 。 そのため、 人材確

保に当たっては、 中長期的な視点から 計画的に優秀な職員の採用を進める と と も に、 体系的

な研修の実施や必要な能力開発の支援等によ り 、 計画的に職員育成に取り 組む。 特に、 事業

活動の要と なる 研究員については学位の奨励を行い、 ま た、 優良職員には表彰を実施する な

ど、 適切なイ ンセンティ ブ制度を効果的に実施する 。  

◆ 体系的な研修や能力開発の支援 

○ 昨年度に引き 続き 、 京商ビジネス ス ク ール（ 京都商工会議所）・ 中小企業支援担当者等研修（ 中小

企業大学校） を受講する「 専門能力向上研修」 では、職員自ら の希望や意欲を踏ま えたキャ リ ア形成、

知識・ 能力の習得・ 習熟を促すこ と で、 マネジメ ント 力・ 技術プロ デュ ース 力を備えた職員の育成に

努めた。  

 ま た、 情報セキュ リ ティ 研修においては、 京都府警察サイ バー対策本部と 連携し 、 セキュ リ ティ 意

識の向上を図る と と も に、 情報漏えい等の事故を未然に防ぐ こ と を目的と し た研修を実施し た。  

 さ ら に、 メ ンタ ルヘルス 研修では、 京都予防医学センタ ーの保健師を講師に招き 、「 ス ト レ ス 対処

法と コ ミ ュ ニケーショ ンのコ ツ 」 をテーマに、 職場の良好な人間関係づく り を目的と し た研修を 実施

し た。  

【 実施研修一覧】  

内 容 実施日 

情報セキュ リ ティ 研修 R6. 11. 20 

メ ンタ ルヘルス 研修 R7. 1. 30 

コ ンプラ イ アンス 研修 R6. 12. 27 

○ 設置団体である 京都市の産業政策と 当研究所の役割への理解を深め、今後の業務に活かすこ と を目

的に、元京都市産業観光局長を講師に迎え、全職員を対象に「 京都市産業支援施策講座」 を実施し た。

（ R6. 8. 27）  
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◆ 学位の奨励、 優良職員表彰など 適切なイ ンセンティ ブ制度の効果的な実施 

○ 職員の創意工夫と 意欲の高揚を促進し 、 業務の改善、 効率化と と も に自由闊達で風通し の良い職場

風土の醸成を図る ため、 STS（ 職員提案制度） の運用を継続し た。  

○ 職員の前向き で積極的な取組に応える ため、 優良職員表彰制度を引き 続き 運用し た。 ま た、 学会や

業界団体等での講演を本務と し て実施し た研究員のイ ンセンティ ブと し て、成果普及手当の支給及び

所属への予算措置を実施し た。 その他、 業務上の学会発表（ 論文） に関する 経費（ 投稿料・ 別刷料・

英訳料） に関し 、 2 万円を上限と し て補助する こ と によ り 、 論文発表を推進し た。  

【 優良職員表彰】 2 件（ 企業活動の技術支援に顕著な業績： 1 件、 組織運営の改善： 1 件）  

【 論文発表費用補助実績】 5 件（ R5： 1 件）  

○ 博士号取得のための大学院博士課程の講義への参加について職務専念義務を 免除し 、仕事と 学業を

両立し ながら 、 資質を向上でき る よ う 支援し た。  

【 博士号取得者】 21 人（ R7 制度利用予定者 1 人）  

 

第３ 期中期計画記載事項 

１  組織体制の強化 

⑶ 技術の承継 

１ ０ ０ 年を超える 歴史を持つ産業技術研究所に蓄積さ れた得意技術や固有の技術を継承

し 、 さ ら に業界のニーズ等を汲みつつ発展さ せる ため、 産業技術研究所の技術を支えてき た

ＯＢ ・ Ｏ Ｇ 職員等を柔軟に採用する と と も に、 研究室内での互換性向上を通じ 、 技術や知恵

の承継と 有効活用につなげる 。  

◆ OB・ OG職員等も 活用し た得意技術・ 固有技術や知恵の承継 

○ 高度な専門性等を有する 研究フ ェ ロ ー（ アラ イ アンス 推進担当 1 名） を引き 続き 雇用し 、 その経験

と 知識を活用し た。  

○ 研究職と し ての優れた実績や能力を有する 職員（ 3 名） を OB職員と し て引き 続き 雇用し 、 専門知識

や技術・ 経験の円滑な承継を図った。  

○ 伝統産業技術後継者育成研修の講師と し て OB・ OG 職員を招聘する 等、 熟練の技術や知識の継承に

取り 組んだ。  

○ 研究員相互の活発な情報共有や意見交換を図る ため、 コ ミ ュ ニケーショ ンス ペース「 Pl at 」 を活用

し て職員間で好事例を共有する ためのイ ベント 「 Good Pr act i ce! 」 を開催する など、 互換性向上に

向けた取組を継続し た。  
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第３ 期中期計画記載事項 

２  業務改革の推進 

職員一人ひと り の生産性を向上さ せ、 業務の効率化と 経費節減を進める ため、 法令に基づ

く 評価制度を活用し てＰ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルによ る 業務執行を行う と と も に、 産業技術研究所の

利用者に対する 顧客満足度調査のブラ ッ シュ アッ プを図り 、 顧客から の評価やニーズをよ り

適切に把握する こ と で、 各種サービス の質の向上につなげていく 。  

ま た、 若手職員を中心と する 「 リ ブラ ンディ ングプロ ジェ ク ト チーム」 によ る 横断的な活

動や柔軟な発想をいかし て、 自由闊達で風通し の良い組織風土の醸成を推進する 。  

◆ 法令に基づく 評価制度及び顧客満足度調査を 活用し た業務の改善と 生産性の向上 

○ 地方独立行政法人法の規定に基づく 令和５ 年度の業務実績評価の結果、 京都市から「 中期計画の実

現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。」 と 評価を受けた。 ま た、 過年度の評価委員会における 意見や

指摘を踏ま えて、 リ ニュ ーアルし た HP や広報誌、 紹介動画等を活用し た、 分かり やすい情報発信に

努めた。  

○ 利用者へのアンケート については、 細やかなコ ミ ュ ニケーショ ンを図れる よ う に、 2 ヶ 月毎に年 6

回実施し 、82％以上の方から「 期待以上の結果を得ら れた」「 十分目的を 達し た」 と の回答があっ た。

（ 再掲）  

○ テレ ワ ーク 環境の導入・ 整備を実施し 、 外勤・ 出張時およ び在宅勤務時においても 、 職場出勤時と

同等の PC 環境で業務を 遂行する こ と が可能と なった。 こ れによ り 、 日常業務で使用する データ やソ

フト ウ ェ アへのアク セス が容易と なり 、 業務効率の向上と 多様な働き 方への対応に寄与し た。  

 ま た、 通話シス テムの円滑な運用を目的と し て、 所内ネッ ト ワ ーク 環境の強化を図り 、 通信状況が

不安定であった実験室内に Wi -Fi ルータ を新たに設置し た。 こ れによ り 職員間の連絡体制が改善さ

れ、 問い合わせ対応等においても 、 よ り 迅速かつ的確な対応が可能と なった。（ 再掲）  

◆ 「 リ ブラ ンディ ングプロ ジェ ク ト チーム 」 によ る 横断的活動など、 自由闊達で風通し の良い組織風土の醸成 

○ ステーク ホルダーを意識し た戦略的な広報活動を展開する ため、リ ブラ ンディ ングプロ ジェ ク ト チ

ームを 中心に策定し た広報媒体の再編方針に基づき リ ニュ ーアルし たホームページやパン フ レ ッ ト

等を活用し 、 各種イ ベント 等の機会を通じ て、 京都市産技研の PR を促進する と と も に、 令和 5 年度

に創刊し た広報誌「 京都市産業技術研究所 magazi ne」 を年 3 回発行し 、 京都市産技研の周知を進め

た。（ 再掲）  

○ 京都市産技研の将来を 担う 若手職員を 中心と し て組織し たリ ブラ ン ディ ン グプロ ジェ ク ト チーム

を中心に、 全所を 巻き 込みながら 時代やス テーク ホルダーの要請に応じ た「 見える 化」 や「 連携」 を

進める ための取組を実施し た。（ 再掲）  

○ 研究員相互の活発な情報共有や意見交換を図る ため、 コ ミ ュ ニケーショ ンス ペース「 Pl at 」 を活用

し て職員間で好事例を共有する ためのイ ベント 「 Good Pr act i ce! 」 を開催する など、 互換性向上に

向けた取組を継続し た。（ 再掲）  
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第２  業務運営の改善及び効率化に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

○ 職員の創意工夫と 意欲の高揚を促進し 、 業務の改善、 効率化と と も に自由闊達で風通し の良い職場

風土の醸成を図る ため、 STS（ 職員提案制度） の運用を継続し た。（ 再掲）  
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第３  財務内容の改善に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

第３ 期中期計画記載事項 

１  財政運営の効率化 

第３ 期中期目標期間における 予算、 収支計画及び資金計画は第５ に示す。 ※ 

予算の執行に当たっては、 地方独立行政法人の特性を十分に踏まえて弾力的な運用に努

め、 また、 デジタ ル技術を活用し たペーパーレス 化を進める こ と で業務内容の改善を進め、

ワ ーク ・ ラ イ フ・ バラ ンス の実現と 経費の節減を両立さ せる 。  

※ 中期計画から の転記であり 、 こ の評価書において予算等の記載はあり ま せん。  

◆ 予算執行の弾力的な運用と デジタ ル技術の活用によ る 生産性の向上や経費節減 

○ 支出予算の執行状況、 その財源と なる 収入見込額や収支差額等の適切な把握を行い、 計画的な予算

執行に努める と と も に、 年度途中に発生し た事態にも 迅速かつ適切に予算を 措置する など、 柔軟で弾

力的な予算執行を行った。  

○ テレ ワ ーク 環境の導入・ 整備を実施し 、 外勤・ 出張時およ び在宅勤務時においても 、 職場出勤時と

同等の PC 環境で業務を 遂行する こ と が可能と なった。 こ れによ り 、 日常業務で使用する データ やソ

フト ウ ェ アへのアク セス が容易と なり 、 業務効率の向上と 多様な働き 方への対応に寄与し た。  

 ま た、 通話シス テムの円滑な運用を目的と し て、 所内ネッ ト ワ ーク 環境の強化を図り 、 通信状況が

不安定であった実験室内に Wi -Fi ルータ を新たに設置し た。 こ れによ り 職員間の連絡体制が改善さ

れ、 問い合わせ対応等においても 、 よ り 迅速かつ的確な対応が可能と なった。（ 再掲）  

○ オンラ イ ンによ る 技術相談対応、関係機関と の協議、学会への参加等の機会の増加に対応する ため、

WEB会議専用ルームを継続し て運用し 、 効率的な業務環境を整えた。（ 再掲）  

○ 地方独立行政法人会計基準の改訂に伴い、 新たに追加、 変更さ れた財務諸表や会計処理方法等、 精

査し た上で対応する など、 適切な財務情報の提供に努めた。  
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第３  財務内容の改善に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

第３ 期中期計画記載事項 

２  多様な財源の確保 

京都市の厳し い財政状況も 踏まえ、 研究開発をはじ めと する 法人業務の充実を図る ため、

競争的資金等の外部資金を積極的に獲得し 、 有効に活用する と と も に、 設備機器の効率的な

活用や利用料金の見直し によ り 、 運営費交付金以外の自主財源を獲得する ための経営努力を

行う 。  

ま た、 産業技術研究所のユーザーや、 産業技術研究所がこ れま で支援し てき た企業を中心

と し たコ ミ ュ ニティ を形成し 、 参画企業に「 応援団」 と し て継続的に支援し ていただく ため

の取組を進める 。  

◆ 運営費交付金以外の自主財源の確保 

○ 他の研究機関や地域企業と も 連携し ながら 、国や公的機関の競争的資金をはじ めと する 外部資金を

積極的に獲得し 、 社会実装を見据えた研究開発を推進し た。（ 再掲）  

○ JKA補助金を 2 件分獲得（ R5： １ 件） する など 積極的に自主財源を確保する と と も に、 事業者のニ

ーズや技術の将来性を踏ま えながら 計画的な設備機器の整備に努めた。  

【 機器整備に係る 補助金額】  JKA： 30, 683 千円（ 2 件）  京都市補助金： 61, 000 千円（ 5 件）  

○ 令和 4 年 10 月から 、 使用料・ 手数料を経費に見合った適正な料金に改定する と と も に、 一律の料

金体系を見直し 、 企業規模に応じ た料金設定を導入し た。（ 再掲）  

○ 京都市産技研が各業界のネッ ト ワ ーク をつなぐ ハブと なり 、分野を横断し た連携によ って新し い発

想を創出でき る 環境を形成し 、 地域産業の振興に寄与し ていく ために設立し た、「 京都市産業技術研

究所ユーザーズコ ミ ュ ニティ （ 産技研 UC）」 の活動を本格化し 、 異業種交流の活性化につなげる 取組

を推進し た。（ 再掲）  

○ 寄附の手続き や、 税制上の優遇措置についてわかり やすく 説明し たチラ シ「 ご寄附のお願い」 を活

用し 、 企業訪問時に寄附を募る 活動を継続的に実施する と と も に、 来所者にも 京都市産技研への支援

をお願いする よ う 努めた。  

【 企業から の寄付額】 88 万円（ 1 社）  

【 自己収入の額】 311 百万円（ R5： 296 百万円）  
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第３  財務内容の改善に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

第３ 期中期計画記載事項 

３  サービス 向上等に向けた剰余金の有効活用 

経営努力によ って生じ た剰余金については、 地域企業の支援や研究開発の充実、 設備機器

の整備や業務の効率化等、 法人の円滑な業務運営のために必要な支出に充当する と と も に、

計画性をも って有効に活用する 。  

◆ 剰余金の有効活用 

○ 令和6年7 月に令和5 年度における 剰余金56 百万円の処分が京都市長よ り 承認さ れたこ と によ り 、

すでに承認を受けている 剰余金と 合わせ、合計 276 百万円が第 3 期中期目標期間の業務の財源と し て

充当する こ と が可能と なった。  

 こ れら の剰余金は、 外部資金等を活用し て購入し た設備機器に係る 償却予定額の財源と なる 他、 第

3 期中期目標期間における 研究環境の向上や中期計画の推進、 収入増につなげる ための事業、 法人の

財政基盤の安定化に向けた取組に活用する 財源と する こ と ができ る 。  

 ま た、 令和 6 年度決算においては 54 百万円の新たな剰余金が生じ ており 、 前述の積立金と 合わせ

た 330 百万円の剰余金を令和 7 年度以降に有効活用する 予定である 。  
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第４  その他業務運営に関する 重要事項の目標を達成する ためにと る べき 措置 

第３ 期中期計画記載事項 

１  法令順守と 情報管理 

職員にあっては、 公的機関に従事する 職員と し ての自覚を持ち、 法令や法人が定める 行動

理念、 コ ンプラ イ アンス推進指針を順守し 、 高い倫理観を持って業務を行う 。  

ま た、 市民に開かれた公設試験研究機関と し て、 地方独立行政法人法や京都市情報公開条

例等に基づき 、 事業内容や組織の運営状況などを積極的に公開・ 提供する 。  

同時に、 地域企業の研究開発や経営戦略に携わる 産業支援機関と し て、 職員の守秘義務と

組織と し ての秘密保持を徹底し 、 情報の漏えいを防止する 。  

◆ コ ンプラ イ アンス の順守と 職員の倫理観の涵養、 守秘義務や秘密保持の徹底 

○ 全職員を対象と する コ ンプラ イ アンス 研修（ 令和 6 年 12 月 27 日） を実施し 、 具体的な事例を紹介

し ながら 、コ ンプラ イ アンス 推進指針にも と づく 公的産業支援機関の職員と し てのコ ンプラ イ アンス

の順守、研究活動における 不正行為への対応等に関する 規程及び公的研究費の管理及び監査に関する

規程等に基づく 研究活動上の不正行為の防止、公的研究費の不正使用の防止をはじ めと する 法令順守

について周知徹底し た。 ま た、 服務規律の徹底、 業務の適切な管理等について、 運営会議を通じ て、

継続し て注意喚起を行った。  

○ 京都府警察サイ バー対策本部を講師に招き 、 情報セキュ リ ティ 対策に関する 最近の話題、 情報漏洩

やサイ バー攻撃への対策等について学習し 、情報セキュ リ ティ イ ンシデント を起こ さ ない力量を 身に

付ける ために、 情報セキュ リ ティ 研修（ 令和 6 年 11 月 20 日） を実施し た。  

○ 労働安全衛生法の新たな化学物質規制に対応する ために、薬品管理シス テムを利用し たリ ス ク アセ

ス メ ント を導入し 、 法改正に対応する 体制の構築を着実に進めている 。 その他、 薬品を取り 扱う 実験

室など飲食禁止場所を明確化し 安全衛生管理体制を強化し た。  

○ 業務方法書に基づき 、内部統制の推進、リ ス ク 管理体制の運用、情報セキュ リ ティ 対策の継続実施、

監事監査や内部監査など、 監察監（ 経営企画室業務担当理事） をト ッ プと する 法人内監察体制の下、

コ ンプラ イ アンス の順守に努めた。  

◆ 積極的な情報の開示 

○ 法人運営の透明性を担保する こ と で市民の信頼を得る ため、 ホームページに「 情報公開」 のページ

を設け、 定款、 業務方法書、 中期及び各年度の計画、 予算、 財務諸表、 事業報告書、 決算や各種規程

類などを公開し ている 。  

○ 地方独立行政法人会計基準の改訂に伴い、 新たに追加、 変更さ れた財務諸表や会計処理方法等、 精

査し た上で対応する など、 適切な財務情報の提供に努めた。（ 再掲）  
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第４  その他業務運営に関する 重要事項の目標を達成する ためにと る べき 措置 

第３ 期中期計画記載事項 

２  施設維持と 安全管理 

施設の適切な維持を行う ため、 継続的な保守管理を行う と と も に、 中長期的な視点に立

ち、 計画的な改修を行っていく こ と によ り 施設の長寿命化を図る 。 また、 保有する 資産の状

況を絶えず点検し 、 有効活用に取り 組む。  

さ ら に、 大規模災害や感染症等の緊急事態発生時に適切な対応を行う ため令和３ 年１ 月に

策定し た事業継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） を活用し た対応訓練等を行う など、 危機管理を徹底する 。  

◆ 継続的な保守管理と 計画的な改修によ る 施設の長寿命化 

○ 水銀含有製品の不使用、二酸化炭素排出量の抑制及び光熱水費の効果的な削減を図る こ と を目的に、

令和 4 年度から 3 年間の計画で照明設備の LED化を進め、令和 5 年度は建物 5 階から 7 階およ び屋上

の照明を LED照明に交換し 、 令和 6 年度末ま でに、 建物全ての LED化が完了し た。  

○ 中長期的な視点に立った効果的・ 効率的な施設の維持管理を推進する ため、 竣工後 30 年間（ 2040

年ま で） に必要な建物設備の修繕計画をま と めた長期修繕計画（ 平成 28 年 6 月作成） に基づき 、 計

画的に修繕を実施する と と も に、その他の修繕についても 必要性を見極めたう えで適切なタ イ ミ ング

で実施し た。 例と し て、 自動制御機器の更新、 GHP の修繕、 軟水器イ オン交換樹脂の定期交換、 排水

処理設備の一部更新、 排気フ ァ ンのメ ンテナンス 、 室内機フィ ルタ ーの洗浄、 屋上ボイ ラ ーの更新な

どを行った。 ま た、 翌年度に実施予定である 大規模な空調設備更新にかかる 準備を進めた。  

【 建物設備修繕費】 13, 125 千円（ R5： 13, 931 千円）  

◆ BCP を活用し た対応訓練など危機管理の徹底 

○ 防火防災管理委員会を開催し 、 研究所における 災害時の課題等について情報共有を行い、 改善策等

を議論し た。ま た、京都リ サーチパーク（ KRP） が主催する KRP 地区総合( 消防) 訓練（ 令和 6 年 11 月）

に参加する と と も に、 同日に産業技術研究所においても 自衛消防訓練を実施し た。 加えて、 KRP 地区

消火器等取扱訓練（ 令和 6 年 11 月） や KRP 地区内で開催さ れた下京消防署によ る 普通救命講習会（ 令

和 6 年 9 月） へ参加する など 、 職員の危機管理意識の向上を図る と と も に KRP 地区における 防災連携

を強化し た。  

○ 職場環境の安全衛生の向上を図る ため、 安全衛生委員会を定期的に開催し たほか、 定時退庁日の設

定や各種健康診断の実施、 メ ン タ ルヘルス 研修の実施、 産業医によ る 職場巡視の実施、 衛生管理の観点

から のペーパータ オル 推奨及び配布など 、職員の健康確保及びそれに必要な職場環境づく り に努める と

と も に、安全衛生委員会や産業医等の指摘項目について適宜改善する など、職場の安全対策を講じ た。 

○ 化学物質等管理シス テムを活用し て、薬品・ 高圧ガス 等の入出庫や在庫管理を適切に行う と と も に、

化学物質の管理マニュ アルに基づき 事業活動に使用する 化学物質・ 高圧ガス 等の適正な管理と 処分等

を行う こ と で、 環境負荷の低減に努めた。 さ ら に、 労働安全衛生法の新たな化学物質規制に対応する

ために、 薬品管理シス テムを利用し たリ ス ク アセス メ ント を導入し 、 法改正に対応する 体制の構築を

着実に進めた。
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取組の内容、 事業例など

・ 多様な方法によ る 相談の実施

・ 総合相談窓口を起点と する ワ ンス ト ッ プの相談対応

・ 広域的な連携の枠組みを活用し た事業者支援（ 関西広域連合、 産業

技術連携推進会議など ）

・ 「 相談し やすい産技研」 を 推進する 技術ソ リ ュ ーショ ン 集『 依頼試

験のト リ セツ 』 の活用

・ 企業規模等に応じ た適正な料金設定（ R4.10月に見直し ）

・ 事業者のニーズを 掘り 起こ し 、 積極的な技術支援やマッ チングを提

案する 「 御用聞き 型企業訪問」 の展開

・ 他の産業支援機関や経済団体、 金融機関等と 連携を 強化し 、 それぞ

れの強みを いかし た総合的な事業者支援の展開（ 協働によ る イ ベント

の実施、 金融支援と 一体と なっ た技術支援、 各種連携体への参画な

ど ）

・ 研究員の専門性や知見をいかし た質の高い試験・ 分析サービ ス の提

供

・ 事業者のニーズに適切に対応する オーダーメ イ ド 型試験の提案と 実

施

・ 高度な試験・ 分析や本格的な研究に進む判断材料を 得る ための簡易

受託研究の推進（ R5.12月に制度創設）

・ 「 相談し やすい産技研」 を 推進する 技術ソ リ ュ ーショ ン 集『 依頼試

験のト リ セツ 』 の活用【 再掲】

・ 積極的なフ ォ ロ ーアッ プやアンケート など を 通じ て利用者と のコ

ミ ュ ニケーショ ンを 図り 、 技術支援の成果や新たな課題を 捕捉

・ 企業規模等に応じ た適正な料金設定【 再掲】

・ 利用者の利便性向上に向けた、 迅速分析評価室をはじ めと し た複数

の分析室に設置し た機器の再配置及びレ ン タ ルラ ボ設置の検討

・ 機種選定委員会によ る 事業者ニーズを踏ま えた計画的な機器整備と

保有機器の適正な管理・ 保守・ 校正

産技研に蓄積さ れた研究力を 活かし た伴走支援機器の充実

・ 京都バイ オ計測セン タ ーと も 連携し た産技研保有機器や保有技術を

活用し た評価技術講習会の充実

【 指標①】 新規利用者数＜700件以上＞

【 指標②】 無料の技術相談件数

( 2)  試験・ 分析、 設備機器の整備及び利用

〇多様化する 事業者のニー
ズに即し た柔軟な対応

〇伝統産業から 先進産業ま
で、 地域企業・ ス タ ート
アッ プなど 幅広い事業者が
気軽に相談し やすい環境づ
く り

〇事業者と の接点強化によ
る ニーズ把握の徹底と 活用

地方独立行政法人京都市産業技術研究所　 令和7年度　 年度計画

取組項目

〇設備機器の整備と 利活用
の拡大

【 指標③】 有料の技術相談＋試験・ 分析＋設備利用の件数＜14, 000件以上＞

【 指標④】 依頼試験のう ち、 オーダーメ イ ド 試験の割合

第１ 　 住民に対し て提供する サービ ス その他の業務の質の向上に関する 目標を 達成する ためにと る べき
措置

１ 　 ６ 本柱を 深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実

( 1)  技術相談
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・ 実践型の研究開発能力向上を 図る 人材育成事業である ORT（ On the

Research Training） によ る ベンチャ ー・ ス タ ート アッ プの支援、 産技

研保有の技術の普及・ 移転、 事業後の習得技術のフ ォ ロ ーアッ プの実

施

・ 企業の生産現場等に直接出向き 、 技術指導や講演を 行う 研究員派遣

制度等の実施

・ 京都バイ オ計測セン タ ーと も 連携し た産技研保有機器や保有技術を

活用し た評価技術講習会の充実【 再掲】

・ 陶磁器、 釉薬、 漆工、 西陣織、 染色、 京友禅の各分野における 業界

と 連携し た技術者育成のための実践的な研修（ 伝統産業技術後継者育

成研修） の実施

・ 「 京も の」 製造に携わる 担い手への幅広い支援（ 販売支援、 情報提

供、 マッ チング等）

・ 研究開発委員会を 中心と し て研究テーマの検討・ 進捗管理・ 成果の

検証や展開等を 行い、 効果的・ 効率的な研究体制を構築

・ 国や公的機関の競争的資金を はじ めと する 外部資金を積極的に獲得

し 、 研究開発に必要な財源を 確保・ 充実

・ 多様化・ 複雑化する 社会課題の解決に向けて分野横断で取り 組む

「 課題オリ エンテッ ド の研究開発」 の推進

・ 他の研究機関や地域企業と の連携によ る オープンイ ノ ベーショ ンの

推進

・ 専門の枠を超えて議論を 行う 研究ゼミ ナール等の実施

・ 高度な試験・ 分析や本格的な研究に進む判断材料を 得る ための簡易

受託研究の推進【 再掲】

・ 高度化する 企業のも のづく り 上の技術課題解決を支援する 共同研

究・ 受託研究の実施

・ 他の研究機関や地域企業と の連携によ る オープンイ ノ ベーショ ンの

推進【 再掲】

・ 産技研内に開設し ている 京都バイ オ計測センタ ーの運営と 、 同セン

タ ーの機能を活用し たオープン イ ノ ベーショ ンの推進

〇事業者の課題・ ス テージ
に応じ た共同研究・ 受託研
究の実施

〇も のづく り 現場を 担う 技
術者の育成、 研究員の派遣
等を 通じ た技術や研究成果
の移転

〇伝統産業分野の後継者育
成と 担い手に対する 息の長
い支援

【 指標⑤】
研修（ 伝統産業技術後継者育成研修を含む） ＋セミ ナー等＋派遣指導（ 技術指導） の修
了・ 受講者数＜200人以上＞

( 4)  研究開発の推進

ア　 戦略的な研究開発の推進

( 3)  も のづく り の担い手支援

〇社会課題の解決に資する
研究開発の推進と 最適・ 柔
軟な研究体制の構築

イ 　 共同研究、 受託研究
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・ 他の産業支援機関や経済団体、 金融機関等と 連携を 強化し 、 それぞ

れの強みを いかし た総合的な事業者支援の展開【 再掲】

・ 他の研究機関や学術団体、 大学等と の連携・ 協働（ 学術誌への投

稿、 学会や講演会での発表、 連携イ ベント 等）

・ 研究会活動を 通じ た研究成果等の技術移転

・ 企業の生産現場等に直接出向き 、 技術指導や講演を 行う 研究員派遣

制度等の実施【 再掲】

・ 他の研究機関や地域企業と の連携によ る オープンイ ノ ベーショ ンの

推進【 再掲】

・ アラ イ アンス 推進アド バイ ザーを活用し た技術移転の促進

・ 職務発明等に関する 要綱に基づく 知的財産の適正な管理と 効果的な

運用

・ 知恵創出“目の輝き ”認定企業を はじ め研究開発や技術支援を通じ て

創出し た成果・ 技術等の整理と 分かり やすい情報発信

・ 知恵創出“目の輝き ”認定企業を はじ め研究開発や技術支援を通じ て

創出し た成果・ 技術等の整理と 分かり やすい情報発信【 再掲】

・ 技術支援の成果や新たな課題を 捕捉し 、 更なる 支援につなげる ため

の利用者の積極的なフ ォ ロ ーアッ プ【 再掲】

・ 他の研究機関や地域企業と の連携によ る オープンイ ノ ベーショ ンの

推進【 再掲】

・ 他の産業支援機関や経済団体、 金融機関等と 連携を 強化し 、 それぞ

れの強みを いかし た総合的な事業者支援の展開【 再掲】

・ 「 京も の」 製造に携わる 担い手への幅広い支援【 再掲】

・ 多様な主体を 巻き 込み、 異業種間の横断的な活動を 支援する ために

構築さ れたユーザーズコ ミ ュ ニティ を 運営し 、 異業種交流ハブの具現

化を 推進

( 5)  知恵産業の推進

〇付加価値の高い新技術・
新製品の開発や市場開拓な
ど 産技研の支援を 「 出口」
につなげる 事業者の支援

〇地域企業の技術やシーズ
の橋渡し によ る ビ ジネス 創
出、 プロ モーショ ン や販路
開拓の支援などによ る 事業
者の「 稼ぐ 力」 の向上

【 指標⑨】  技術支援によ る 成果事例の件数＜35件以上＞

【 指標⑥】 共同研究の件数＜35件以上＞

【 指標⑦】 産業技術研究所が承継し た職務発明等の件数

【 指標⑧】
学会等での発表＋研究論文や専門誌の執筆＋講演会等での発表や展示（ 研究会関連を 含
む。 ） 等の件数

ウ 　 研究成果の普及

〇技術の実用化・ 製品化
（ 技術の産業化） に向けた
成果の普及と 技術移転

〇技術移転を 念頭に置いた
技術や知的財産の適切な権
利化、 保護及び活用
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・ 各研究会によ る 業界における 課題の解決や会員企業の技術向上に資

する 取組の推進

・ 事業者のニーズを 掘り 起こ し 、 積極的な技術支援やマッ チングを提

案する 「 御用聞き 型企業訪問」 の展開【 再掲】

・ 研究会活動を 通じ た研究成果等の技術移転【 再掲】

・ 複数の研究会が参画し て試作や共同開発、 講演会等を行う 横断的活

動の実施

・ 多様な主体を 巻き 込み、 異業種間の横断的な活動を 支援する ために

構築さ れたユーザーズコ ミ ュ ニティ を 運営し 、 異業種交流ハブの具現

化を 推進【 再掲】

・ 令和5年度に策定し た「 広報媒体の戦略的再編方針/SNS運用方針」

及び「 VIガイ ド ラ イ ン」 に基づく 到達主義の情報発信

・ 他の産業支援機関や経済団体、 金融機関等と 連携を 強化し 、 それぞ

れの強みを いかし た総合的な事業者支援の展開【 再掲】

・ 知恵創出“目の輝き ”認定企業を はじ め研究開発や技術支援を通じ て

創出し た成果・ 技術等の整理と 分かり やすい情報発信【 再掲】

・ 「 相談し やすい産技研」 を 推進する 技術ソ リ ュ ーショ ン 集『 依頼試

験のト リ セツ 』 の活用【 再掲】

・ 他の研究機関や学術団体、 大学等と の連携・ 協働【 再掲】

・ 積極的なフ ォ ロ ーアッ プやアンケート など を通じ て利用者と のコ

ミ ュ ニケーショ ンを 図り 、 技術支援の成果や新たな課題を 捕捉【 再

掲】

・ 事業者のニーズを 掘り 起こ し 、 積極的な技術支援やマッ チングを提

案する 「 御用聞き 型企業訪問」 の展開【 再掲】

・ リ ブラ ンディ ングプロ ジェ ク ト チームに所属する 職員の個性と 専門

性を いかし た活動の推進

【 指標⑪】 新聞やテレ ビ 等のメ ディ アへの露出件数＜35件以上＞

【 指標⑫】 産業技術研究所公式Facebookへの投稿件数

〇研究会参画のメ リ ッ ト と
成果の「 見える 化」

〇異業種間の横断的活動の
支援を通じ たイ ノ ベーショ
ン の創出

【 指標⑩】 新規会員獲得数＜25件以上＞
２ 　 情報発信と ニーズ把握の徹底

〇研究員一人ひと り が主役
の情報発信によ る 産技研の
「 見える 化」 を推進し 、 同
時に組織の活性化等につな
げる PR戦略の展開

( 6)  研究会活動
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３ 　 連携の充実・ 強化

・ 京都市を はじ めと する 自治体や国の機関と の連携

・ 他の産業支援機関や経済団体、 金融機関等と 連携を 強化し 、 それぞ

れの強みを いかし た総合的な事業者支援の展開【 再掲】

・ 様々な企業や公的機関、 産業支援機関が集積する KRPの立地・ ネッ

ト ワ ーク の活用

・ 広域的な連携の枠組みを 活用し た事業者支援【 再掲】

・ 他の研究機関や学術団体、 大学等と の連携・ 協働【 再掲】

・ 多様な主体を 巻き 込み、 異業種間の横断的な活動を 支援する ために

構築さ れたユーザーズコ ミ ュ ニティ を 運営し 、 異業種交流ハブの具現

化を 推進【 再掲】

・ 産技研内に開設し ている 京都バイ オ計測センタ ーの運営と 、 同セン

タ ーの機能を活用し たオープン イ ノ ベーショ ンの推進【 再掲】

・ 事業者のニーズを 掘り 起こ し 、 積極的な技術支援やマッ チングを提

案する 「 御用聞き 型企業訪問」 の展開【 再掲】

・ アラ イ アンス 推進アド バイ ザーを活用し た技術移転の促進【 再掲】

・ 他の研究機関や地域企業と の連携によ る オープンイ ノ ベーショ ンの

推進【 再掲】

・ 複数の研究会が参画し て試作や共同開発、 講演会等を行う 横断的活

動の実施【 再掲】

【 指標⑬】 産業支援機関と の連携件数＜50件以上＞

〇企業支援のネッ ト ワ ーク
を 構築・ 強化し 、 互いの強
みを いかし た総合的な産業
支援

〇異業種交流のハブ、 オー
プンイ ノ ベーショ ン 拠点の
一つと し て地域企業の新た
な分野への進出を 技術面か
ら 支援
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・ 経営戦略会議・ 企画調整会議・ 運営会議等を通じ たガバナンス の確

保と オール職員体制によ る 所の運営

・ 研究開発委員会を 中心と し て研究テーマの検討・ 進捗管理・ 成果の

検証や展開等を 行い、 効果的・ 効率的な研究体制を構築【 再掲】

・ 多様化・ 複雑化する 社会課題の解決に向けて分野横断で取り 組む

・ 業務の効率化・ デジタ ル技術を 活用し た生産性の向上と 経費節減の

推進

・ 所属⾧ の裁量によ る 予算執行など を 通じ たマネジメ ント 力の強化

・ 専門の枠を超えて議論を行う 研究ゼミ ナール等の実施【 再掲】

・ 職員研修実施計画に基づく 計画的・ 体系的な研修を 通じ た能力開発

及び人材育成（ 階層別研修・ 専門能力向上研修・ 基本研修）

・ 専門の枠を超えて議論を行う 研究ゼミ ナール等の実施【 再掲】

・ 職員の創意工夫と 意欲の高揚を 促進し 、 業務の改善と 効率化につな

げる ために令和4年度に導入し た職員提案制度（ STS ） の運用

・ 業績表彰、 善行表彰の実施

・ 大学院博士課程の就学に係る 職務に専念する 義務の免除

・ 再雇用制度の活用によ る OB・ OG職員の採用、 段階的な定年の引上

げ・ 役職定年・ 定年前再任用など 京都市に準じ た制度の導入

・ OB・ OG職員を 伝統産業技術後継者育成研修の講師等と し て招聘

し 、 熟練の技術や知識を 適切に継承

・ 研究員相互の活発な情報共有や意見交換を通じ た技術の承継や事業

者支援のための能力の底上げ

( 2)  人材育成

〇体系的な研修や能力開発
の支援

〇学位の奨励、 優良職員表
彰など 適切なイ ン センティ
ブ制度の効果的な実施

( 3)  技術の承継

〇OB・ OG職員等も 活用し た
得意技術・ 固有技術や知恵
の承継

第２ 　 業務運営の改善及び効率化に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置
１ 　 組織体制の強化
( 1)  柔軟性・ 機動力の高い組織体制の構築

〇各所属の機能向上、 緊密
な連携と 分野を横断する 柔
軟な組織の構築・ 運営
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・ 業務の効率化・ デジタ ル技術を 活用し た生産性の向上と 経費節減の

推進【 再掲】

・ 地方独立行政法人法に基づく 自己評価（ 業務実績評価） 並びに京都

市及び評価委員会によ る 評価を 踏ま えた業務改善の推進

・ 次期中期計画策定に向けた取組の推進

・ 積極的なフ ォ ロ ーアッ プやアンケート など を通じ て利用者と のコ

ミ ュ ニケーショ ンを 図り 、 技術支援の成果や新たな課題を 捕捉【 再

掲】

・ 多様化・ 複雑化する 社会課題の解決に向けて分野横断で取り 組む

「 課題オリ エンテッ ド の研究開発」 の推進【 再掲】

・ 産業支援をよ り 推進し ていく ための現状分析（ 先進事例等）

・ 研究員相互の活発な情報共有や意見交換を通じ た技術の承継や事業

者支援のための能力の底上げ【 再掲】

・ 職員の創意工夫と 意欲の高揚を 促進し 、 業務の改善と 効率化につな

げる ために令和4年度に導入し た職員提案制度（ STS ） の運用【 再掲】

・ リ ブラ ンディ ングプロ ジェ ク ト チームに所属する 職員の個性と 専門

性を いかし た活動の推進【 再掲】

〇法令に基づく 評価制度及
び利用者と のコ ミ ュ ニケー
ショ ンを 通じ た業務の改善
と 生産性の向上

〇「 リ ブラ ンディ ン グプロ
ジェ ク ト チーム」 によ る 横
断的活動など 、 自由闊達で
風通し の良い組織風土の醸
成

２ 　 業務改革の推進
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・ 地方独立行政法人の機動性を いかし た柔軟で弾力的な予算執行

・ 業務の効率化・ デジタ ル技術を 活用し た生産性の向上と 経費節減の

推進【 再掲】

・ 地方独立行政法人会計基準の改訂への対応

・ 国や公的機関の競争的資金を はじ めと する 外部資金を積極的に獲得

し 、 研究開発に必要な財源を 確保・ 充実【 再掲】

・ 共同研究・ 受託研究の適切な料金設定（ R5.12月に見直し 実施）

・ 機器整備に係る 補助金の獲得

・ 企業規模等に応じ た適正な料金設定【 再掲】

・ 企業等への寄付の呼び掛け

・ 必要に応じ た剰余金の計画的・ 効果的な活用

〇運営費交付金以外の自主
財源の確保

【 指標⑭】 自己収入の額＜3億円以上＞

３ 　 サービ ス 向上等に向けた剰余金の有効活用

〇剰余金の有効活用

第３ 　 財務内容の改善に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置

１ 　 財政運営の効率化

〇予算執行の弾力的な運用
と デジタ ル技術の活用によ
る 生産性の向上や経費節減

２ 　 多様な財源の確保

8 / 12 ページ
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・ 職員研修実施計画に基づく 計画的・ 体系的な研修を 通じ た能力開発

及び人材育成【 再掲】

・ 労働安全衛生法など 関連法令改正等への対応

・ 監察監を ト ッ プと する 監察体制の適切な運用

・ HPにおける 法人情報の適宜開示

令和5年度に策定し た「 広報媒体の戦略的再編方針/SNS運用方針」 及

び「 VIガイ ド ラ イ ン 」 に基づく 到達主義の情報発信【 再掲】

・ 大規模修繕の実施（ 空調設備更新）

・ 計画的な建物修繕

・ 防火・ 防災管理委員会、 安全衛生委員会、 環境管理責任者会議の適

切な運営

・ 産業医巡視等の実施

・ BCPに基づく 事故・ 災害対応訓練等の実施

１ 　 法令順守と 情報管理

〇コ ンプラ イ アン ス の順守
と 職員の倫理観の涵養， 守
秘義務や秘密保持の徹底

〇積極的な情報の開示

２ 　 施設維持と 安全管理
〇継続的な保守管理と 計画
的な改修によ る 施設の長寿
命化

〇BCPを活用し た対応訓練な
ど 危機管理の徹底

第４ 　 その他業務運営に関する 重要事項の目標を達成する ためにと る べき 措置

9 / 12 ページ
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金額（ 単位： 百万円）

903

61

816

315

74

75

74

2

50

2

38

11

2, 106

852

37

82

74

2

657

111

816

327

2, 106

施設整備費

業務費

技術研究経費

受託研究等研究経費

受託事業経費

補助金事業経費

職員人件費

施設改修費

一般管理費

計

［ 人件費の見積り ］ 総額　 600百万円を支出する 。 （ 退職手当は除く 。 ）
※　 退職手当については、 地方独立行政法人京都市産業技術研究所が定める 規程に基づき 所定金額を
支給する 。
※　 一般管理費については、 研究機器保守費及び機器修理費が含ま れている 。

支出

第５ 　 予算（ 人件費の見積り を 含む。 ） 、 収支計画及び資金計画

１ 　 予算（ 人件費の見積も り を 含む。 ）

区分

収入

運営費交付金

施設整備費補助金

補助金収入

寄付金等収入

雑収入

計

施設改修負担金

自己収入

事業収入

受託研究等収入

受託事業収入

補助金事業収入

前中期目標期間繰越積立金取
崩額

10 / 12 ページ
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金額（ 単位： 百万円）

1, 562
1, 562

1, 455

38

84

75

2

272

657

327

0

0

107

1, 549
1, 549

814

75

76

74

2

272

2

38

89

107

12

90

5

▲13

13

0

引当金見返に係る 収益

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等
戻入

資産見返補助金等戻入

資産見返寄付金戻入

純利益（ ▲純損失）

前中期目標期間繰越積立金取
崩額

総利益（ ▲総損失）

受託研究等収益

受託事業収益

補助金等収益

負担金収入

寄付金等収入

雑益

雑損

減価償却費

経常収益

運営費交付金収益

事業収益

収益の部

区分

費用の部

財務費用

２ 　 収支計画

受託事業経費

補助金事業経費

施設改修経費

職員人件費

一般管理費

経常費用

業務費

技術研究経費

受託研究等研究経費（ 寄
付金を含む）

11 / 12 ページ

71



金額（ 単位： 百万円）

2, 407
1, 440

667

0

300

2, 407
2, 073

903

75

76

74

111

2

816

2

14

0
22

312

投資活動によ る 収入

財務活動によ る 収入

前事業年度から の繰越金

寄付金等収入

その他収入

事業収入

受託研究等収入

受託事業収入

補助金収入

補助金事業収入

負担金収入

投資活動によ る 支出

翌事業年度への繰越金

業務活動によ る 収入

運営費交付金収入

財務活動によ る 支出

資金収入

業務活動によ る 支出

３ 　 資金計画

区分

資金支出

12 / 12 ページ
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自己
評価

京都市
評価

自己
評価

京都市
評価

自己
評価

京都市
評価

自己
評価

京都市
評価

4 4 4 4 4 4 - -

A Ｓ A A B B - -

A Ａ A A A A - -

A Ａ A Ｓ A S - -

B Ｂ B B B B - -

A Ｓ A A A A - -

A Ｂ A A A S - -

A Ａ A Ｓ A S - -

A Ａ A Ａ A Ａ - -

4 4 4 4 4 4 - -

A Ａ A Ａ A Ａ - -

A Ａ A Ａ A Ａ - -

4 4 4 4 4 4 - -

A Ａ A Ａ A Ａ - -

B Ｂ B Ｂ A A - -

A Ａ A Ａ A Ａ - -

4 4 4 4 4 4 - -

A Ａ A Ａ A Ａ - -

A Ａ A Ａ A Ａ - -

【 京都市評価基準】

●小項目（ １ ５ 項目） 評価

 評価Ｓ ： 年度計画について、 特筆すべき 業績を挙げている 。

 評価Ａ ： 年度計画を 十分に達成し ている 。

 評価Ｂ ： 年度計画をおおむね達成し ている 。

 評価Ｃ ： 年度計画の達成に至っ ていない。

 ※ 産技研自己評価は、 ３ 段階（ Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ ） で評価。

●大項目（ ４ 項目） 評価

  評価５ ： 中期計画の実現に向けて、 特筆すべき 進捗状況にある 。

  評価４ ： 中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。

     （ 全ての小項目がＳ 又はＡ 又はＢ ）

  評価３ ： 中期計画の実現に向けて、 おおむね計画ど おり 進んでいる 。

     （ Ｓ 又はＡ 又はＢ の小項目の割合が９ 割以上）

  評価２ ： 中期計画の実現のためには、 遅れている 。

     （ Ｓ 又はＡ 又はＢ の小項目の割合が９ 割未満）

  評価１ ： 中期計画の実現のためには、 重大な改善すべき 事項がある 。

 ※ 産技研自己評価は、 ３ 段階（ ４ 、 ３ 、 ２ ） で評価。

R4 R5 R6 R7

⑵ 試験・ 分析、 設備機器の整備及び利用

⑶ も のづく り の担い手育成

⑷ 研究開発の推進

第２  業務運営の改善及び効率化に関する 目標を達成する

 ためにと る べき 措置

１  法令順守と 情報管理

２  施設維持と 安全管理

１  財政運営の効率化

２  多様な財源の確保

３  サービス向上等に向けた剰余金の有効活用

第４  その他業務運営に関する 重要事項の目標を達成する

 ためにと る べき 措置

令和６ 年度　 地方独立行政法人京都市産業技術研究所　 項目別評価結果総括表

項目

第１  住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の

 向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置

１  ６ 本柱を深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実

第３  財務内容の改善に関する 目標を達成する ためにと る

 べき 措置

２  業務改革の推進

⑸ 知恵産業の推進

⑹ 研究会活動

２  情報発信と ニーズ把握の徹底

３  連携の充実・ 強化

１  組織体制の強化

⑴ 技術相談

 1

75



R4 R5 R6

864 1,574 2,255

864 710 681

123% 101% 97%

10,856 22,092 33,319

10,856 11,236 11,227

- - -

17,650 32,715 50,609

17,650 15,065 17,894

126% 108% 128%

2.0 4.2 6.2

1.9 2.2 2.0

- - -

213 603 992

213 390 389

107% 195% 195%

34 66 94

34 32 28

97% 91% 80%

2 5 7

2 3 2

- - -

145 292 449

145 147 157

- - -

52 92 132

52 40 40

149% 114% 114%

15 35 114

15 20 79

86% 114% 451%

45 105 203

45 60 98

129% 171% 280%

180 443 637

180 263 194

- - -

59 116 178

59 57 62

118% 114% 124%

2.62 5.58 8.69

2.62 2.96 3.11

87% 99% 104%

1(2) 試験・ 分

析、 設備・ 機器

の利用

有料の技術相談＋試験・ 分析＋設備利用

の件数（ 単位： 件）
56,000 14,000

関連
項目

指標
中 期 計 画
目 標 値

年度計画
目標値

( 単年度)

進捗状況

上段： 各年度終了時の累計実績

下段： 単年度の実績・ 達成率

依頼試験のう ち、 オーダーメ イ ド 試験の

割合（ 単位： ％）
- -

令和６ 年度　 地方独立行政法人京都市産業技術研究所　 数値目標（ 中期計画） 進捗状況（ 単年度実績）

無料の技術相談件数（ 単位： 件） - -

1(1) 技術相談

新規利用者数（ 単位： 件） 2,800 700

2 情報発信と ニー

ズ把握の徹底

新聞やテレ ビ等のメ ディ アへの露出件数

（ 単位： 件）
140 35

1(4)研究開発の

推進

共同研究の件数（ 単位： 件） 140 35

1(3)も のづく り

の担い手育成

研修＋セミ ナー等＋派遣指導の修了・ 受

講者数（ 単位： 人）
800 200

学会等での発表＋研究論文や専門誌の執

筆＋講演会等での発表や展示等の件数

（ 単位： 件）

- -

産業技術研究所公式Facebookへの投稿件

数（ 単位： 件）
- -

産業技術研究所が承継し た職務発明等の

件数（ 単位： 件）
- -

1(6)研究会活動 新規会員獲得数（ 単位： 件） 70 17.5

1(5)知恵産業の

推進

技術支援によ る 成果事例の件数（ 単位：

件）
140 35

2 多様な財源の確

保
自己収入の額（ 単位： 億円） 12 3

3 連携の充実・ 強

化
産業支援機関と の連携件数（ 単位： 件） 200 50
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全体評価（ 総括）  

第３ 期中期目標期間（ 令和４ ～７ 年度） の３ 年目と なる 令和６ 年度の業務実績に関する 全体評価（ 総括）

は、 第３ 期中期目標において掲げたいずれの課題に対し ても 取組を進め、 全ての大項目について「 評価４  

中期計画の実現に向けて、 計画どおり 進んでいる 。」 と 評価し ている こ と から 、「 中期計画の達成に向け、

全体と し て計画どおり 進んでいる 。」 と 判断する 。  

なお、 中期計画で定めた数値目標については、 単年度の数値目標（ ９ 項目） に一部未達成（ ２ 項目） が

ある も のの、 も のづく り の担い手育成に努める と と も に、 研究会活動の活性化や情報発信と ニーズ把握の

徹底を行ったこ と によ り 、「 研修やセミ ナー等の受講者数」 や「 新規会員獲得数」、「 新聞やテレビ等のメ デ

ィ アへの露出件数」 は年度目標を上回り 、 大幅に達成し ている 。  

令和６ 年度は、 京都市産技研をよ り 多く の方に知っていただく ため、 リ ニュ ーアルし たホームページや

SNS、 広報誌「 京都市産業技術研究所 magazi ne」 を活用し た情報発信を行う こ と で、「 新聞やテレビ等のメ

ディ アへの露出件数」 は年度目標を大幅に上回って達成する と と も に、 利用者を拡大する ためのス タ ート

アッ プ等への積極的な企業訪問を強化する こ と で、令和６ 年度に本格的に始動し た、「 京都市産業技術研究

所ユーザーズコ ミ ュ ニティ 」 の新規会員数の大幅増加へと つながる 結果と なった。  

また、 設備機器・ 依頼試験の利用者拡大によ り 、 設備機器の使用料・ 依頼試験の手数料収入が独法化以

降過去最高額を達成する と と も に、 機器整備に関する 補助金収入の確保に努めたこ と で、 ５ 期連続の黒字

経営を達成し 、 財務基盤の強化と 経営基盤の安定化に向けた取組が進めら れた。  

 令和７ 年度以降は、「 京都市産業技術研究所ユーザーズコ ミ ュ ニティ 」 を土台と し て、 第３ 期中期目標に

掲げている スタ ート アッ プ支援やイ ノ ベーショ ンの創出によ る 新し い価値の創造に技術面から 貢献する と

と も に、 地域企業と の共同研究・ 受託研究によ る 技術の産業化に取り 組まれる こ と を期待する 。  
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令和６ 年度に係る 大項目ごと の業務実績評価結果 
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第１  住民に対し て提供する サービ ス その他の業務の質の向上に関する 目標を  

達成する ためにと る べき 措置 

 
自己評価 ４  中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

京都市評価 ４  中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

 第２  業務運営の改善及び効率化に関する 目標を 達成する ためにと る べき 措置 

 
自己評価 ４  中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

京都市評価 ４  中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

 第３  財務内容の改善に関する 目標を 達成する ためにと る べき 措置 

 
自己評価 ４  中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

京都市評価 ４  中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

 第４  その他業務運営に関する 重要事項の目標を 達成する ためにと る べき 措置 

 
自己評価 ４  中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

京都市評価 ４  中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

【 自己評価の内容及びその理由】  

第１ に関し ては、 全ての小項目の自己評価が「 Ａ 」 又は「 Ｂ 」（ ２ 項目が「 Ｂ 」） である 。 ま た、 第２

から 第４ に関し ては全ての小項目の自己評価が「 Ａ 」 である こ と から 、「 地方独立行政法人京都市産業技

術研究所 業務実績評価実施要領（ 第３ 期中期目標期間）」 に基づき 、すべての大項目において自己評価

を「 ４ 」 と し た。  

（ 参考） 大項目評価基準 

評価５ ： 中期計画の実現に向けて、 特筆すべき 進捗状況にある 。  

評価４ ： 中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

     （ 全ての小項目がＳ 又はＡ 又はＢ ）  

評価３ ： 中期計画の実現に向けて、 おおむね計画どおり 進んでいる 。  

     （ Ｓ 又はＡ 又はＢ の小項目の割合が９ 割以上）  

評価２ ： 中期計画の実現のためには、 遅れている 。  

     （ Ｓ 又はＡ 又はＢ の小項目の割合が９ 割未満）  

評価１ ： 中期計画の実現のためには、 重大な改善すべき 事項がある 。  

※ 産技研自己評価は、 ３ 段階（ ４ 、 ３ 、 ２ ） で評価。  

 

京都市評価コ メ ント  

第１ に関し ては、 小項目が２ 項目（「 Ｂ 」 評価） を除いて「 Ａ 」 又は「 Ｓ 」 評価である 。 ま た、 第２ から

第４ に関し ては、 全ての小項目の評価が「 Ａ 」 である こ と から 、 すべての大項目の評価を「 ４ 」 と し た。  

79



 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６ 年度に係る 小項目ごと の業務実績評価結果 

 

80



第１  住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

１  ６ 本柱を深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑴ 技術相談 
自
己
評
価 

Ｂ  年度計画を おおむね達成し ている 。  

京
都
市
評
価 

Ｂ  年度計画を おおむね達成し ている 。  

【 指標①】 新規利用者数／数値目標： 中期計画期間中 2, 800 件以上 

 R4 R5 R6 R7 合計（ 達成率）  

実績値 864 件 710 件 681 件 - 2, 255 件（ 81％）  

※ 第 1 期： 2, 643 件（ 単年度平均 661 件）、 第 2 期： 2, 631 件（ 単年度平均 658 件）  

【 指標②】 無料の技術相談件数／数値目標： なし  

 R4 R5 R6 R7 合計 

実績値 10, 856 件 11, 236 件 11, 227 件 - 33, 319 件 

※ 第 1 期： 35, 175 件（ 単年度平均 8, 794 件）、 第 2 期： 39, 155 件（ 単年度平均 9, 789 件）  

【 自己評価の内容及びその理由】  

技術相談については、 利用者が利用し やすいよ う 、 オンラ イ ン会議システム対応、 来所（ 対面）、 電話、

メ ールを用いた様々な方法に対応する と と も に、 新規利用者を適切な担当につなぐ 総合相談窓口や関西広

域連合が運営する ポータ ルサイ ト 「 かんさ いラ ボサーチ」 を通じ た相談への対応など、 複数のチャ ンネル

を用意し た。 ま た、 潜在的に利用者と なり う る ス タ ート アッ プを意識し てイ ンキュ ベーショ ン施設に入居

する 企業への訪問や産技研 UC のイ ベント 等の機会を活かし て積極的にコ ミ ュ ニケーショ ンを図る こ と で

ニーズを汲み取り 、 京都市産技研の利用を促す「 御用聞き 型企業訪問」 についても 積極的に実施し た。

（ R5: 103 件→R6: 165 件）  

こ う し た技術相談への丁寧な対応、 京都市産技研が提供する 技術支援サービスを見て学べる 「 評価技術

講習会－見て学ぶ材料分析の基礎－」 の開催、 刷新し たホームページや新たに作成し た技術ソ リ ュ ーショ

ン集「 依頼試験のト リ セツ」 等を用いた PR に努めたこ と で、 無料の技術相談については、 対面 1, 204 件

（ 前年度比△186 件／△13％） と 電話 4, 137 件（ 前年度比△200 件／△4. 6％） はやや減少し たも のの、 メ

ール 5, 886 件（ 前年度比+377 件／+7％） も 含めた合計では 11, 227 件（ 前年度比△9 件） と 前年度と 同水準

を維持し た。  

以上の結果、 支援の入り 口と なる 無料の技術相談件数は過去最高であった令和 5 年度と 同程度と なった

一方、 新規利用者数は 681 件（ 前年度比△29 件／△4％） と 、 若干目標に及ばなかったこ と から 、 評価を

「 Ｂ 」 と し た。  
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第１  住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

京都市評価コ メ ント

新規利用者を適切な担当につなぐ 総合相談窓口や関西広域連合が運営する ポータ ルサイ ト 「 かんさ いラ

ボサーチ」 を通じ た相談への対応など、 複数のチャ ンネルを用意し 、 技術相談に取り 組んだも のの、 数値

目標である 新規利用者数は、 681 件（ R5： 710 件） であった。

令和６ 年度の年度計画で定めた新規利用者数の数値目標（ 700 件以上） をわずかに下回ったが、 無料の

技術相談件数は、 11, 227 件（ R5： 11, 236 件） と 前年度実績並みの水準を維持し ている こ と から 、『 年度計

画をおおむね達成し ている 』 と 判断し た。

令和７ 年度以降も 引き 続き 、「 御用聞き 型企業訪問」 を積極的に実施する と と も に、 刷新し たホームペー

ジ等を用いたＰ Ｒ に努め、産技研が提供する サービスの入口と なる 技術相談の拡大に努めていただき たい。 

幅広い分野で活用でき る 材料分析の
基礎を、 実際に見て、 学べる 「 評価
技術講習会」 を開催 

京都市産技研ではどのよ う な試験や評価ができ
る のかをわかり やすく 伝える ため、 技術ソ リ ュ
ーショ ン集「 依頼試験のト リ セツ」 を作成し 、
ホームページで公開
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第１  住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

１  ６ 本柱を深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑵ 試験・ 分析、 設備機器の整備及び利用

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

【 指標③】 有料の技術相談＋試験・ 分析＋設備利用の件数／数値目標： 中期計画期間中 56, 000 件以上 

R4 R5 R6 R7 合計（ 達成率）

実績値 17, 650 件 15, 065 件 17, 894 件 - 50, 609 件（ 91％）

※ 第 1 期： 54, 347 件（ 単年度平均 13, 587 件）、 第 2 期： 64, 431 件（ 単年度平均 16, 108 件）

【 指標④】 依頼試験のう ち、 オーダーメ イ ド 試験の割合／数値目標： なし  

R4 R5 R6 R7 

実績値 1. 9％ 2. 2％ 2. 0％ - 

※ オーダーメ イ ド 試験の割合は第 3 期中期目標期間（ R4～） から 把握開始 

【 自己評価の内容及びその理由】

試験・ 分析においては、 依頼者から 丁寧な聞き 取り や事前調整を行い、 結果の解説を付す等のき め細か

な対応に努める と と も に、 既存の規格に規定さ れない個別の依頼についても オーダーメ イ ド 型の試験を提

案・ 実施する など、 ニーズに応じ た柔軟な対応を行った。  

機器の特性や特長をわかり やすく 伝える 動画『 技術紹介シリ ーズ「 こ んな測定し ていま す」』 を 公式

YouTube で配信する と と も に、 京都市産技研でど のよ う な試験や評価ができ る のかを利用者にわかり やす

く 伝える ための技術ソ リ ュ ーショ ン集「 依頼試験のト リ セツ」 の第一弾と し て、「 金属材料分野」 と 「 表面

処理分野」 の事例集をホームページで公開し た。  

試験・ 分析に必要と なる 高度な機器については、 機種選定委員会においてニーズや技術の将来性を踏ま

えて検討を行い、 外部補助金や競争的資金を積極的に活用し ながら 計画的に導入・ 更新し ている 。 令和６

年度は、 粉体材料に高い圧力を加える こ と で、 様々な形状に圧縮固化成形する「 小型 CI P（ 冷間等方圧プレ

ス） 装置」 及び、 板状、 粉末、 液体等の様々な形状物についての近赤外線等の透過率及び反射率等の光学

特性を測定する 装置で、 光学関連の材料開発に必要不可欠な「 分光光度計」 を導入し た。

指標に掲げる 有料の技術相談＋試験・ 分析＋設備利用の件数は前年度よ り も 大幅に増え、 17, 894 件（ 前

年度比+2, 829 件／+18. 7％） と なり 、 単年度目標を達成し ている こ と から 、 評価を「 Ａ 」 と し た。  
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第１  住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

京都市評価コ メ ント

試験・ 分析については、 依頼者のニーズに柔軟に応える ため、 Ｊ Ｉ Ｓ 等の既存の規格に規定さ れないオ

ーダーメ イ ド 型の試験を前年度よ り も 多く 提案・ 実施（ R6： 276 件、 R5： 239 件） し たほか、 保有する 機器

の特性や特長をわかり やすく 伝える 動画コ ンテンツを 5 件公開する などの取組を行った結果、 前年度を上

回る 14, 129 件（ R5： 10, 843 件） の利用があった。  

令和６ 年度の年度計画で定めた有料の技術相談＋試験・ 分析＋設備利用の件数は、 17, 894 件と 数値目標

（ 14, 000 件以上） を達成する と と も に、 事業者ニーズや技術の将来性を踏ま えた高度な試験・ 分析機器の

計画的な導入・ 更新や、 京都市産技研でどのよ う な試験や評価ができ る のかを利用者にわかり やすく 伝え

る 依頼試験の事例集の公開など、サービス 利用の促進を図っている こ と から 、『 年度計画を十分に達成し て

いる 』 と 判断し た。  

事業者と の接点を増やすこ と で、 京都市
産技研の利用につなげる ため、 保有する
機器や活用事例を動画で紹介 

セラ ミ ッ ク スや粉末冶金の高度化に有効な
「 小型 CIP（ 冷間等方圧プレス） 装置」
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第１  住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

１  ６ 本柱を深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑶ も のづく り の担い手育成

自
己
評
価

Ａ 年度計画を十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ｓ 年度計画について、 特筆すべき 業績を 挙げている 。

【 指標⑤】 研修＋セミ ナー等＋派遣指導の修了・ 受講者数／数値目標： 中期計画期間中 800 人以上 

R4 R5 R6 R7 合計（ 達成率）

実績値 213 人 390 人 389 人 - 992 人（ 124％）

※ 従来は対象人数を把握し ていなかった事業等がある ため、 過年度と の対比は困難

【 自己評価の内容及びその理由】

も のづく り の基本的な知識・ 技術、 分析手法などについて、 地域企業等の技術者を京都市産技研に受け

入れ、 実践を通じ た研究開発能力の向上を図る ORT（ On t he Research Trai ni ng） 事業や研究員が生産現

場等に出向く 技術指導を実施し た。 ま た、 企業の技術者や大学の研究者等の分析技術の高度化を目的に、

京都バイ オ計測センタ ーの事業である 分析技術講習会（ 全 8 回） を開催する と と も に、 も のづく り の過程

で必要と なる 材料分析の基礎を、 実際に見て、 学べる「 評価技術講習会」（ 全 10 回） について、「 蛍光 X線

分析法」、「 風合いの測定」、「 イ オンク ロ マト グラ フ( I C) 法」 と いった幅広い分野で活用でき る 評価技術を

テーマに実施し 、 も のづく り 企業の技術者や大学の研究者をはじ め、 ス タ ート アッ プ関係者の能力向上や

製品開発のノ ウ ハウ 習得を支援し た。

京都の伝統産業の次代を担う 後継者を育成する ための伝統産業技術後継者育成研修については、西陣織、

京友禅、京焼・ 清水焼、京漆器等のコ ース を実施し 、82 名の修了生を輩出し た。こ のう ち、陶磁器コ ース 、

漆工応用コ ース 、 京友禅（ 手描） プロ 養成コ ース については、 修了作品展を伝統産業ミ ュ ージアムで開催

し 、 約 2, 400 名の方に来場いただく と と も に、 バーチャ ル修了作品展をホームページで公開し 、 オンラ イ

ンでも 観覧でき る よ う に工夫し た。 ま た、 陶磁器研修の修了生で、 研修生の頃から 青磁を研究さ れていた

陶芸作家の神農巌氏が、 重要無形文化財「 青磁」 の保持者（ 人間国宝） に認定さ れたと いう 朗報も あった。

研修の修了生をはじ めと する 「 京も の」 の若手担い手に対し ては、 こ れまでから 、 ポータ ルサイ ト 「 京

も の担い手プラ ッ ト フォ ーム」 の管理運営、 店舗や ECサイ ト における 展示販売・ 製品開発の支援を実施し

ている 。 加えて、 令和 6 年度は、 京友禅の担い手と その作品を紹介する「 染―Next  Chapt er―」 を開催し 、

伝統産業の魅力と それを支える 技術者と 伝統技術について発信し た。  

こ のよ う に、 利用者のニーズを踏ま えた講習会や各種研修の実施等によ り 、 指標と する 研修＋セミ ナー

等＋派遣指導の修了・ 受講者数は 389 人と なり 、目標に対し て順調に推移し ている こ と から 、評価を「 Ａ 」

と し た。  
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第１  住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

京都市評価コ メ ント

企業の技術者や大学の研究者の分析技術の高度化を目的と し た「 分析技術講習会」や「 蛍光Ｘ 線分析法」、

「 風合いの測定」 などの幅広い分野で活用でき る 評価技術をテーマと し た「 評価技術講習会」 を利用者の

ニーズを踏まえて開催し たほか、 西陣織、 京友禅、 陶磁器、 漆工の伝統産業技術者育成研修を実施し た結

果、 数値目標である 研修＋セミ ナー等＋派遣指導の修了・ 受講者数は、 389 人（ R5： 390 人） であった。

派遣指導については、 新型コ ロ ナウ イ ルス感染症の拡大防止のため、 人と の接触を極力減ら し た対応を

余儀なく さ れる 中、 伸び悩みを見せていたが、 利用者のニーズを踏ま えた講習会や各種研修の実施等によ

り 、 前年度から は順調に推移し ており 、 令和４ 年度から 開始し た「 評価技術講習会」 については、 予約の

開始後すぐ に定員に達する ほど、 事業者から 高い評価を得ている 。  

令和６ 年度の年度計画で定めた研修＋セミ ナー等＋派遣指導の修了・ 受講者数の数値目標（ 200 人以上）

を大幅に上回る と と も に、 京友禅の担い手と その作品を紹介する「 染－Next  Chapt er－」 を開催する など、

伝統産業の魅力と それを支える 技術者と 伝統技術についての発信等に取り 組んだこ と から 、『 年度計画に

ついて、 特筆すべき 業績を上げている 』 と 判断し た。

陶磁器コ ース、 漆工応用コ ース、 京友禅(手描)
プロ 養成コ ース の修了作品展を開催し 、 ICT を
活用し たバーチャ ル修了作品展も ホームページ
で公開 

「 染―Next Chapter―」 では、 京都市産技研が
育成支援する 若手職人・ 作家たちの伝統を継承
し つつ瑞々し い感性で創作し た作品を発信 
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１  ６ 本柱を深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑷ 研究開発の推進

自
己
評
価

Ｂ 年度計画を おおむね達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ｂ 年度計画を おおむね達成し ている 。

【 指標⑥】 共同研究の件数／数値目標： 中期計画期間中 140 件以上 

R4 R5 R6 R7 合計（ 達成率）

実績値 34 件 32 件 28 件 - 94 件（ 67％）

※ 第 1 期： 144 件（ 単年度平均 36 件）、 第 2 期： 137 件（ 単年度平均 34 件）

【 指標⑦】 産業技術研究所が承継し た職務発明等の件数／数値目標： なし

R4 R5 R6 R7 合計 

実績値 2 件 3 件 2 件 - 7 件 

※ 第 1 期： 23 件、 第 2 期： 26 件

【 指標⑧】 学会等での発表＋研究論文や専門誌の執筆＋講演会等での発表や展示等の件数／数値目標： なし

R4 R5 R6 R7 合計 

実績値 145 件 147 件 157 件 - 449 件 

※ 第 1 期： 614 件（ 単年度平均 154 件）、 第 2 期： 626 件（ 単年度平均 157 件）

【 自己評価の内容及びその理由】

多様で複雑な社会課題の解決に向けて地域企業等が必要と なる 技術の研究開発（ 課題オリ エンテッ ド の

研究開発） について、 実証研究（ 可能性検証） 2 テーマ、 基盤研究（ 調査・ 探索） 8 テーマを実施し た他、

科研費に採択さ れた 5 テーマの研究を継続する など、競争的資金をはじ めと する 外部資金を積極的に獲得・

活用し 、 社会実装を見据えた研究開発を分野横断的に実施し た。  

受託研究・ 共同研究の呼び水と する ため、 高度な試験・ 分析や本格的な研究に進む判断材料を得る ため

の短期間の研究を、 簡易・ 迅速に実施でき る よ う にし た「 簡易受託研究制度」 を通年実施し 、 6 件の利用に

つなげたも のの、 共同研究の件数は 28 件（ 前年度比△4 件／△13％） と 目標には到達し なかった。  

一方、 共同研究の具体的な成果も あげている 。 例えば、 黄桜㈱と の共同研究においては、 京都市産技研

が独自に開発し てき た日本酒製造用の「 京都酵母」 のう ち「 京の珀（ はく ）」 をビール製造に活用し 、 新製

品開発を支援し た。ま た、規格化に取り 組んでいる「 化粧用ブラ シの力学特性測定技術に関する JI S 開発」

に関連し て、京都市産技研の研究成果を基にカト ーテッ ク ㈱が「 化粧ブラ シ物性試験機」 を開発する など、

京都市産技研がこ れまでに培った技術力を活かし 、「 技術の産業化」 を着実に推進し た。 加えて、 西陣織織

機の制御に関わる 代替技術を開発し 、 業界組合へ技術移転し たほか、 分析計測技術を活用し て分野横断的

に文化財修復を支える 取組も 実施し た。  

京都市産技研が承継し た職務発明等は、 2 件（ 前年度比△１ 件） であり 、 職務発明等の知的財産は、 技術

移転を念頭に置いた適切な権利化や保護、 活用を行っている 。 ま た、 研究成果の普及と 技術移転を進める

ため、 学会や講演会での発表や研究論文の執筆等を計 157 件（ +10 件／+6. 8％） 実施し た。  
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以上のと おり 、「 簡易受託研究制度」の運用や共同研究や研究成果から 製品化につなげる「 技術の産業化」

も 推進し たも のの、 共同研究の件数が目標に至ら なかったこ と から 、 令和 6 年度の評価は「 Ｂ 」 と する 。

京都市評価コ メ ント

科研費をはじ めと する 競争的資金を活用し 、 社会実装を見据えた研究開発を分野横断的に実施し たも の

の、 数値目標である 共同研究の件数は 28 件（ R5： 32 件） であった。  

学会等での発表＋研究論文や専門誌の執筆＋講演会等での発表や展示等の件数は 157 件（ R5： 147 件）

と 、 前年度よ り も 実績を上げ、 研究成果の普及に努めた。  

令和６ 年度の年度計画で定めた共同研究の件数の数値目標（ 35 件以上） をわずかに下回ったが、 学会や

講演会での発表や研究論文の執筆等の件数は、 157 件（ R5： 147 件） と 前年度実績を上回っている こ と か

ら 、『 年度計画をおおむね達成し ている 』 と 判断し た。  

令和７ 年度以降も 引き 続き 、 競争的資金をはじ めと する 外部資金を積極的に獲得・ 活用する と と も に、

「 簡易受託研究制度」 の運用を加速さ せ、 地域企業と の共同研究・ 受託研究を推進し 、 技術の産業化に努

めていただき たい。  
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１  ６ 本柱を深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑸ 知恵産業の推進

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

【 指標⑨】 技術支援によ る 成果事例の件数／数値目標： 中期計画期間中 140 件以上 

R4 R5 R6 R7 合計（ 達成率）

実績値 52 件 40 件 40 件 - 132 件（ 95％）

※ 事例把握のための取組を令和 3 年度途中から 強化し たため、 過年度と の対比は困難

【 自己評価の内容及びその理由】

京都市産技研の支援によ る 付加価値の高い新技術・ 新商品の開発、 事業者の技術やシーズの橋渡し を行

う こ と で互いの強みを生かし た顧客創造の取組や販路開拓の支援など、 技術支援を具体的な「 出口」 につ

なげる ための取組を推進し た。  

具体的には、 森の京都蒸溜所（ Nat ur al  Spi r i t s 株式会社） から の依頼を受け、 日本酒を製造し ていた酒

蔵から 採取し た乳酸菌を単離、 培養し 、 京都の素材を用いたク ラ フト ジン製造に活用する フレーバー開発

や新製品の発売に寄与し た。 ま た、 京都染型協同組合が主催する 京友禅の製作に用いる 貴重な型紙である

染型を展示する「 染型の進化と 拡がり  近代～未来へ」 展において、 意匠やデザイ ンを専門と する 研究員が

技術的な協力やアド バイ スを行い、 伝統産業を支える 技術の発信を支援し た。  

「 伝統技術と 先進技術の融合」 や「 新たな気づき 」 と いった知恵産業をキーワ ード に、 京都市産技研が

技術的なサポート を行い、 製品化・ 事業化等につなげたり 、 研究開発によ って知恵産業の推進に大き く 寄

与し た企業等を、 知恵創出"目の輝き " 企業と し て認定し ており 、 令和 6 年度は 4 社を認定し 、（ 認定企業

数： 計 47 社） 産技研 UC創造フォ ーラ ム 2024 において表彰式を実施する こ と で、 認定企業と 産技研 UC会

員と の交流機会を創出し た。 ま た、 認定企業に対し ては、 産技研 UCに参画する 支援機関等と 連携し たイ ベ

ント への出展紹介やマッ チング等の伴走型支援を実施し た。

以上のよ う に、 技術支援によ る 新製品開発をはじ め、「 出口」 につながる 取組を着実に進め、 目標に対し

て順調に推移し ている こ と から 、 評価を「 Ａ 」 と し た。
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京都市評価コ メ ント

付加価値の高い新技術・ 新商品の開発、 事業者の技術やシーズの橋渡し に加え、 伝統産業を支える 技術

の発信を支援し た結果、 数値目標である 技術支援によ る 成果事例の件数は、 40 件（ R5： 40 件） であった。 

令和６ 年度の年度計画で定めた技術支援によ る 成果事例の件数の数値目標（ 35 件以上） を達成する と と

も に、 知恵産業をキーワ ード に京都市産技研が技術的なサポート を行い、 製品化・ 事業化等につなげた企

業等を、 知恵創出“ 目の輝き ” 企業と し て認定し 、 イ ベント への出展紹介やマッ チング等の伴走型支援を

実施するなど、「 出口」 につながる 取組を進めら れたこ と から 、『 年度計画を十分に達成し ている 』 と 判断

し た。  

令和 6 年度知恵創出"目の輝き " 企業認定授与式
認定企業： 大原パラ ヂウ ム化学株式会社 

合同会社 COCOO  
株式会社佐藤喜代松商店 
株式会社ツー・ ナイ ン・ ジャ パン 

京友禅の製作に用いる 貴重な型紙である 染型を
展示する「 染型の進化と 拡がり  近代～未来へ」 展
の開催を技術面で支援 
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１  ６ 本柱を深化・ 融合さ せた総合的な技術支援の充実 

⑹ 研究会活動

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ｓ 年度計画について、 特筆すべき 業績を 挙げている 。

【 指標⑩】 新規会員獲得数／数値目標： 中期計画期間中 70 件以上 

R4 R5 R6 R7 合計（ 達成率）

実績値 15 件 20 件 79 件 - 114 件（ 163％）

※ 第 1 期： 36 件（ 単年度平均 9 件）、 第 2 期： 41 件（ 単年度平均 10 件）

【 自己評価の内容及びその理由】

令和 6 年 3 月に「 京都も のづく り 協力会」 から 発展的に移行し た「 京都市産業技術研究所ユーザーズコ

ミ ュ ニティ （「 産技研 UC」）」 では、 研究会活動の活性化にも 資する よ う な、 も のづく り 系企業の若手技術者

や地域企業のサポータ ーなどの新たなつながり を一層強化し 、互いの強みを生かし た相乗的な支援を行う 、

幅広いコ ミ ュ ニティ の構築を進めた。  

こ れま でから 、 伝統産業から 先進産業まで、 各技術分野で設置さ れた 10 の研究会の事務局を担い、 約

700 社の会員企業と と も に様々なも のづく り の課題解決、 技術力向上、 人材育成や事業者間の交流に取り

組んでおり 、 例えば、 京都染色研究会、 京染・ 精練染色研究会、 西陣織物研究会の 3 研究会に産技研 UCが

協賛し 、 情報工学分野の専門家を講師に招いて、 AI の最新動向と 進化する AI と 人の共存について、 合同

で研究例会を開催し たほか、 産技研 UC創造フォ ーラ ム 2024 における ユーザーセッ ショ ンでのブース 出展

を契機に、 京都合成樹脂研究会と 鍍秀会の間で新たな交流活動が生ま れる など、 異業業種交流の活性化に

つながる 取組を、 産技研 UCの取組を機に一層推進し た。  

研究会の総会員数は、 高年齢化等によ り 、 毎年減少傾向にあったが、 産技研 UCの始動と 合わせて、 研究

会活動の魅力向上はも と よ り 、 ユーザー企業や「 京も の」 の若手担い手に対し 、 積極的にかつ熱心に勧誘

活動を行った結果、 新規会員の加入が 79 件（ 前年度比+59 件／+295％） と 、 こ れまで以上に多く の方に入

会いただく こ と ができ た。こ う し た取組によ り 、新規獲得会員数が大幅に増加し たこ と から 、評価を「 Ａ 」

と し た。
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京都市評価コ メ ント

ユーザー企業や「 京も の」 の若手担い手に対し 、 熱心な勧誘活動を行ったほか、 京都市産業技術研究所

ユーザーズコ ミ ュ ニティ 創造フォ ーラ ム 2024 における ユーザーセッ ショ ンでのブース 出展など、 研究会

活動の活性化に努めた結果、 数値目標である 新規会員獲得数は 79 件（ R5： 20 件） と 前年度に比べて大幅

に増加し た。  

近年は、 研究会会員の高年齢化が進み、 退会者数が新規入会者数を上回る 状況が続いていたが、 京都市

産業技術研究所ユーザーズコ ミ ュ ニティ の企画の磨き 上げなど魅力向上に積極的に取り 組み、 会員の若返

り と 活性化につなげている 。  

令和６ 年度の年度計画で定めた新規会員獲得数の数値目標（ 17. 5 件以上） を大幅に上回る と と も に、 京

都市産業技術研究所ユーザーズコ ミ ュ ニティ の取組を機に、 各技術分野の研究会を横断し た連携によ って

異業種交流の活性化を一層推進し たこ と から 、『 年度計画について、 特筆すべき 業績を上げている 』 と 判断

し た。  

KRP 地区 35 周年事業と し て産技研 UC 新春講演会
を開催 
先進的な取組をさ れてき た松波氏、 佐川氏から 、 京
都のも のづく り 文化を担う 若手研究員・ 技術者に向
けたエールをいただく 講演と こ れから の研究開発の
土壌づく り についてパネルディ スカッ ショ ン実施 

産技研 UC の事業開始にあたり 、 キッ ク オフ
ミ ーティ ングを開催し 、 創造的な対話関係を
生み出すコ ミ ュ ニケーショ ンデザイ ンを研究
さ れている 塩瀬教授によ る 特別講演を実施
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２  情報発信と ニーズ把握の徹底 

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ｓ 年度計画について、 特筆すべき 業績を 挙げている 。

【 指標⑪】 新聞やテレ ビ等のメ ディ アへの露出件数／数値目標： 中期計画期間中 140 件以上 

R4 R5 R6 R7 合計（ 達成率）

実績値 45 件 60 件 98 件 - 203 件（ 145％）

※ 従来は対象を把握し ていなかった媒体がある ため、 指標⑪について過年度と の対比は困難

【 指標⑫】 産業技術研究所公式 Facebook への投稿件数／数値目標： なし

R4 R5 R6 R7 

実績値 180 件 263 件 194 件 - 

【 自己評価の内容及びその理由】

京都市産技研を取り 巻く ス テーク ホルダーから の認知度と 信頼を一層高め、 利用を促進する ため、 情報

発信によ る「 見える 化」 を推進し た。 具体的には、 令和 5 年度に策定し た「 広報媒体の戦略的再編方針/Ｓ

ＮＳ 運用方針」 に基づき リ ニュ ーアルし た、 ホームページやパンフレ ッ ト 等のツールを活用し て京都市産

技研の取組や支援事例の周知に努め、 科学雑誌 Newt on の「 和の匠のサイ エンス 」 に関する 記事の監修依頼

や特許庁広報誌「 と っき ょ 」 への掲載など、 パブリ シティ の推進によ って新たな接点も 生まれた。

広報誌「 京都市産業技術研究所 magazi ne」 については、 親し みやすいビジュ アルと 京都市産技研の取組

がわかり やすく 伝わる コ ンテンツと なる よ う に工夫を重ね、 年 3 回発行し た。 ま た、 学会発表における 研

究員の受賞等についても ホームページ等に掲載し 、 京都市産技研の研究開発力や技術力を紹介し た。 こ う

し た多様な発信に取り 組んだ結果、 指標に掲げる 新聞やテレビ等のメ ディ アへの露出件数は 98 件と なり 、

通期目標に対し て順調に推移し ている こ と から 、 評価を「 Ａ」 と し た。  

なお、産技研 UC及び研究会活動における 意見交換や企業訪問時のヒ アリ ング等を通じ てニーズ把握に努

める と と も に、 京都市の産業構造についての研究も 実施し た。 利用者へのアンケート については、 利用者

と の細やかなコ ミ ュ ニケーショ ンを図れる よ う に、 2 ヶ 月毎に年 6 回実施し 、 82％以上の方から 「 期待以

上の結果を得ら れた」「 十分目的を達し た」 と 回答をいただいた。  
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第１  住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

京都市評価コ メ ント

京都市産技研の認知度を高める と と も に、 未利用者への訴求を図る ため、 京都市産技研の取組がわかり

やすく 伝わる コ ンテンツと なる よ う に工夫を重ね、「 京都市産業技術研究所 magazi ne」 を年 3 回発行する

など、 積極的に情報発信し た結果、 数値目標である 新聞やメ ディ アへの露出件数は 98 件（ R5： 60 件） と

前年度に比べて大幅に増加し た。  

令和６ 年度の年度計画で定めた新聞やメ ディ アへの露出件数の数値目標（ 35 件以上） を大幅に上回る と

と も に、 科学雑誌 Newton の「 和の匠のサイ エンス 」 に関する 記事の監修や特許庁広報誌「 と っき ょ 」 への

掲載など、 新たなパブリ シティ の推進に取り 組んでいる こ と から 、『 年度計画について、 特筆すべき 業績を

上げている 』 と 判断し た。

広報誌「 京都市産業技術研究所
magazine」 を年３ 回発行し 、  

研究成果や取組を分かり やすく 紹介 

京都市産技研の概要をわかり やすく 、 新たな活用の可能
性について紹介する PR 動画を、TPO に合わせて使用で
き る よ う 英語字幕版も 含めて複数のバージョ ン を 作成
し 、 公開 

科学雑誌 Newton「 和の匠のサイ エンス」 に
おいて、 日本の伝統工芸の技術を科学的な

視点で解説し た記事を監修 
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第１  住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

３  連携の充実・ 強化 

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

【 指標⑬】 産業支援機関と の連携件数／数値目標： 中期計画期間中 200 件以上 

R4 R5 R6 R7 合計（ 達成率）

実績値 59 件 57 件 62 件 - 178 件（ 89％）

※ 第 2 期： 169 件（ 単年度平均 42 件）

【 自己評価の内容及びその理由】

（ 公財） 京都高度技術研究所（ ASTEM） や（ 一社） 京都知恵産業創造の森が編成する 中小企業やス タ ート

アッ プを支援する ネッ ト ワ ーク に参画し 、 産業支援機関や大学、 金融機関等と 一体と なった事業者支援を

展開し た。 ま た、 京都商工会議所や（ 公社） 京都工業会などの経済団体、 各業界の組合、 伝統産業振興に

取り 組む事業者などと も 積極的な連携を図り 、研修の実施やマッ チング、イ ベント への参加などを通じ て、

人材育成や技術移転、 販路開拓支援、 伝統工芸の魅力の普及等に努めた。  

具体的には、京都市産技研が認定し た「 知恵創出“ 目の輝き ”」 企業と ASTEMが運営する「 オス カー認定」

をはじ めと する 各認定企業の枠を超えた幅広い企業間連携の創出を目指し 、 第 2 回 ASTEM・ 産技研支援企

業交流会を開催し たほか、 京都工業会が主催する 研修会への協力、「 中信ビジネス フェ ア」 への出展等、 支

援機関や企業団体、 金融機関と の連携を推進し た。 ま た、 京都市教育委員会と の包括連携協定に基づき 、

京都工学院高等学校のイ ンタ ーンシッ プの受け入れを行った。  

京都伝統産業ミ ュ ージアムと の連携では、 協定に基づき みやこ めっせに設置さ れた展示スペース 「 京乃

TANA サテラ イ ト ギャ ラ リ ー」 において、京都市産技研の研究成果の紹介や伝統産業技術後継者育成研修修

了生等の作品を順次展示（ 一部は販売も 実施） し 、 新たな担い手支援の拠点と し て活用し た。  

その他、公設試や産総研が連携し て地域における イ ノ ベーショ ン創出を目指す「 産業技術連携推進会議」

の各部会への参画、 関西広域連合域内公設試によ る 技術支援・ 事業化支援によ り シームレス な支援を行う

「 関西広域産業共創プラ ッ ト フォ ーム事業」など、広域的な事業者支援の取組にも 引き 続き 参加し ている 。

こ う し た取組の結果、指標に掲げる 産業支援機関と の連携件数は 62 件（ 前年度比+5 件／+8％） と なり 、

通期目標に対し て順調に推移し ている こ と から 、 評価を「 Ａ」 と し た。  
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第１  住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

京都市評価コ メ ント

産業支援機関や大学、 金融機関等と 一体と なった事業者支援を行う と と も に、 経済団体等と 連携し 、 研

修の実施やマッ チング、 イ ベント への参加などを通じ て、 担い手育成や技術移転、 販路開拓支援、 伝統工

芸の魅力の普及等に努めた結果、 数値目標である 産業支援機関と の連携件数は 62 件（ R5： 57 件） と 前年

度に比べて増加し た。  

令和６ 年度の年度計画で定めた産業支援機関と の連携件数の数値目標（ 50 件以上）を達成する と と も に、

ASTEM・ 産技研の各認定企業の枠を超えた幅広い企業間連携の創出を目指し た「 第２ 回 ASTEM・ 産技研認

定企業群交流会」 の開催や、「 京乃 TANA サテラ イ ト ギャ ラ リ ー」 における 伝統産業技術後継者育成研修

修了生等の作品展示など、 事業者支援の取組を推進し ている こ と から 、『 年度計画を十分に達成し ている 』

と 判断し た。

伝統産業ミ ュ ージアムと の連携協定に基づき 、
みやこ めっせに、 研究成果や伝統産業技術後継
者育成研修修了生等の作品等を展示・ 紹介する
「 京乃 TANA サテラ イ ト ギャ ラ リ ー」 を設置 

ASTEM と 京都市産技研が支援する 幅広い企
業間連携の創出を目指し た ASTEM・ 産技研
支援企業交流会を開催 
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第２  業務運営の改善及び効率化に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

１  組織体制の強化 

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

【 自己評価の内容及びその理由】

第 3 期中期計画初年である 令和 4 年度においては、 高度化・ 複雑化する 産業界のニーズに迅速・ 柔軟に

応える ため、 組織のフラ ッ ト 化・ 縦割り を排し た技術分野の連携と 機動性の向上を図る 大幅な組織改正を

実行し 、 よ り 一層、 戦略的かつ分野横断的な研究開発と 技術支援を推進する と と も に第 3 期中期計画の目

標達成に向けて更に飛躍する ため、 プロ ジェ ク ト 推進室の体制強化や技術支援体制の整備など、 執行体制

の更なる 強化を行った。  

例えば、 個別の業務改善・ 課題解決に向けては、 ワ ーキンググループを横断的に立ち上げ、 令和 5 年度

に開始し た「 簡易受託研究制度」 の通年実施に加え、 ORT事業の改正など、 柔軟に課題解決や新たな検討

に取り 組む環境の整備を進めた。 さ ら に、 職制会議（ 企画調整会議・ 運営会議等） を活用し て円滑な情報

共有と 連携を図る と と も に、 運営会議においては引き 続き 京都市の担当所属が参加する など設置団体と の

連携強化を図った。  

研究職員の確保については、 令和７ 年４ 月１ 日付け新規採用に向けた採用試験を実施し 、 研究職員１ 名

の採用を決定し たこ と に加え、 京都市産技研の事業環境を踏ま えたう えで対象専門分野を精査し 、 必要と

なる 人材の確保に向けて引き 続き 検討を進めている 。 ま た、 持続可能な運営体制の維持向上などの観点か

ら 、 事務職員についても 、 令和 7 年 4 月 1 日付で正規事務職員 1 名の採用を決定する と と も に、 新たに任

期付契約職員１ 名を採用し 、 中長期的な視点で法人運営を担う 人材の充実を図った。  

職員の育成に当たっては、 従来の研修及び研究員の成果発表や学位取得に対する イ ンセンティ ブの付与

に加え、 職員自ら の希望や意欲を踏ま えたキャ リ ア形成、 知識・ 能力の習得・ 習熟を促すため、 京都商工

会議所や中小企業大学校等が提供する 外部の研修に自主的に参加する など充実を図った。  

以上のと おり 、 課題に応じ た柔軟な組織体制の構築、 計画的な職員の採用、 外部研修によ る 職員育成

等、 着実な組織運営を推進でき ている こ と から 、 評価を「 Ａ」 と し た。  

京都市評価コ メ ント

個別の業務改善・ 課題解決に向けて、 地域企業の技術者の能力向上、 製品開発のノ ウ ハウ 習得のため、

企業から 技術者を受け入れて研修を行う ORT事業を実施する など、 高度化・ 複雑化する 産業界のニーズに

迅速・ 柔軟に応えら れる よ う 充実を図っている 。  

組織体制の改善や、 計画的な職員の採用、 職員研修の充実に努めている こ と から 、『 年度計画を十分に達

成し ている 』 と 判断し た。  
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第２  業務運営の改善及び効率化に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

２  業務改革の推進 

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

【 自己評価の内容及びその理由】

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルによ る 業務執行を推進する ため、 法令に基づく 自己評価結果や、 評価委員会の意見を

踏ま えた京都市の評価結果に基づき 、 諸課題の把握・ 分析を進め、 その改善に取り 組んだ。  

ま た、 令和 5 年度に在宅勤務が恒久的な制度と し て確立さ れたこ と から 、 こ れま で利用し ていたシステ

ムを見直し 、 よ り 利便性が高く 業務効率化が図れる リ モート ワ ーク 環境の導入・ 整備を進めた。

こ れによ り 、 在宅勤務時だけでなく 外勤・ 出張時においても 、 職場への出勤時と 同等の PC環境で業務を

遂行する こ と が可能と なったこ と で、 日常業務で使用する データ やソ フト ウ ェ アへのアク セス が容易と な

り 、 業務効率の向上と 多様な働き 方への対応に貢献し ている 。  

加えて、 通話システムの円滑な運用を目的と し て、 所内ネッ ト ワ ーク 環境の強化を図り 、 通信状況が不

安定であった一部の実験室内に Wi -Fi ルータ を新たに設置し た。 こ れによ り 、 職員間の連絡体制が改善さ

れる と も に、 問い合わせ対応時においても 、 こ れまで困難だった装置を確認し ながら の対応が可能になる

など、 よ り 迅速かつ的確な対応が可能と なった。  

その他、 引き 続き リ ブラ ンディ ングプロ ジェ ク ト チームが主体と なって、 個々の職員が有する 様々なナ

レッ ジやノ ウ ハウ を共有する 「 Good Pract i ce！」 を実施し 、 知の共有を図る 「 産技研の職員の能力向上」

のための学びの場を提供する など、 職員の創意工夫と 意欲の高揚を促進し 、 業務の改善、 効率化と と も に

自由闊達で風通し の良い職場風土の醸成を図っている 。  

以上のと おり 、 法律の枠組みを活用し た業務の進捗確認と 適切な検証、 デジタ ル技術を活用し た経費節

減と 業務効率化、 さ ら に積極的に職場風土の改善を進めている こ と から 、 評価を「 Ａ 」 と し た。  

京都市評価コ メ ント

リ モート ワ ーク 環境の導入・ 整備に加え、所内ネッ ト ワ ーク 環境の強化を図る Wi -Fi ルータ の設置など、

利便性の向上や業務の効率化に取り 組んでいる 。

ま た、 個々の職員が有する 様々なナレッ ジやノ ウ ハウ を共有する「 Good Pr act i ce！」 を実施し 、 職員の

資質向上や職場風土の改善を進めている こ と から 、『 年度計画を十分に達成し ている 』 と 判断し た。
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第３  財務内容の改善に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

１  財政運営の効率化 

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

【 自己評価の内容及びその理由】

支出予算の執行状況、 その財源と なる 収入見込額や収支差額等の適切な把握を行い、 計画的な予算執行

に努める と と も に、 年度途中に発生し た機器修繕等と いった事態にも 迅速かつ適切に予算を措置する な

ど、 柔軟で弾力的な予算執行を行った。 ま た、 外部資金や JKA補助金と いった自己収入を積極的に獲得す

る と と も に、 前年度以前に導入し た電子決裁、 勤怠管理等のデジタ ル化・ ペーパーレス 化に加え、 前の項

目で触れたと おり 、 利便性が高く 業務効率化にも つながる テレ ワ ーク 環境の導入・ 整備などを行い、 業務

効率化と 経費節減の取組をさ ら に進めたこ と 等によ り 、 5 期連続の黒字経営を達成し た。  

ま た、 地方独立行政法人会計基準の改訂に伴い、 新たに追加、 変更さ れた財務諸表や会計処理方法も 精

査し た上で対応する など、 適切な財務情報の提供に努めた。  

以上のと おり 、 地方独立行政法人の強みを生かし た柔軟で弾力的な予算の執行管理を行い、 同時に、 公

的機関と し ての信頼性を担保する 取組を進めら れたこ と から 、 評価を「 Ａ 」 と し た。  

京都市評価コ メ ント

支出予算の執行状況、 収入見込額や収支差額等の適切な把握を行い、 計画的な予算執行に努める と と も

に、 テレワ ーク 環境の導入・ 整備など、 業務の効率化と 経費節減に取り 組んでいる こ と から 、『 年度計画を

十分に達成し ている 』 と 判断し た。  
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第３  財務内容の改善に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

２  多様な財源の確保 

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

【 指標⑭】 自己収入の額／数値目標： 中期計画期間中 1, 200 百万円以上 （ 単位： 百万円）

R4 R5 R6 R7 合計（ 達成率）

実績値 262 296 311 - 869（ 72. 4％）

※ 第 1 期： 1, 092 百万円（ 単年度平均 273 百万円）、 第 2 期： 1, 211 百万円（ 単年度平均 303 百万円）

【 自己評価の内容及びその理由】

令和 5 年度に採択さ れた経済産業省の補助事業（ 30 百万円） 等が終了し たこ と に伴い、 補助金事業収入

等が減少し たも のの、令和 4 年 10 月に実施し た設備機器の使用料・ 依頼試験の手数料改正や利用者拡大に

伴う 実施件数の増加によ り 使用料手数料収入が独法化以降過去最高額と なった。 さ ら に、 NEDOから 助成を

受けた企業と の共同研究について契約額の増額や新たな企業と の受託研究の獲得、 簡易受託研究制度の本

格始動によ り 受託研究等収入が増加し たこ と などに加えて、（ 公財） JKAの「 自転車等機械振興事業に関す

る 補助金」 について補助額上限まで積極的に申請し 、 2 機種採択（ 例年１ 機種） さ れたこ と によ り 補助金収

入が増加し 、 自己収入は 311 百万円（ 前年度比＋15 百万円） と なった。

以上のと おり 、 制度改正等の取組が結実し ている こ と に加え、 多角的に自己収入を獲得する ための取組

を進め、指標の自己収入の額の通期目標に対する 年度当たり の数値を達成し たため、評価を「 Ａ 」 と し た。  

京都市評価コ メ ント

設備機器の使用料・ 依頼試験の手数料収入が独法化以降過去最高額と なったこ と に加え、 新たな企業と

の受託研究等の獲得に努めた結果、 数値目標である 自己収入の額は、 311 百万円（ R5： 296 百万円） と 前年

度に比べて増加し た。

令和６ 年度の年度計画で定めた自己収入の額の数値目標（ 300 百万円以上） を達成する と と も に、 JKAや

NEDO の補助金に申請する など、 令和７ 年度の財源確保に向けた取組を進めたこ と から 、『 年度計画を十分

に達成し ている 』 と 判断し た。
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第３  財務内容の改善に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

３  サービ ス 向上等に向けた剰余金の有効活用 

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

【 自己評価の内容及びその理由】

令和 6 年 7 月に令和 5 年度における 剰余金 56 百万円の処分が京都市長よ り 承認さ れたこ と によ り 、 す

でに承認を受けている 剰余金と 合わせ、 合計 276 百万円が第 3 期中期目標期間の業務の財源と し て充当す

る こ と が可能と なった。  

 こ れら の剰余金は、 外部資金等を活用し て購入し た設備機器に係る 償却予定額の財源と なる 他、 第 3 期

中期目標期間における 研究環境の向上や中期計画の推進、 収入増につなげる ための事業、 法人の財政基盤

の安定化に向けた取組に活用する 財源と する こ と ができ る 。  

 ま た、 令和 6 年度決算においては 54 百万円の新たな剰余金が生じ ており 、 前述の積立金と 合わせた

330 百万円の剰余金を、 法人の戦略的投資原資と し て計画的に管理し 、 令和 7 年度以降に有効活用する 予

定である 。  

以上のと おり 、 効率的な財務運営によ り 剰余金を取り 崩すこ と なく 、 ま た中長期的な観点で計画的に執

行する ため適切な管理を行っている こ と から 、 評価を「 Ａ 」 と し た。  

京都市評価コ メ ント

すでに承認を受けている 剰余金 276 百万円に加え、 経費節減等によ り 令和６ 年度決算で新たに生じ た剰

余金 54 百万円、合わせて 330 百万円を適切に管理し 、令和７ 年度以降の業務の財源に有効に活用する こ と

と し ている こ と から 、『 年度計画を十分に達成し ている 』 と 判断し た。  
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第４  その他業務運営に関する 重要事項の目標を達成する ためにと る べき 措置 

１  法令順守と 情報管理 

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

【 自己評価の内容及びその理由】

全職員を対象と する コ ンプラ イ アンス 研修の実施、 職制会議を通じ た服務規律や業務の適切な管理等に

関する 継続的な注意喚起、 監査法人によ る 監査、 監事監査や内部監査など法令や各種規程に基づく 内部統

制の推進・ リ ス ク 管理体制の運用など、 コ ンプラ イ アンス意識の醸成と 不正防止に向けた取組を進める と

と も に、 監査における 指摘事項に関し て決裁ラ イ ンを整理する など改善に努めた。  

ま た、 情報セキュ リ ティ イ ンシデント 防止のための情報セキュ リ ティ 研修を実施し 、 職員が情報を適切

に管理でき る よ う 知識の底上げを行う と と も に、 継続し てサイ バー保険に加入し 、 想定外のイ ンシデント

にも 備えている 。  

令和６ 年度の法改正対応においては、 労働安全衛生法施行令等改正に伴う 新たな化学物質規制対応のた

めの薬品管理システムを利用し たリ ス ク アセスメ ント を導入し 、 法改正に対応する 体制の構築を着実に進

めている 。 ま た、 令和６ 年分の所得税について定額によ る 所得税額の特別控除（ 定額減税） に対応する た

め必要と なる システム改修や職員への周知を行う など 、 京都市産技研に関係する 法改正情報を適宜キャ ッ

チアッ プし 、 精査し た上で適切に対応する こ と に努めた。

その他、 法人の運営情報をホームページの「 情報公開」 のページにおいて一元的に公開し ている ほか、

地方独立行政法人会計基準の改訂に伴い、 新たに追加、 変更さ れた財務諸表や会計処理方法も 精査し た上

で対応する など、 適切な財務情報の提供に努め、 公的機関と し ての透明性と 説明責任を果たし ている 。  

以上のと おり 、 法人の社会的責任を果たすための着実な取組を実施し ている こ と から 、 評価を「 Ａ 」 と

し た。  

京都市評価コ メ ント

コ ンプラ イ アンス意識の醸成と 不正防止に向けたコ ンプラ イ アンス研修や情報セキュ リ ティ イ ンシデン

ト 防止のための情報セキュ リ ティ 研修の実施に加え、 令和６ 年度の法改正対応においても システム改修や

職員への周知を行う など、情報や文書の適切な管理に向けた取組を進めたこ と から 、『 年度計画を十分に達

成し ている 』 と 判断し た。
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第４  その他業務運営に関する 重要事項の目標を達成する ためにと る べき 措置 

２  施設維持と 安全管理 

自
己
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

京
都
市
評
価

Ａ 年度計画を 十分に達成し ている 。

【 自己評価の内容及びその理由】

環境負荷の軽減と 経費節減に向け、 令和 4 年度から 3 年間の計画で実施し ていた照明設備の LED化工事

を令和 6 年度に予定通り 完了し たこ と に加え、 長期修繕計画に基づく 小修繕、 更新推奨期限を超えた空調

関連設備、 排水処理設備の更新等を適切に実施し た。  

ま た、 常時空調管理が必要と なる 精密機器の正常稼働等を担保し 、 産業支援機関と し ての機能維持を図

る ため、 研究所建物全体の空調設備更新に向けた準備を進めた。  

加えて、 職場環境の安全衛生の向上を図る ための安全衛生委員会の定期的な開催、 産業医によ る 職場巡

視及び指摘事項の改善、 KRP と 連携し た防災訓練への参加、 法令やマニュ アルに基づく 化学物質の適切な

管理等を行い、 さ ら に定時退庁日の設定や各種健康診断及びス ト レス チェ ッ ク 、 こ れら の結果への対策と

し てのメ ンタ ルヘルス研修の実施などを通じ て、安全・ 安心な職場環境づく り や職員の健康確保に努めた。  

以上のと おり 、 将来を見据えた施設機能の維持向上、 環境・ 安全衛生に関する 取組を十分に実施し たこ

と から 、 評価を「 Ａ 」 と し た。  

京都市評価コ メ ント

長期修繕計画に基づき 、 適宜、 必要な施設修繕を実施する と と も に、 安全・ 安心な職場環境づく り や職

員の健康確保に努めている こ と から 、『 年度計画を十分に達成し ている 』 と 判断し た。  
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第第３３ 期期中中期期目目標標期期間間のの終終了了時時にに見見込込まま れれるる   

中中期期目目標標期期間間ににおおけけるる 業業務務のの実実績績評評価価結結果果  
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R4 R5 R6 R7

700 1,400 2,100 2,800

864 1,574 2,255

123% 112% 107%

- - - -

10,856 22,092 33,319

- - -

14,000 28,000 42,000 56,000

17,650 32,715 50,609

126% 117% 120%

- - - -

2.0 4.2 6.2

- - -

200 400 600 800

213 603 992

107% 151% 165%

35 70 105 140

34 66 94

97% 94% 90%

- - - -

2 5 7

- - -

- - - -

145 292 449

- - -

35 70 105 140

52 92 132

149% 131% 126%

18 35 53 70

15 35 114

86% 100% 217%

35 70 105 140

45 105 203

129% 150% 193%

- - - -

180 443 637

- - -

50 100 150 200

59 116 178

118% 116% 119%

3 6 9 12

2.62 5.58 8.69

87% 93% 97%

2,800

1(2) 試験・ 分

析、 設備・ 機器

の利用

有料の技術相談＋試験・ 分析＋設備利用

の件数（ 単位： 件）
56,000

指標
中 期 計 画
目 標 値

技術支援によ る 成果事例の件数（ 単位：

件）
140

令和６ 年度　 地方独立行政法人京都市産業技術研究所　 数値目標（ 中期計画） 進捗状況（ 各年度の累計実績）

無料の技術相談件数（ 単位： 件） -

依頼試験のう ち、 オーダーメ イ ド 試験の

割合（ 単位： ％）
-

関連
項目

1(3)も のづく り

の担い手育成

研修＋セミ ナー等＋派遣指導の修了・ 受

講者数（ 単位： 人）
800

進捗状況

上段： 各年度終了時の累計目標値

下段： 各年度終了時の累計実績・ 進捗度

1(1) 技術相談

新規利用者数（ 単位： 件）

2 情報発信と ニー

ズ把握の徹底

新聞やテレ ビ等のメ ディ アへの露出件数

（ 単位： 件）
140

1(4)研究開発の

推進

共同研究の件数（ 単位： 件） 140

産業技術研究所公式Facebookへの投稿件

数（ 単位： 件）
-

1(6)研究会活動 新規会員獲得数（ 単位： 件）

学会等での発表＋研究論文や専門誌の執

筆＋講演会等での発表や展示等の件数

（ 単位： 件）

-

産業技術研究所が承継し た職務発明

等の件数（ 単位： 件）
-

70

1(5)知恵産業の

推進

2 多様な財源の確

保
自己収入の額（ 単位： 億円） 12

3 連携の充実・ 強

化
産業支援機関と の連携件数（ 単位： 件） 200
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全体評価（ 総括）  

第 3 期中期目標期間の終了時に見込ま れる 中期目標期間における 業務の実績に関する 全体評価（ 総括）

は、第 3 期中期目標において掲げたいずれの課題に対し ても 着実に取組を進めており 、3 年目と なる 令和 6

年度ま で、 全ての大項目評価で「 評価 4 中期計画の実現に向けて、 計画どおり 進んでいる 。」 と 評価し て

いる こ と から 、「 中期目標を達成する 見込みである 。」 と 判断する 。  

新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影響が残る 中、 年度計画で定めた数値目標は一部に未達成のも のが生じ て

いる も のの、 技術相談、 試験・ 分析等は、 法人化以降、 過去最高の件数と なる と と も に、 研究員が事業者

を訪問し てニーズを汲み取る 「 御用聞き 型企業訪問」 に取り 組むなど 、 市内中小企業の下支えに大き な役

割を果たし ている 。  

ま た、 研究開発では、「 簡易受託研究制度」 を 新設し 、 支援サービス の拡充に取り 組んだこ と に加え、 京

都酵母を使用し た日本酒 5 種飲み比べセッ ト 「 京都酵母 SAKE セレ ク ショ ン」 が（ 株） リ カーマウ ンテンか

ら 発売さ れる など、 研究成果の実用化・ 商品化も 見ら れ、 技術支援を 具体的な「 出口」 につなげる ための

取組を積極的に推進し ている 。  

さ ら に、 研究会活動では、 京都市産技研が各業界のネッ ト ワ ーク をつなぐ ハブと なり 、 分野を横断し た

連携によ って新し い発想を創出でき る 環境「 京都市産業技術研究所ユーザーズコ ミ ュ ニティ （ 産技研 UC）」

を設立する など、 異業種間の連携や交流に寄与する 役割を果たし ている と 評価する 。  

第 3 期中期目標期間の最終年度と なる 令和 7 年度の業務遂行並びに次期中期目標の策定にあたっては、

地域企業やス タ ート アッ プの将来を見据えた技術基盤の強化と 産業競争力の強化が重要なも のと なる と 考

えら れる 。  

次期中期目標期間においては、 京都市産技研には新たな京都を 切り 拓く 技術基盤の構築と 産業競争力の

強化を推進する ため、 京都の伝統産業やも のづく り 企業、 ス タ ート アッ プ等への技術面・ 人材育成面での

下支え支援や次世代の京都産業を育む新技術・ 新素材開発の礎と なる 研究を 戦略的に推進する と と も に、

京都の強みを活かし た地域企業の高付加価値化・ 高度化の推進や共創・ オープンイ ベーショ ンの推進によ

る 、 すそ野拡大と 成長支援に向けた取組を期待する 。  
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大項目評価ごと の見込み評価結果 
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第１  住民に対し て提供する サービ ス その他の業務の質の向上に関する 目標を  

達成する ためにと る べき 措置 

 
自己評価 ４  中期目標を達成する 見込みである 。  

京都市評価 ４  中期目標を達成する 見込みである 。  

 第２  業務運営の改善及び効率化に関する 目標を 達成する ためにと る べき 措置 

 
自己評価 ４  中期目標を達成する 見込みである 。  

京都市評価 ４  中期目標を達成する 見込みである 。  

 第３  財務内容の改善に関する 目標を 達成する ためにと る べき 措置 

 
自己評価 ４  中期目標を達成する 見込みである 。  

京都市評価 ４  中期目標を 達成する 見込みである 。  

 第４  その他業務運営に関する 重要事項の目標を 達成する ためにと る べき 措置 

 
自己評価 ４  中期目標を達成する 見込みである 。  

京都市評価 ４  中期目標を達成する 見込みである 。  

 

（ 参考） 見込み評価基準 

  大大項項目目（（ ４４ 項項目目）） をを５５ 段段階階（（ ５５ 、、 ４４ 、、 ３３ 、、 ２２ 、、 １１ ）） でで評評価価 

  評価５ ： 中期目標を大幅に上回り 、 特筆すべき 達成状況にある 。  

  評価４ ： 中期目標を達成する 見込みである 。  

  評価３ ： 中期目標をおおむね達成する 見込みである 。  

  評価２ ： 中期目標を十分達成でき ない見込みである 。  

  評価１ ： 中期目標を大幅に下回る 見込み又は重大な改善すべき 事項がある 。  

※ 産技研自己評価は、 大項目（ ４ 項目） を３ 段階（ ４ 、 ３ 、 ２ ） で評価。  
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【 自己評価の内容及びその理由】  

第 3 期中期目標に掲げる 、 業務の中核に据えて推進し てき た６ 本柱（「 技術相談」、「 試験・ 分析」、「 研究

開発」、「 知恵産業の推進」、「 も のづく り の担い手育成」、「 研究会活動」） の取組を深化さ せ、 こ れら を融合

さ せた総合的な技術支援を 推進する と と も に、 情報発信の刷新や他機関等と の連携を通じ た地域企業の下

支えや成長支援に取り 組んでき た。  

第 3 期中期計画に掲げる 指標については、 支援の入り 口と なる 、 無料で対応する 技術相談の件数が令和

5 年度に過去最高と なる など 、 計画の実現に向けておおむね堅調に推移し ている 。  

具体的には、技術相談し やすい環境整備、共同研究・ 受託研究に簡易受託研究も 加えた研究開発の支援、

技術の実用化・ 商品化の支援を通じ た「 技術の産業化」 などを推進し 、 実績を重ねた。 地域のも のづく り

産業の担い手を育成する 取組と し て、「 伝統産業技術後継者育成研修」、「 ORT事業」 に加え、 材料分析の基

礎を見て学べる 「 評価技術講習会」 を 実施し 、 研修生・ 受講者の技術習得を支援し た。 知恵産業の推進と

し て、「 京都酵母」 のブラ ンド 活用の促進や知恵産業の推進に大き く 寄与し た企業等を、 知恵創出"目の輝

き " 企業と し て認定し 、 支援機関等と 連携し た伴走型支援を実施し た。  

ま た、 リ ニュ ーアルし たホームページや SNS 等を積極的に活用し た情報発信や、 利用者を拡げる ための

企業訪問も 積極的に実施し た。 さ ら には、 京都市産技研が、 各業界のネッ ト ワ ーク をつなぐ ハブと なり 、

分野を横断し た連携によ っ て新し い発想を 創出でき る 環境を形成し 、 地域産業の振興に寄与する ために設

立し た産技研 UCも 本格的に活動を開始し 、 異業種間の連携や交流を促進し た。  

第 3 期中期計画期間中、各年度において「 ４ ： 中期計画の実現の計画に向けて、計画どおり 進んでいる 」

と 自己評価し ており 、 以上のと おり 、 目標達成に向けた取組を進めている こ と から 、 自己評価を「 ４ 」 と

し た。  

第１  住民に対し て提供する サービ ス その他の業務の質の向上に関する 目標を 達

成する ためにと る べき 措置 

自
己
評
価 

４  中期目標を 達成する 見込みである 。  

京
都
市
評
価 

４  中期目標を 達成する 見込みである 。  

京都市評価コ メ ント  

令和 6 年度末時点で、 数値目標を設定し ている 9 項目のう ち 7 項目が進捗度 100%を超えている 。 第 3 期

は新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影響が残る 中、 支援の入り 口と なる 無料の技術相談件数は、 令和 5 年度に

は法人化以降過去最高と なり 、年間平均で 11, 000 件を超えており 、第 2 期中期目標期間と 比べても 1 割以

上の増加を見せる など、 中小企業の下支えに大き な役割を果たし ている 。  

 特に、 研究会活動については、 京都市産技研が各業界のネッ ト ワ ーク をつなぐ ハブと なり 、 分野を横断

し た連携によ って新し い発想を創出でき る 環境「 京都市産業技術研究所ユーザーズコ ミ ュ ニティ （ 産技研

UC） 」 を設立する など、 異業種間の連携や交流に寄与する 成果と し て現れ始めている も のも あり 、 第 4 期

中期目標期間に向けて、 期待でき る 成果と なっている 。  

く わえて、 3 年目と なる 令和 6 年度ま で「 評価 4 中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。 」
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と 評価し ている こ と から 、 中期目標を達成する 見込みである と 判断し た。  

次期中期目標期間においては、 京都市産技研には持続可能な未来を共創する 技術基盤の構築と 産業競争

力の強化を推進する ため、 こ れま で培ってき た技術力や知見、 人材等を活かし た技術の橋渡し 役と し ての

貢献を期待する 。  
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第２  業務運営の改善及び効率化に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

自
己
評
価 

４  中期目標を達成する 見込みである 。  

京
都
市
評
価 

４  中期目標を達成する 見込みである 。  

【 自己評価の内容及びその理由】  

第 3 期中期計画の初年度である 令和 4 年度に高度化・ 複雑化する 産業界のニーズに応える ため、 組織の

フラ ッ ト 化・ 縦割り を排し た技術分野の連携と 機動性の向上を図る 大幅な組織改正を実行し 、 執行体制を

強化し ながら 、 よ り 戦略的かつ分野横断的な研究開発と 技術支援を推進する と と も に、 職制会議（ 企画調

整会議、 運営会議等） を運用し て、 円滑な情報共有を 進めてき た。 研究開発については、 プロ ジェ ク ト の

管理やテーマの創出を、 研究室外に新たに設置し たプロ ジェ ク ト 推進室を中心に行う こ と によ り 、 所属や

専門の枠にと ら われない分野横断的な研究体制へと 再構築し た。 なお、 持続可能な運営体制の維持向上の

ための人材確保については、 研究職、 事務職と も に計画的に検討を進め、 令和 7 年度から 各 1 名を採用し

た。  

業務改革については、 経理事務や勤怠管理、 文書事務等にク ラ ウ ド シス テムを導入し 、 デジタ ル化・ ペ

ーパーレ ス 化によ る 業務効率化と 経費節減を両立する 取組を継続し て進めたほか、 リ モート ワ ーク 環境の

導入整備を進め、在宅勤務時のみなら ず、 外勤や出張時にも 職場の PC環境にアク セス でき る よ う にする こ

と で、 業務効率の向上と 多様な働き 方に対応し た。  

第 3 期中期計画期間中、各年度において「 ４ ： 中期計画の実現の計画に向けて、計画どおり 進んでいる 」

と 自己評価し ており 、 以上のと おり 、 目標達成に向けた取組を進めている こ と から 、 自己評価を「 ４ 」 と

し た。  

 

  

京都市評価コ メ ント  

令和 4 年度から 、 組織のフラ ッ ト 化・ 縦割り を排し た技術分野の連携と 機動性の向上を図る ため、 執行

体制を強化し 、 企画調整会議、 運営会議等の職制会議を運用し て、 円滑な情報共有を推進し ている 。 ま

た、 令和 7 年度から 研究職、 事務職を各１ 名採用し 、 持続可能な運営体制の維持向上のための人材確保に

努めている 。  

く わえて、 3 年目と なる 令和 6 年度ま で「 評価 4 中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。 」

と 評価し ている こ と から 、 中期目標を達成する 見込みである と 判断し た。  

 次期中期目標期間においては、 引き 続き 、 更なる 効率的・ 効果的な組織運営を 行い、 高度化・ 複雑化す

る 産業界のニーズに迅速に応えら れる 組織運営に向けた取組の推進を求める 。  
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第３  財務内容の改善に関する 目標を達成する ためにと る べき 措置 

自
己
評
価 

４  中期目標を達成する 見込みである 。  

京
都
市
評
価 

４  中期目標を達成する 見込みである 。  

【 自己評価の内容及びその理由】  

経理事務をはじ めと し た総務事務のデジタ ル化・ ク ラ ウ ド 化を 進める こ と で、 効率的な業務推進と 経費

節減を図る と と も に、 地方独立行政法人の機動性を活かし 、 年度途中の新たな案件や環境変化に柔軟に対

応し た。 ま た、 地方独立行政法人会計基準の改訂に伴い新たに追加・ 変更さ れた財務諸表や会計処理方法

について、 内容を精査し ながら 適切に対応し た。  

京都市の厳し い財政状況によ って運営費交付金が削減さ れる 中、 国の補助金や JKA補助金などの外部資

金の獲得、 設備機器や依頼試験の使用料手数料の改正や松本油脂製薬基金の活用等、 多角的な自己収入の

経営努力を重ねた結果、令和 6 年度ま で 5 期連続の黒字経営を達成し た。こ れま でに生じ た利益剰余金は、

地域企業を 下支えし ていく ための研究開発に資する 戦略的投資原資と し て計画的に管理する など 、 安定的

な財務運営に努めている 。  

第 3 期中期計画期間中、各年度において「 ４ ： 中期計画の実現の計画に向けて、計画どおり 進んでいる 」

と 自己評価し ており 、 以上のと おり 、 目標達成に向けた取組を進めている こ と から 、 自己評価を「 ４ 」 と

し た。  

 

  

京都市評価コ メ ント  

令和 4 年度から 令和 6 年度ま で継続的に、 基金等の活用によ る 研究予算の確保、 共同研究及び競争的資

金や新たな外部資金の獲得等によ り 、 多角的な自己収入の経営努力を重ねた結果、 令和 6 年度ま で 5 期連

続の黒字経営を達成する など、 予算を効率的・ 効果的に執行する こ と ができ た。  

ま た、 剰余金についても 、 研究開発に資する 戦略的投資原資と し て計画的に管理する など安定的な財務

運営に努めている 。  

く わえて、 3 年目と なる 令和 6 年度ま で「 評価 4 中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。 」

と 評価し ている こ と から 、 中期目標を達成する 見込みである と 判断し た。  

 次期中期目標期間においては、 引き 続き 、 国の補助金や JKA補助金などの外部資金の獲得等に向けた積

極的な取組の推進を求める 。  
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第４  その他業務運営に関する 重要事項の目標を達成する ためにと る べき 措置 

自
己
評
価 

４  中期目標を達成する 見込みである 。  

京
都
市
評
価 

４  中期目標を達成する 見込みである 。  

【 自己評価の内容及びその理由】  

全職員を 対象と し たコ ンプラ イ アンス や情報セキュ リ ティ の研修、 職制会議を通じ た服務規律や適切な

業務管理に係る 注意喚起、 計画的な内部監査、 人事評価など、 様々な機会を捉えてコ ンプラ イ アンス 意識

の醸成と 不正防止の取組を 進めた。 ま た、 安全衛生委員会の定期的な開催、 産業医の職場巡回、 防災訓練

への参加など によ り 、 職場環境の安全衛生の向上を図った。  

施設維持については、 環境負荷の軽減と 経費節減に向けた照明設備の LED化を計画的に進めたほか、 長

期修繕計画に基づく 修繕や機器更新等、 適切な施設の維持管理を推進し た。  

第 3 期中期計画期間中、各年度において「 ４ ： 中期計画の実現の計画に向けて、計画どおり 進んでいる 」

と 自己評価し ており 、 以上のと おり 、 目標達成に向けた取組を進めている こ と から 、 自己評価を「 ４ 」 と

し た。  

 

京都市評価コ メ ント  

令和 4 年度から 令和 6 年度ま で継続的に、 コ ンプラ イ アンス や情報セキュ リ ティ の研修を通じ て、 職員

全体の意識の醸成と 不正防止に取り 組むと と も に、 安全衛生委員会の定期的な開催等によ り 、 職場環境の

安全衛生の向上に取り 組んだ。  

施設維持については、 長期修繕計画に基づく 修繕や機器更新等、 施設の適切な維持・ 保守管理を行う こ

と ができ た。  

く わえて、 3 年目と なる 令和 6 年度ま で「 評価 4 中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。 」

と 評価し ている こ と から 、 中期目標を達成する 見込みである と 判断し た。  

次期中期目標期間においては、 引き 続き 、 コ ンプラ イ アンス の徹底や情報セキュ リ ティ 管理、 環境・ 安

全衛生管理等を着実に実施する こ と を求める 。  
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地方独立行政法人京都市産業技術研究所 業務実績評価基本方針 

 

 

市長が、地方独立行政法人法（以下「法」という。）第２８条第１項に規定

する地方独立行政法人京都市産業技術研究所（以下「法人」という。）の業務

の実績等に関する評価（以下「業務実績評価」という。）を行うに当たって

は、以下の基本方針に基づくものとする。 

 

１ 目的 

  市長が行う法人の業務実績評価は、法人の業務実績を把握、分析し、これ

を総合的に評定することにより、法第２８条第１項に定める次の各号に掲げ

る事業年度のいずれに該当するかに応じ、当該各号に規定する事項につい

て、具体的かつ分かりやすい形で示し、法人の業務運営の一層の改善と公共

性、透明性の確保に資することを目的とする。 

⑴ 次号及び第３号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度におけ

る業務の実績 

⑵ 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度にお

ける業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間

における業務の実績 

⑶ 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及

び中期目標の期間における業務の実績 

 

２ 評価の基本方針 

⑴ 中期目標の達成に向け、年度計画の年度評価を通じて、法人の中期計画

の進行状況を確認し、評価を行う。 

⑵ 業務実績評価を通じて、法人の業務運営状況を分かりやすく広く社会に

示し、市民への説明責任を果たす。 

⑶ 法人の業務運営の改善・向上に資するよう、評価を行う。 

⑷ 法人の業務の特性に鑑み、将来に繋がる可能性や優れた側面から、特色

ある取組や様々な工夫に目を向けて評価を行う。 

 

３ 評価方法 

⑴ 法の規定 

法第２８条第３項の規定により、業務実績評価は、第１の各号に定める

事項について、総合的な評定を付して行うとされていることを踏まえ、各

事項における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮

し、以下のとおり行うこととする。 

 

⑵ 評価の実施 

ア 法人は、自己評価結果報告書及びその他評価に必要な資料を市長に提出

する。 

イ 市長は、法人から提出された資料及び法人からの意見聴取等を踏まえ

て、業務の実施状況を調査及び分析し、地方独立行政法人京都市産業技術



研究所評価委員会（以下「評価委員会」という。）に諮問する。 

ウ 市長は、評価委員会での審議内容を踏まえて、総合的な評価を行う。評

価は、第１の各号に定める事項について、それぞれ「項目別評価」と「全

体評価」により行うものとする。 

 

 なお、評価基準等の詳細については、別途実施要領で定めるものとする。 

 

４ 評価結果の活用 

⑴ 市長が法第２８条第６項の規定により、業務運営の改善その他必要な措

置を講ずることを命じた場合は、法人として改善に取り組むとともに、そ

の状況を評価委員会に報告する。 

⑵ 法第３０条に規定する法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他

その業務及び組織の全般にわたる検討、法第２５条及び第２６条に規定す

る次期中期目標の策定及び次期中期計画の認可に関して、評価委員会が意

見を述べる際には、中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間

における業務の実績に関する評価結果を踏まえるものとする。 

 

５ 庶務 

  業務実績評価に係る庶務は、産業観光局スタートアップ・産学連携推進室

において行う。 



地地方方独独立立行行政政法法人人京京都都市市産産業業技技術術研研究究所所  

業業務務実実績績評評価価実実施施要要領領（（ 第第３３ 期期中中期期目目標標期期間間））   

 

 本要領は、 「 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 業務実績評価基本方

針」 ３ に規定する 、 評価基準等の詳細について定める も のである 。  

地方独立行政法人法（ 以下「 法」 と いう 。 ） 第２ ８ 条第１ 項の規定に基づき 、

京都市長（ 以下「 市長」 と いう 。 ） が地方独立行政法人京都市産業技術研究所

（ 以下「 法人」 と いう 。 ） の当該事業年度における 業務の実績評価（ 以下「 年度

評価」 と いう 。 ） 、 中期目標の期間の終了時に見込ま れる 中期目標の期間におけ

る 業務の実績評価（ 以下「 見込み評価」 と いう 。 ） 、 中期目標の期間における 業

務の実績評価（ 以下「 期間評価」 と いう 。 ） を 行う に当たっ ては、 以下のと おり

実施する 。  

 

１１   年年度度評評価価  

１１ －－１１   項項目目別別評評価価  

⑴⑴  項項目目別別評評価価のの概概要要  

ア 法人は、 別表で定める 小項目ごと に、 年度計画の実施状況について、

自己評価を 行う 。  

イ  法人は、 小項目ごと の自己評価を 基に、 別表で定める 大項目ごと に、

年度計画の実施状況について、 自己評価を 行う 。  

ウ  市長は、 小項目ごと に、 法人の自己評価について、 調査及び分析し た

う えで、 評価案を 作成し （ 以下「 小項目評価結果」 と いう 。 ） 、 評価委

員会から の意見を 踏ま えて、 評価を 確定する 。  

エ 市長は、 法人の自己評価及び小項目評価結果を基に、 大項目ごと に評

価案を 作成し 、 評価委員会から の意見を 踏ま えて、 評価を確定する 。  

 

⑵⑵  法法人人にによよ るる 自自己己評評価価  

法人は、 自己評価を行う に当たっては、 「 自己評価結果報告書」 を 作成

し て行う 。  

   アア  小小項項目目評評価価  

法人は、 小項目ごと に実施状況を でき る 限り 定量的に記載する と と も

に、 次の３ 段階によ る 評価を 行い、 自己評価の判断理由を 記載する 。  

ま た、 特色ある 取組、 法人運営を 円滑に進める ための工夫、 今後の課

題など 、 評価において考慮すべき 事項を 必要に応じ て記載する 。  

小項目の自己評価及びその基準は、 次のと おり と する 。  

 

 

 

 

   イイ   大大項項目目評評価価  

法人は、 小項目の自己評価結果を 総合的に考慮し 、 大項目ごと に中期

計画の実現に向けた業務の進捗状況について、 次の３ 段階によ る 評価を

行い、 考慮し た事項及びそのよ う に判断し た理由も 記載する 。  

ま た、 特色ある 取組、 法人運営を 円滑に進める ための工夫、 今後の課

題など 、 評価において考慮すべき 事項を 必要に応じ て記載する 。  

大項目の自己評価及びその基準は、 次のと おり と する 。  

 

評価Ａ ： 年度計画を十分に達成し ている 。  

評価Ｂ ： 年度計画をおおむね達成し ている 。  

評価Ｃ ： 年度計画の達成に至っ ていない。  
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※ 自己評価（ 小項目評価及び大項目評価） は、 中期計画において目標

と する 取組の性質や、 目標達成に向けた取組を 取り 巻く 社会情勢、 法

人の取組のプロ セス 、 その他突発的な事象への対応等、 法人が当該実

績を残すに至った背景事情も 総合的に考慮し て行う こ と と する 。  

 

⑶⑶  市市長長にによよ るる 評評価価結結果果のの確確定定  

アア  小小項項目目評評価価  

市長は、 法人が作成し た自己評価結果報告書について、 目標値や前年

度数値と 、 当該年度の実績値を単に比較する だけでなく 、 当該小項目に

関し 、 自己評価結果報告書に記載さ れている 事項の全般について、 総合

的な観点から 考慮する こ と によ っ てこ れを検証し 、 評価委員会の意見を

聴いたう えで、 小項目評価結果を 確定する 。  

市長によ る 評価と 、 法人の自己評価と が異なる 場合は、 市長が評価の

判断理由等を示す。 その他、 必要に応じ てコ メ ント を 付す。  

なお、 市長は、 特に優れた業績を 挙げている と 認める 場合は、 Ｓ 評価

を行う こ と ができ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

イイ   大大項項目目評評価価 

市長は、 法人が作成し た自己評価結果報告書及び小項目評価結果を 総

合的に考慮し 、 大項目ごと に中期計画の実現に向けた業務の進捗状況に

ついて、 評価委員会の意見を 聴いたう えで、 次の５ 段階によ る 評価を 行

い、 考慮し た事項及びそのよ う に判断し た理由も 記載する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価５ ： 中期計画の実現に向けて、 特筆すべき 進捗状況にある 。  

（ 市長が特に認める 場合）  

評価４ ： 中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

（ 全ての小項目がＳ 又はＡ 又はＢ ）  

評価３ ： 中期計画の実現に向けて、 おおむね計画ど おり 進んでいる 。  

（ Ｓ 又はＡ 又はＢ の小項目の割合が９ 割以上）  

評価２ ： 中期計画の実現のためには、 遅れている 。  

（ Ｓ 又はＡ 又はＢ の小項目の割合が９ 割未満）  

評価１ ： 中期計画の実現のためには、 重大な改善すべき 事項がある 。  

（ 市長が特に認める 場合）  

評価Ｓ ： 年度計画について、 特筆すべき 業績を 挙げている 。  

     （ 市長が特に認める 場合）  

評価Ａ ： 年度計画を十分に達成し ている 。  

評価Ｂ ： 年度計画をおおむね達成し ている 。  

評価Ｃ ： 年度計画の達成に至っていない。  

評価４ ： 中期計画の実現に向けて、 計画ど おり 進んでいる 。  

（ 全ての小項目がＡ 又はＢ ）  

評価３ ： 中期計画の実現に向けて、 おおむね計画ど おり 進んでいる 。  

（ Ａ 又はＢ の小項目の割合が９ 割以上）  

評価２ ： 中期計画の実現のためには、 遅れている 。  

（ Ａ 又はＢ の小項目の割合が９ 割未満）  
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※ 上記評価に記載の小項目の割合は、 評価の際の目安であり 、 市長

は、 Ｓ 、 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ の評価の構成割合やその内容を 総合的に判断し て

評価を 定める も のと する 。  

 

１１ －－２２   全全体体評評価価  

 市長は、 項目別評価の結果を踏ま え、 評価委員会の意見を聴いたう えで、

記述式によ り 、 当該事業年度における 業務実績の全体について、 当該事業年

度における 中期計画の実施状況を 考慮し て総合的な評価を行う こ と と する 。  

 総合的な評価は、 各大項目別の５ 段階評価結果、 優れている と 積極的に評

価する 取組、 改善すべき 取組、 評価委員会から の主な意見や指摘、 その他必

要な事項を 記載し て行う こ と と する 。  

 

 

２２   見見込込みみ評評価価  

２２ －－１１   項項目目別別評評価価  

  ⑴⑴  項項目目別別評評価価のの概概要要  

ア 法人は、 中期目標期間の終了時に見込ま れる 中期目標期間の業務の実

施状況について、 自己評価を 行う 。  

イ  市長は、 法人の自己評価等を基に評価を行い、 大項目ごと に中期目標

達成状況を 分かり やすく 示す。  

 

⑵⑵  法法人人にによよ るる 大大項項目目のの自自己己評評価価  

法人は、 中期目標期間の終了時に見込ま れる 中期目標期間の業務の実施

状況について、 大項目ごと に、 次の３ 段階によ る 自己評価を 行う と と も

に、 自己評価結果報告書には、 自己評価の判断理由を 記載する 。  

ま た、 特色ある 取組、 法人運営を 円滑に進める ための工夫、 今後の課題

など 、 評価において考慮すべき 事項を 必要に応じ て記載する 。  

 

 

 

 

 

⑶⑶  市市長長にによよ るる 大大項項目目評評価価結結果果等等のの確確定定  

市長は、 法人の自己評価を 総合的に考慮し 、 大項目ごと の中期目標の達

成状況について、 評価委員会の意見を 聴いたう えで、 次の５ 段階によ る 評

価を行い、 考慮し た事項及びそのよ う に判断し た理由も 記載する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価５ ： 中期目標を大幅に上回り 、 特筆すべき 達成状況にある 。  

（ 市長が特に認める 場合）  

評価４ ： 中期目標を達成する 見込みである 。  

評価３ ： 中期目標をおおむね達成する 見込みである 。  

評価２ ： 中期目標を十分達成でき ない見込みである 。  

評価１ ： 中期目標を大幅に下回る 見込み又は重大な改善すべき 事項が

ある 。 （ 市長が特に認める 場合）  
 

 評価４ ： 中期目標を 達成する 見込みである 。  

 評価３ ： 中期目標を おおむね達成する 見込みである 。  

 評価２ ： 中期目標を 十分達成でき ない見込みである 。  
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２２ －－２２   全全体体評評価価  

 市長は、 項目別評価の結果を踏ま え、 評価委員会の意見を聴いたう えで、

記述式によ り 、 中期目標期間の業務実績の全体について、 総合的な評価を行

う こ と と する 。  

 総合的な評価は、 項目別評価の結果、 優れている と 積極的に評価する 取

組、 改善すべき 取組、 評価委員会から の主な意見や指摘、 その他必要な事項

を記載し て行う こ と と する 。  

 

３３   期期間間評評価価  

３３ －－１１   項項目目別別評評価価  

⑴⑴  項項目目別別評評価価のの概概要要  

ア 法人は、 大項目ごと の中期目標期間の業務の実施状況について、 自己

評価を 行う 。  

イ  市長は、 法人の自己評価等を基に評価を 行い、 大項目ごと に中期目標

達成状況を 分かり やすく 示す。  

 

⑵⑵  法法人人にによよ るる 大大項項目目のの自自己己評評価価  

法人は、 中期目標期間の業務の実施状況について、 大項目ごと に、 こ れ

ま での「 年度評価」 等に基づき 、 次の３ 段階によ る 自己評価を行う と と も

に、 自己評価結果報告書には、 自己評価の判断理由を 記載する 。  

ま た、 特色ある 取組、 法人運営を 円滑に進める ための工夫、 今後の課題

など 、 評価において考慮すべき 事項を 必要に応じ て記載する 。  

 

 

 

 

 

⑶⑶  市市長長にによよ るる 大大項項目目評評価価結結果果等等のの確確定定  

市長は、 法人の自己評価を 総合的に考慮し 、 大項目ごと の中期目標の達

成状況について、 評価委員会の意見を 聴いたう えで、 次の５ 段階によ る 評

価を行い、 考慮し た事項及びそのよ う に判断し た理由も 記載する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３ －－２２   全全体体評評価価  

 市長は、 項目別評価の結果を踏ま え、 評価委員会の意見を聴いたう えで、

記述式によ り 、 中期目標期間の業務実績の全体について、 総合的な評価を行

う こ と と する 。  

 総合的な評価は、 項目別評価の結果、 優れている と 積極的に評価する 取

組、 改善すべき 取組、 評価委員会から の主な意見や指摘、 その他必要な事項

を記載し て行う こ と と する 。  

評価５ ： 中期目標を大幅に上回り 、 特筆すべき 達成状況にある 。  

（ 市長が特に認める 場合）  

評価４ ： 中期目標を達成し た。  

評価３ ： 中期目標をおおむね達成し た。  

評価２ ： 中期目標を十分達成でき ていない。  

評価１ ： 中期目標を大幅に下回っ ている 又は重大な改善すべき 事項が

あった。 （ 市長が特に認める 場合）  

 

 評価４ ： 中期目標を達成し た。  

 評価３ ： 中期目標をおおむね達成し た。  

 評価２ ： 中期目標を十分達成でき ていない。  
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地地方方独独立立行行政政法法人人京京都都市市産産業業技技術術研研究究所所評評価価委委員員会会  

委委員員名名簿簿  

 

  

（ 五十音順・ 敬称略）   

し んのう   ま いこ  

新納  麻衣子 

公認会計士・ 税理士 

京都市立病院機構評価委員会 委員 

京都市都市計画局指定管理者選定等委員会 委員 

なかむら   みちかず 

○ 中村  道一 

NKE株式会社 代表取締役社長 

京都先端技術研究会 委員長 

公益社団法人京都工業会 理事 

京都府中小企業技術セン タ ー協力会 会長 

ま すだ   あら た 

◎ 増田   新 

京都工芸繊維大学 理事・ 副学長 

公益財団法人京都高度技術研究所 理事 

やなぎも と  よ り こ  

桺本  依子 

株式会社アナテッ ク ・ ヤナコ  代表取締役 

京都オス カーク ラ ブ役員 副会長 

京都市ベンチャ ー企業目利き 委員会一次審査部会 委員 

京都市公正職務執行審議会 委員 

やま ぐ ち  すすむ 
山口   進 

株式会社川島織物セルコ ン  代表取締役会長 

公益社団法人京都工業会 常任理事 

一般社団法人京都経済同友会 幹事 

 ・ 任期： 令和７ 年７ 月２ 日から 令和９ 年７ 月１ 日ま で 

 ・ ◎は、 委員長 

  ○は、 委員長代理 
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